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初任期教員研修ハンドブック作成に当たって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急速なグローバル化や情報通信技術の進展、人口減少社会の到来、雇用環境の変化、

社会のつながりの希薄化など、教育をめぐる社会情勢がめまぐるしく変化する中、児童

生徒の学力向上や学習習慣の確立、不登校の解消、ＳＮＳによるいじめやトラブル、ネッ

ト依存症、運動習慣の二極化など、克服すべき様々な教育課題の解決に向け、本県は｢教

育県岡山の復活｣を目指した施策を進めています。 

平成 28 年３月、「岡山県公立学校教員等人材育成基本方針｣を策定し、本県の学校教

育を推進する教員等、一人一人の力量を高める方針を示しました。平成 29 年 12 月には

「岡山県教員等育成指標及び研修計画」を策定し、教員に求められる基礎的・基本的な

資質能力を確保し、各教員の長所や個性の伸長を図っています。そして令和７年２月、

「第４次岡山県教育振興基本計画｣を策定し、新たに｢夢に向かって、心豊かに、たくま

しく、未来を拓く｣人材の育成を基本目標とした取組を、計画的かつ強力に推進してい

ます。 

このような中、初任期教員の力量向上を期して作成したのが本冊子「初任期教員研修

ハンドブック」です。｢見て分かる教員ガイド｣となるよう岡山県教員等育成指標の内容

ごとにページを構成しています。このハンドブックは、初任者（新規採用者）研修や３

年目研修、さらには、常勤・非常勤講師の先生方にも活用いただけるよう構成しました。

学校・園外での研修に加え、学校・園内における研修や先輩教員等と共に学ぶ際に活用

し、自らを振り返りつつ力量を高めていくことを期待しています。 

日々の学校・園での実践、校外研修での学び、本冊子等の活用を通し、確かな指導力

と豊かな人間性を磨き、教員としての確固たる信念と責任感をもってともにおかやまの

未来を創りましょう。 
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１ 研修について 
 

 

 

 

 

      学校教育は、一人一人の児童生徒に働きかけて、その全人的な発達を図り、次代を担う国民の

  育成を目指す極めて責任の重い創造的な営みである。このような教育という重要な職務に携わる

  教員には、当然のことながら高い資質が求められる。これに応えるために、教員は、自ら進んで

  絶えず研修に努めなければならない。                                           

   教員の資質能力としては、教育者としての使命感、人間の成長・発達についての深い理解、児 

  童生徒に対する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、広く豊かな教養、そしてそれらを基盤 

  とした実践的な指導力が必要である。                                                     

                                                                                          

    １ 研修の態様                                                                       

       研修には、次の三つの態様がある。                                                   

     ① 職務として行われる研修                                                          

     ② 職務専念義務を免除されて行う研修                                                

     ③ 勤務時間外に自主的に行う研修                                                    

                                                                                          

   ２ 研修の心得                                                                       

      研修に当たっては、自分自身を見つめる厳しい目、新しいことを学ぼうとする心、よりよい 

   ものを目指すひたむきな姿勢、何をどのような方法で研究するかといった、主体的・積極的な 

   取組が大切である。                                                                   

        また、管理職との対話に基づく受講奨励を踏まえ、研修の意義、内容、方法等をよく検討し、 

   計画的・継続的に行う必要がある。 

 

     ○教育基本法 

    （教   員） 

   第９条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に 

    励み、その職責の遂行に努めなければならない。  

                                

   ○教育公務員特例法 

  （研   修） 

 第 21 条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

       い。     

（研修の機会） 

 第 22 条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 

       ２ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行う

ことができる。 

       ３ 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受

けることができる。 

     （初任者研修） 

 第 23 条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等（臨時的に任用された者その他の

政令で定める者を除く。）に対して、その採用（現に教諭等の職以外の職に任命されている

者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第５条第１項において同じ。）の日から一年間

の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修（以下「初任者研修」

という。）を実施しなければならない。  

研修の必要性 
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「岡山県教員等育成指標及び研修計画」の中で、求める教員像を踏まえ、教員に求める資質能力を、

「領域」「ステージごとの資質能力」「目標」の３階層で整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 初任期教員に求める資質能力 

領域 ステージごとの資質能力 目標

●児童生徒の実態把握や
　授業規律を確保する力

【学習指導】
○児童生徒の実態把握などを通して特性を理解し、学習に関する現状や課題を把握
　することができる。
○課題解決型学習を取り入れるなど、主体的・対話的で深い学びの実現を意識した
　授業実践をすることができる。
○「岡山型学習指導のスタンダード」「家庭学習のスタンダード」等に基づき、基
　礎・基本を徹底し、学習規律を確保した学習指導を実践するとともに、適切な学
　習評価を行うことができる。

●生徒指導、教育相談の
　基礎的スキルを身に付
　け、学級（ＨＲ）経営
　等に生かす力

【学級(ＨＲ)経営・生徒指導】
○児童生徒との信頼関係を築き、児童生徒の規範意識と自己肯定感を育成すること
　ができる。
○学級(ＨＲ)経営や問題行動等への対応、教育相談の手法について、基礎的・基本
   的な知識や技能を身に付けている。
○安全・安心な教育環境を確保することができる。

【自己研鑚】
○学校や市町村の現状や課題を理解するとともに、「学び続ける教員」を目指し、
　必要な能力を伸ばすことができる。

【今日的な教育課題への対応】
○教育の動向を踏まえ、今日的な教育課題に取り組むことができる。
　・ＩＣＴや情報・教育データの利活用　・道徳教育　・外国語教育
　・特別支援教育　・キャリア教育　・現代的な健康課題　等

【カリキュラム・マネジメント】
○児童生徒に求める資質能力の育成を踏まえた年間指導計画を作成し、実践・検
　証・改善することができる。

【ＯＪＴ・人材育成】
○管理職や同僚等からの指導・助言を柔軟に受け入れるとともに、悩みや課題につ
　いて相談することができる。
〇校外研修等で学んだことを同僚等に伝えることができる。

【リーダーシップとチームマネジメント】
○管理職や同僚等に主体的に報告・連絡・相談や提案を適切に行うことにより、目
　標の達成に向けて効率的に職務の遂行に当たることができる。
○チーム学校の一員として協働する中で、自ら行動するとともに他者にも働き掛
　け、必要に応じて支援しようとするリーダーシップを発揮して課題解決に当たる
　ことができる。

●家庭・地域と情報共有
　し、信頼関係を築く力

【連携・協力】
○家庭・地域と日常的に適切に情報を共有し、信頼関係を築いて理解・協力を得る
　ことができる。

基
盤
と
な
る
資
質

【教員】
キャリアステージ 初任期教員

求
め
る
資
質
能
力

確
か
な
指
導
力

●今日的な教育課題に対
　応するための学び続け
　る力

同
僚
、

家
庭
・
地
域
と

つ
な
が
る
力

●管理職や同僚等からの
　指導・助言を受け入れ
　たり、管理職や同僚等
　に報告・連絡・相談し
　たりする力

【使命感と情熱】
〇教育の持つ社会的役割を理解し、児童生徒の成長のために教育に携わる意欲がある。
〇児童生徒のやる気を引き出すことができる。

【誇りややりがい】
〇本気で児童生徒と関わることができ、教員としての喜びや意義を見いだしている。

【倫理観】
〇教育公務員としての自覚を持ち、法令等を遵守している。

【教育的愛情】
〇児童生徒の健全な成長のために、教員として幅広い教養を備え、人間的魅力を高めることができる。

【省察する力】
〇多様な経験や校内外での研鑚を通して、自己を見つめ直し自らの専門性やコミュニケーション能力を高めて
　いる。
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領域 ステージごとの資質能力 目標

【保健管理・健康相談】
○児童生徒及び学校の実態に応じた保健管理を適切に実施することができる。
　・救急処置　・健康診断　・保健情報の収集及び分析
　・疾病の予防と管理　・学校環境衛生
○健康相談の基本的なプロセスを理解し、関係者と連携して、実施することができ
　る。

【保健教育・保健組織活動等】
○発達段階を踏まえた学校保健計画に基づき、児童生徒の資質能力を育成するため
　の保健教育を専門性を生かしながら、学級担任等と連携し、実施することができ
　る。
○保健組織活動の意義を理解し、企画運営に参画することができる。
○学校保健計画の作成に参画することができる。

●生徒指導、教育相談の
　基礎的スキルを身に付
　け、保健室経営等に生
　かす力

【保健室経営・生徒指導】
○保健室来室者の対応等を通して児童生徒との信頼関係を築き、児童生徒の規範意
　識と自己肯定感を育成することができる。
○問題行動等への対応、教育相談の手法について、基礎的・基本的な知識や技能を
　身に付けている。
○安全・安心な教育環境を確保することができる。
○学校教育目標及び学校保健計画に基づいた保健室経営計画を作成することができ
　る。

【自己研鑚】
○学校や市町村の現状や課題を理解するとともに、「学び続ける教員」を目指し、
　必要な能力を伸ばすことができる。

【今日的な教育課題への対応】
○教育の動向を踏まえ、今日的な教育課題に取り組むことができる。
　・現代的な健康課題　・特別支援教育　・メンタルヘルス
  ・ＩＣＴや情報・教育データの利活用  等

【カリキュラム・マネジメント】
○児童生徒に求める資質能力の育成を踏まえた年間指導計画の作成に参画し、実
　践・検証・改善することができる。

【ＯＪＴ・人材育成】
○管理職や同僚等からの指導・助言を柔軟に受け入れるとともに、悩みや課題につ
　いて相談することができる。
〇校外研修等で学んだことを同僚等に伝えることができる。

【リーダーシップとチームマネジメント】
○管理職や同僚等に主体的に報告・連絡・相談や提案を適切に行うことにより、目
　標の達成に向けて効率的に職務の遂行に当たることができる。
○チーム学校の一員として協働する中で、自ら行動するとともに他者にも働き掛け、
　必要に応じて支援しようとするリーダーシップを発揮して課題解決に当たること
　ができる。

●家庭・地域、他校や関
　係機関と信頼関係を築
　き、連携する力

【連携・協力】
○学校の課題を把握し、家庭・地域、他校や関係機関と信頼関係を築き、必要な連
　携を行うことができる。

基
盤
と
な
る
資
質

【養護教諭】
キャリアステージ 初任期教員

求
め
る
資
質
能
力

確
か
な
指
導
力

●児童生徒及び学校の実
　態把握をもとに保健管
　理や保健教育を行う力

●今日的な教育課題に対
　応するための学び続け
　る力

同
僚
、

家
庭
・
地
域
と

つ
な
が
る
力

●管理職や同僚等からの
　指導・助言を受け入れ
　たり、管理職や同僚等
　に報告・連絡・相談し
　たりする力

【使命感と情熱】
〇教育の持つ社会的役割を理解し、児童生徒の成長のために教育に携わる意欲がある。
〇児童生徒のやる気を引き出すことができる。

【誇りややりがい】
〇本気で児童生徒と関わることができ、教員としての喜びや意義を見いだしている。

【倫理観】
〇教育公務員としての自覚を持ち、法令等を遵守している。

【教育的愛情】
〇児童生徒の健全な成長のために、教員として幅広い教養を備え、人間的魅力を高めることができる。

【省察する力】
〇多様な経験や校内外での研鑚を通して、自己を見つめ直し自らの専門性やコミュニケーション能力を高めて
　いる。
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領域 ステージごとの資質能力 目標

●児童生徒の実態把握に
　努め、食育の推進を図
　る力

【食に関する指導】

○児童生徒の実態把握などを通して学校の特性を理解するとともに、食に関する必
　要な情報を発信することができる。
○学校教育目標に基づいた食に関する指導の全体計画や年間指導計画を活用し、食
　育の推進を図ることができる。
○専門性を生かし、発達段階に応じた食育を学級担任等と連携し、実施することが
　できる。

●専門的知識や技能を身
　に付け、給食管理に生
　かす力

【給食管理（栄養・衛生）】
○栄養管理の専門的な知識・技能を身に付けるとともに、給食に関する課題を把握
　し、工夫・改善に取り組むことができる。
○学校給食衛生管理基準に基づいた衛生管理を行い、安全・安心な給食づくりがで
　きる。

●生徒指導、教育相談の
　基礎的スキルを身に付
　け、指導等に生かす力

【生徒指導】

○食に関する指導を通して児童生徒との信頼関係を築くことができる。
○問題行動等への対応、教育相談の手法について、基礎的・基本的な知識や技能を
　身に付けている。
○安全・安心な教育環境を確保することができる。

【自己研鑚】
○学校や市町村の現状や課題を理解するとともに、「学び続ける教員」を目指し、
　必要な能力を伸ばすことができる。

【今日的な教育課題への対応】
○教育の動向を踏まえ、今日的な教育課題に取り組むことができる。
　・現代的な健康課題　・特別支援教育　・食文化の継承
　・ＩＣＴや情報・教育データの利活用　等

【カリキュラム・マネジメント】
○児童生徒に求める資質能力の育成を踏まえた年間指導計画の作成に参画し、実
　践・検証・改善することができる。

【ＯＪＴ・人材育成】
○管理職や同僚等からの指導・助言を柔軟に受け入れるとともに、悩みや課題につ
　いて相談することができる。
〇校外研修等で学んだことを同僚等に伝えることができる。

【リーダーシップとチームマネジメント】
○管理職や同僚等に主体的に報告・連絡・相談や提案を適切に行うことにより、目
　標の達成に向けて効率的に職務の遂行に当たることができる。
○チーム学校の一員として協働する中で、自ら行動するとともに他者にも働き掛
　け、必要に応じて支援しようとするリーダーシップを発揮して課題解決に当たる
　ことができる。

●家庭・地域、他校や関
　係機関と信頼関係を築
　き、連携する力

【連携・協力】

○学校の課題を把握し、家庭・地域、他校や関係機関と信頼関係を築き、必要な連
　携を行うことができる。

基
盤
と
な
る
資
質

【栄養教諭】
キャリアステージ 初任期教員

求
め
る
資
質
能
力

確
か
な
指
導
力

●今日的な教育課題に対
　応するための学び続け
　る力

同
僚
、

家
庭
・
地
域
と

つ
な
が
る
力

●管理職や同僚等からの
　指導・助言を受け入れ
　たり、管理職や同僚等
　に報告・連絡・相談し
　たりする力

【使命感と情熱】
〇教育の持つ社会的役割を理解し、児童生徒の成長のために教育に携わる意欲がある。
〇児童生徒のやる気を引き出すことができる。

【誇りややりがい】
〇本気で児童生徒と関わることができ、教員としての喜びや意義を見いだしている。

【倫理観】
〇教育公務員としての自覚を持ち、法令等を遵守している。

【教育的愛情】
〇児童生徒の健全な成長のために、教員として幅広い教養を備え、人間的魅力を高めることができる。

【省察する力】
〇多様な経験や校内外での研鑚を通して、自己を見つめ直し自らの専門性やコミュニケーション能力を高めて
　いる。
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２ 確かな指導⼒ 
 

 

 

 

１  教育課程 

   教育課程は、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を地域や学校の実態及び児童

生徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。

また、教育課程は教育活動の諸計画の中でも基本的なものであり、国や教育委員会の規定する基

準に基づき、各学校において、教職員の協力を得て校長の責任で編成されるものである。したが

って、教師一人一人が教育課程の意義を理解して教育活動を行うことが大切である。 

   小学校の教育課程は、各教科、特別の教科道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動

によって、中学校の教育課程は、各教科、特別の教科道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に

よって構成され、学年ごとの標準授業時数が定められている。高等学校の教育課程は、各教科・

科目、総合的な探究の時間及び特別活動によって構成され、特別支援学校の教育課程は、小学校、

中学校、高等学校の教育課程に準じるとともに、自立活動を加えて構成されている。 

   教育課程の実施に当たっては、各学校の実態に応じて従来の実践、研究の成果を生かしながら、

次の事項に配慮する必要がある。 

    ・児童生徒の言語環境の整備と言語活動の充実 

  ・体験的・問題解決的な学習及び自主的、自発的な学習の促進 

    ・学級経営と生徒指導の充実 

    ・課題解決や自己の生き方を考える機会及び進路指導の充実 

    ・ガイダンスの機能の充実 

  ・見通しを立てたり、振り返ったりする学習活動の重視 

    ・指導方法や指導体制の工夫改善など個に応じた指導の充実 

   ・障害のある児童生徒の指導 

  ・海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒の指導 

   ・情報教育の充実及びコンピュータ等や教材・教具の活用 

  ・学校図書館の利活用 

   ・指導の評価と改善 

  ・部活動の意義と留意点 

   ・家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携や交流など 

 

  ２ 指導計画 

   指導計画は、教育課程の基準（学習指導要領等）に基づいて各教科・科目、特別の教科道徳、外

国語活動、総合的な探究の時間、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれについて、学年ご

とあるいは学級ごとに指導目標、指導内容、指導の順序、指導方法、使用教材、指導の時間配当

等を具体的に定めたものである。 

   指導計画には、全体計画、年間指導計画や複数年にわたる長期の指導計画から、学期ごと、月  

ごと、週ごと、単位時間ごと、あるいは単元、題材（教材）、主題ごとの計画など各種のものがあ

る。これらの指導計画は、目的と必要に応じてそれぞれ作成されるべきものである。 

   指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮しながら、地域や児童生徒の実態を十分考慮し、  

学校の創意工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的なものとなるよう留意する必要がある。 

    ・各教科・科目等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにすること。 

   ・各教科・科目の各学年、各分野又は各言語の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き   

方に適切な工夫を加えるなど、効果的な指導ができるようにすること。                など 

教育課程と指導計画 
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 「学習指導のスタンダード」は、児童生徒が、「分かる・できる喜び」「考え

る楽しさ」を実感できる授業を行うための基礎・基本を「授業５（ファイブ）」

として示しています。 

 日々の授業づくりにおいて活 

用し、児童生徒に確かな学力を 

身に付けさせていきましょう。 

※ 増補版「授業改善、『一歩 

先へ！』」も更なる授業改善 

への参考にしてください。 

岡山型学習指導のスタンダード 

授業を構想・実践する力 

家庭学習のスタンダード 

保幼小接続スタンダード 

「家庭学習のスタンダード」は、学校と家庭がつながり、児童生徒の家庭学

習を支えるために「４つの視点」を軸としてまとめたものです。 

家庭学習の充実に向けて、学校としての方針を明確にし、組織的に取り組む

とともに、授業と家庭学習のつながりにも配慮しましょう。また、家庭学習で

は宿題だけでなく自主学習まで取り組めるようにすることも大切です。 

各学校において、生涯に渡って学び続ける「主体的な学習者」を育成するた

めに、職員会議や各種の研修会等、あらゆる機会に御活用ください。 

※ 増補版「家庭学習指導のすすめ」に「Cycle & Feedback」をキーワードに

した家庭学習指導の改善の視点が示されています。あわせて御活用ください。 

①めあて（目標）を示す。 
②自分で考え表現する時間を確保する。 
③目標の達成度を確認する。 
④学習内容をまとめる。 
⑤授業の振り返りをする。 

一単位時間の授業５（ファイブ） 

 「保幼小接続スタンダード」は、幼児教育と小学校教育を円滑に接続し、接

続期に育てたい「３つの力」を育成する取組を推進するために作成したもので

す。保幼小接続を進めるに当たり、 

幼児教育並びに小学校教育それぞれ 

の特徴を示すとともに、子どもの育 

ちと学びをつなげるポイントを簡潔 

にまとめています。 

※ 増補版「架け橋への一歩」も参 

考にしてください。 



Step１ 単元（題材）目標を設定する

目標を設定する上では、児童生徒のゴールの姿
（目標を達成した姿）を明確にする必要があります。
そこで、学習指導要領で示された目標及び

内容を確認し、『「指導と評価の一体化」の
ための学習評価に関する参考資料』を参考に
評価規準を設定します。

授業づくりの際には、身に付けさせたい力を明確にし、単元の指導計画を構想した上で、
本時の授業を構想することが大切です。その「４つのStep」について、次に説明します。

単元（題材）に関する児童生徒の
スタートの姿を、普段の学習状況や
調査問題等を通して確認します。

何を、どのような順序で、どのような活動を通し
て学んでいけばよいか、その道筋となる「指導計画」
を構想します。
また、スムーズに学習できるように、

指導の工夫や手だてを明らかにします。

指導計画に則して本時の授業を構想します。
その際、導入・展開・終末の学習過程に

沿って、学習活動や教師の指導・支援を想
定するようにします。

【参考】岡山県総合教育センター『授業づくりの基礎・基本（実践編）小学校版 －学校全体で授業改善に取り組むために－』
（平成26年２月）

Step２ 児童生徒の実態を確認する

Step３ 指導計画の構想、工夫や手だてを明らかにする

Step４ 本時の授業を構想する

授業づくりの「４つのＳｔｅｐ」
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６ 本時案（第 次 第 時） 

（１）本時の目標 

 

 

（２）展開 

学習活動 児童生徒の主な反応と教師の指導・支援 学習評価 

   

第 学年 組     学習指導案 

令和 年 月 日（ ）第 校時    教室  指導者  

 

 

 

１ 単元（題材）名  

 

 

２ 単元（題材）の目標 

 

 

３ 単元（題材）の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

   

 

 

４ 指導と評価の計画（全 時間）  

次 時 主たる学習活動・内容 
評価の観点 評価規準及び評価方法 

知 思 態  

一 １      

２      

二 １      

 

 

５ 指導上の立場 

○単元（題材）観，教材観 

○児童生徒観 

○指導観 

○研究主題との関連 

○全国・県学力調査 

との関連 

◇適切な評価ができるように、精選して簡潔に書く。
◇評価規準の設定に当たっては、岡山県総合教育センターが作成した「新学習指
導の趣旨を踏まえた学習評価」や、国立教育政策研究所が発刊した『「指導と
評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』を参考にするとよい。

◇単元（題材）観、教材観……単元（題材）の内容、既習事項との関連、
今後の展開、単元（題材）を取り上げる意
義、単元（題材）や教材と児童生徒との関
係などを明確に書く。

◇児童生徒観……………………単元（題材）に関する興味・関心、知識・
技能、既習事項の定着度など、前単元（題
材）までの実態や本単元（題材）で育成を
目指す力を明確にして書く。

◇指導観…………………………指導・支援の力点、学習形態、仮説、その
他の配慮事項など、児童生徒のよさや可能
性を生かすような工夫や手だてを具体的に
書く。

◇研究主題との関連……………研究主題の説明を簡潔に記述し、研究主題
と授業研究における指導仮説との関連を明
確にして書く。

◇全国・県学力調査との関連…学力調査から見える現状と課題、課題につ
いての取組などを書く（国語科、算数・数
学科等）。

◇評価の観点が、単元（題材）の計画にどのように位置付けられているか分
かるように示す。

◇育成する資質・能力を見据え、評価の観点をバランスよく単元の中に配置
する。

きるように具体的に書く。

◇導入・展開・終末の学習
過程に沿って、児童生徒
の活動を書く。

◇一人一人の児童生徒が何
をめあてに活動すればよ
いのかをつかむことがで
きるように具体的に書く。

◇単元（題材）の指導計画に則して、本時の学習活動の目標を具体的に示す。
◇本時の評価規準との整合を図る。

◇評価規準を具体的に書く。

◇本時の目標との整合を図
る。

◇評価規準を具体的に書く。
◇評価の観点を踏まえて書
く。

◇評価方法も書く。

◇学習過程に沿って、指導・支援の
意図、工夫、手だてなどについて
留意すべきことを具体的に書く。

◇学習活動と教師の指導・支援との
関わりを対応させて書く。

◇学習指導要領で示された目標及び内容を踏まえて設定する。
（必ずしも全ての観点を踏まえた目標を記入するということではない。）

Step１

Step２

Step３

Step４

学習指導案作成上の留意点 ◆学習指導案に固定的な形式はないが、学習指導要領では、
評価規準は３観点で設定されている。

Step１

-9-
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 ・いつも決まった児童生徒が発言していませんか？ 

・活動に参加できていない児童生徒はいませんか？ 

もし、いれば… 

・発問を変えましょう。 

・グループでの話し合い活動を取り入れましょう。 

 

・「めあて」に合った発問 

 

 

・ICT の効果的な活用 

・黒板はきれいになっていますか？ 

・チャイム着席はできていますか？ 

・児童生徒は、教科書・ノートの準備ができていますか？ 

         できていなければ… 

・指示を出しましょう。 

・待っている姿を見せましょう。 

 

 

録画映像を活用した授業改善 

 

・計画性のある構造化された板書 

                                         よりよい授業づくりのために、一単位時間の授業展開の見通しをもつことが大切です。児童生徒に対する発問、板書計画、しかけ等 

                                          を計画し、それらを通して児童生徒自身が自分の考えをもち、それを表現できるような授業にしていきましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

目標
 

 

被除数を相対的な大きさでとらえて、除法の計算の仕方を筋道立てて考えることができる。 

学習活動 児童の主な反応と教師の指導・支援 評価 

１ 学習課題をつかむ。 

 

 

 

 

・条件不足のテープ図を提示することで、尋ね

られていることや分かっていることが整理で

きるようにする。 

・演算決定の理由を尋ねることで、図と式との

対応付けを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図を使ってわり算の計算の仕方を考え、説明をしよう。 

 

 

   

・図がかけない児童には、前時の学習で用いた

図を振り返させたり、0.1を１目盛りとする

数直線を示したりする。 

 

２ ２÷４の計算の仕方を

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 考えを発表する。 

 

 

 

 

 

 

４ 練習問題をする。 

１÷５ 

0.2÷５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈予想される児童の反応〉 

 ア ２は0.1が20個 

  20÷４＝５ 

  0.1が5個だから0.5 

 イ ２L＝20dL 

  20÷４＝５ 

  ５dL＝0.5L 

 

・早く考えを持つことができた児童には、説明

文を書くように声掛けをする。 

・ペアで説明し合う時に自分の考えと同じか比

べて聞くように指示をすることで、考え方を整

理することができるようにする。 

・いつでも使える方法を考えさえることで、0.1

を単位として考えることのよさに気が付くよ

うにする。 

 

・0.2÷５の計算の場合、0.01を基本単位とし

て考えることをとらえるができるように数直

線を用いて示す。 

・0.1や0.01を基本単位と

して、計算の仕方を考えて

いる。 

【思考・判断・表現】 

ノート記述 

発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わられる数を0.1や0.01がいくつか集まった数と見ると、 

  整数÷整数の計算を使って考えることができる 

 

 

 

   

・振り返りカードをもとに学習を振り返らせ 

る。 

 

  

 

 

・騒いだり立ち歩いたりしている児童生徒はいませんか？ 

・周囲に不快な思いをさせている児童生徒はいませんか？ 

もし、いれば… 

・指示を出しましょう。 

・待っている姿を見せましょう。 

・毅然とした態度で対応しましょう。 

授業後に・・・ 

・教師に何か聞きたいようなそぶりの児童生徒はいませんか？ 

もし、いれば… 

・近くに立つなど、話しかけやすい雰囲気をつくりましょう。 

・教師側から声をかけていきましょう。 

・様子が気になる児童生徒はいませんか？      

もし、いれば… 

・声をかけましょう。 

・周りの児童生徒に聞きましょう。 

・必要に応じて、近くの教員に支援を求めましょう。 

 

板書の構造化 

 

 

授業改善に向けて 

 

 

発問の工夫 

授業中に・・・ 

 

 

一単位時間の授業５（ファイブ）＜事前・事後指導を含む＞ 

提示と活動の工夫 

・児童生徒は片付けと次時の準備ができていますか？ 

         できていなければ… 

・指示を出しましょう。 

・周りの児童生徒にも協力するように声をかけましょう。 

P .37 

P.11 

P.11 

県総合教育センター メディアセンターの活用  

【メディアセンター】 

教科ごとに整理された学習指導案コーナーや図書資料、研究資料がとても便利です。 

５学習を振り返る。 

⑤ 授業の
振り返り
をする 

授業前に・・・ 

【導入】 
○前時までの学習内容を確認し、児童生徒の理解状況を把握しておきまし

ょう。 
○児童生徒の興味・関心が高まるように、本時の学習課題を示しましょう。 

【終末】 
○学習したことをまとめ、振り返らせ、基本的な知識や原理、技能のコツ

などを定着させましょう。 
○学習内容の他への応用等は、「なるほど」という感動をもたらし、次へ

の学習意欲にもつながります。 
○自己評価を行わせることにより、児童生徒自身が分かっているようで分

かっていないこと、もっと調べたいことなどの気付きなどにつながりま
す。 

 

【展開】 
○「このようになりそう」「こうすれば何とかできそうだ」と、一人一人

が思えるような話し合いをさせましょう。 
○児童生徒が予想や仮説を確かめることができるよう、資料や助言、時間

を与え、課題解決の計画をじっくりと立てることができるようにしまし
ょう。 

○児童生徒一人一人が自由な方法で、全力で課題解決に取り組み、自らを
励ましながら自力で解決できるように配慮しましょう。 

① めあて
（目標）
を示す 

② 自分で
考え、 
表現する
時間を確
保する 

③ 目標の
達成度
を確認
する 

④ 学習内
容をま 
とめる 

 

 
P.15 
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授業参観をすると、教員の発問に対して児童生徒が戸惑っている 

様子を見かけることがあります。発問次第で、考えが止まることも、 

意図とは違う方向に進むこともあります。まさに授業の交差点と言 

えます。ここでは、授業の展開に応じた発問を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この先輩教員の板書には、「めあて」や「児童生徒の考 

え」「まとめ」等が構造的に書かれています。一目で、 

児童生徒の学びが伝わってきます。まさに学びの足跡と 

言えます。ここでは、板書の留意点を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問の工夫  － 授業の交差点 － 
これは、どう
ですか？ 

何を考えたら
いいのかな？ 

板書の構造化  － 学びの足跡 － 

色チョークは、
ルールを決めて
使いましょう。 

児童生徒の立場で
文字の大きさを確
認しましょう。 

授業のねらいを書
いて、見通しをもた
せましょう。 

正しい筆順で、誤字
のないように、丁寧
に書きましょう。 

黒板には児童生徒から見えに
くい位置があります。 
全員によく見えるように、板
書する位置に配慮しましょ
う。 

枠で囲むことも
効果的です。 

板書するスピードや、教員の
立ち位置にも気を付けましょ
う。 

 

 

○……について、知っていることはあり

ませんか。 

○……について、気付いたことは何です

か。 

導入の段階の発問 

児童生徒の考えを
板書に位置付けま
しょう。 

 

 

○なぜ、このようになったのでしょう。 

○自分と友達の考え方で、同じところや違う

ところはどこですか。 

○他にも気付いたことはありますか。 

 

展開の段階の発問 

 

 

○今日の授業で印象に残った言葉は何で

すか。 

○次に学習してみたいことは何ですか。 

終末の段階の発問 

チョークの色
を変えて書い
てある黄色の 
ところだよ。 

大切なところは、
どこかな？ 
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○親指と人差し指と中指で持つ。チョークの根元は、掌にあてて固定する。 

 こうすることで、力が入りやすく児童生徒に読みやすい文字を書くことが 

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し方のテクニック  － 指示のポイント － 

指導時の留意点  

 
 

 

○児童生徒の活動を止めて指示をする。 

○教員の方へ体を向けさせ、目を合わせる。 

○指示は短くする。 

 ・分割をして指示をする。（指示は一時に一事。） 

 ・指示の順序を意識する。（番号や矢印を活用して、視覚化する。） 

○指示した後は、できているかどうかを確認する。 

③集中させてから指示をする。 

 

○時には小さな声でゆっくり話したり、音量や速さや間のとり方を大切な所で変化

させたりすると、児童生徒は一生懸命聞こうとする。 

○ジェスチャーや無言での動作は、児童生徒の集中力を高める。 

○児童生徒に大きな声で発表させたいときは、子どもから離れるのも効果的。 

○ナンバリングを活用する。（３点連絡します。１点目は…） 

②話し方のテクニック（応用編） 

板書を隠さない
ようにするなど、
教員の立ち位置
にも工夫が必要
です。 

①チョークの持ち方の確認 

 

○聞き取りやすい声の大きさで話す。（普通の話し声より大きく。授業中は標準語で話す。） 

○話すスピード、抑揚に気を付ける。（普通よりややゆっくり、抑揚をつけて。） 

○表情とジェスチャーも使う。（生き生きとした表情。場合によって身振り手振りも。） 

○板書や資料を示しながら話す。（言葉だけでなく、資料や写真などと関連させて。） 

○歩いたり手元を見たりしながら話さない。板書をしながら話さない。 

①話し方のテクニック（基本編） 

 

○発問や指示をした後、指示どおりにできているかどうかや、発問は理解できたかなど、その時の反応や学

級全体の状況を把握し、必要に応じて個別指導や全体指導を行う。 

○学習課題に対して、一人一人の児童生徒やグループがどのような考えをもっているのか、活動しているの

か等を把握して、次の学習活動や展開につなげる。 

○肯定的な声かけをすることで、児童生徒のやる気を育てる。 

③机間指導の意義 

 

○自分の考えを書く、学習したことを書きとめる、練習して定着を図る等の目的に応じたノートの書き方を、

発達段階に応じて指導する。 

○１時間の授業で、何を学んだのか、どのように学んだのかを振り返ることのできるノートにすることで、

学習内容の定着や学習意欲の向上につながる。 

○ノートを活用して前時の振り返りをさせたり、点検・評価したりする。 

②ノート指導の徹底 
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落ち着いた学習環境の中で意欲的に学習に取り組むためには、平素からの学級経

営や教科指導、生徒指導など、児童生徒の発達の段階等を考慮しながら教員が適切

な指導を行うことはもちろん、全教員の共通理解の上で、基本となる学校生活や学

習のきまり・約束を児童生徒に理解させ、徹底することも重要です。 

各校において児童生徒の実態を踏まえた学習規律等の指導を工夫したり、中学校

区で共通した学習規律等を設定したりするなど、取組の充実が求められます。 

生活規律・学習規律 
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学習規律は、一度指導すればそれで終わりというものではなく、継続的な指導 

により、一人一人の児童生徒にしっかりと身に付けさせることが大切です。 

学習規律の徹底を図るために、次の７点に留意して、取り組んでみましょう。 

 

① 学習規律の重点項目を絞って 

 「まずは、ここから」「この３点が特に弱いから」など、児童生徒の実態、教員の願い、学校としての

目指す児童生徒像などから、重点的に指導する項目を絞りましょう。あれもこれもと欲張ると、なかなか

徹底できません。 

 年度末に取組を見直して、項目を付け加えたり変更したりして、レベルアップを目指しましょう。 

② 誰もが分かるように 

 全教員が、児童生徒が、保護者が、地域の人が、学校を訪れた人が、他校の先生方が･･･、誰もが学習規

律が分かるような工夫をしましょう。学習規律が目に触れるところにあると、常に意識できるようになりま

す。 

 掲示物にして各教室に掲示したり、ガイドブックやハンドブックにして教員や児童生徒が確認できるよ

うにしたり、学校通信や学級だよりを家庭に配付したりなど、様々な工夫が考えられます。 

③ 共通理解、共通実践を 

 学習規律について、共通理解はもちろん必要ですが、さらに大事なのは共通実践です。話し合っただけ、

作成しただけ、掲示しただけにならないようにしましょう。 

 全教員が同じ基準で自分たちのしたことを判断してくれることが分かると、児童生徒は安心して学校生

活を送れるようになります。 

④ 最初が肝心 

 学年始めや学期始めに、学習規律の指導に力を入れると定着しやすくなります。大きな行事が終わった

後も仕切り直しのチャンスです。指導に当たっては、毅然とした態度で行うことが必要です。 

 また、児童生徒の発達段階に応じて、学習規律を守ることが学習を効果的に進め、学力の向上につなが

ることなどの学習規律の意義についても、理解できるように指導しましょう。 

⑤ チェックする機会を 

 学習規律がどの程度身に付いているか、また、児童生徒がどの程度意識しているかなど、チェックする

機会を設定しましょう。児童生徒・教員の自己評価や見取りなど、多面的なチェックができるように工夫

することも大切です。 

 また、チェックした結果を表やグラフ等で「見える化」して、児童生徒や保護者に知らせ、意欲の持続

を図りましょう。 

⑥ 根気強く、繰り返して 

 一度言ったから分かる、一度指導したからできるものではありません。よくできたら褒め、できなかっ

たら指導することを繰り返し、根気強く取り組みましょう。真剣さの中にも温かみのある指導を根気強く、

継続的に行うことが大切です。 

 また、些細な変化を見逃さず、タイムリーな指導を心がけましょう。目立たないけれどまじめに頑張

っている児童生徒にも目を向けて声をかけましょう。 

⑦ 校種間連携、家庭・地域の協力体制を     
 校種間の滑らかな接続や指導の継続は、学年が変わったり、進学したりしても安心し、落ち着いて学習

に取り組むことにつながり、また、学習の効果も上がります。校種間連携を進め、学習規律についての情

報交換を積極的に進めましょう。 

 また、学習規律の定着には、家庭や地域の協力が必要です。学校で取り組んでいる学習規律を家庭や地

域の人に積極的に発信し、理解してもらうことで、学校･家庭･地域が同じ視点で見守り、一体となった取

組につながります。 

学びのかなめ 

次に備える 時間を守る 正しく座る 
言葉の 

ルール 
心を整える 場を整える 

（岡山型学習指導のスタンダードＰ.8、Ｐ.9 に詳しく掲載） 

学習規律の徹底に向けて 
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 よりよい授業を目指し、自分の授業を更に改善す 

るためには、授業の様子をビデオカメラやタブレッ 

ト端末等で録画し、映像を再生し振り返るとよいで 

しょう。また、研修等で指導教員や先輩の教員等と 

一緒に視聴し、指導・助言を受けるとさらに有効で 

す。なお、録画したものを研修等で使用する場合に 

は、個人情報や肖像権等に十分配慮しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○岡山県総合教育センター（2022）『授業を探究する学校 ＩＣＴで授業を観合い語り合う学校風土づ

くり～時間と空間の制約を越えて～』も活用してください。 

 
 
〇目的に応じて、撮影の 

 仕方を様々に工夫すると 
 よい。 

（例） 
・教室後方に三脚で固定し 
 て、教室全体を撮影する。 

・教室側面に三脚で固定し 
 て、教師・児童生徒の両 

 方を撮影する。 

・同僚にハンディカメラで 

  教師の動きに合わせて撮 

  影してもらう。 

 

 
 
○原則は授業開始数分前から終了数分後までを、途中一時停止せずに
撮影する。 

○机間指導・グループ活動・着目したい児童生徒等、意図をもち、対
象や場面を限定して撮影してもよい。 

○撮影はできるだけ同僚等に依頼する。しかし、協力が得られない場
合や日常的に授業記録を蓄積する場合には、教室後方中央にビデオ
カメラを固定し、教室全体が収められるよう撮影する。 

○使用する機器は、ビデオカメラ、デジタルカメラ、タブレット端末
等から選択する。 

○安定した撮影を行うために三脚を用いるとよい。また、目的に応じ
て教師や児童生徒の表情をズームによりとらえてもよい。 

録画映像を活用した授業改善 

参考資料：「授業力パワーアップセミナーワークブック」〔岡山大学大学院教育学研究科・教師教育開発センター(2015)〕） 

 
 
 
○客観的に振り返ることができる。 
○授業場面を繰り返し確認することができる。 
○授業者の働きかけに対する児童生徒の反応等が

とらえやすい。 
○記録の蓄積により、自己の成長が実感できる。等 

 
 

■視聴方法■ 

○指導教員や同僚と一緒の場合、プロジェクタや大型テレビ等を使用して大きく映すとよい。 

○はじめから順に見たり、テーマや課題に基づき特定の場面に絞って見たりする。 

○気になった場面ごとに一時停止し、その都度協議を行う方法や、ある程度まとまった時間の映像を

見た後に協議を行う方法などがある。 

○放課後等で協議を行う場合には、参観していない教員にあらかじめ視聴してもらってから全体協議

を行う方法もある。 

■視聴の着眼点■ 

○テーマや課題に基づき、次に示すような具体的な観点等により視聴する。 

・「一単位時間の授業５（ファイブ）」 ・机間指導、板書、ノート指導等 

・授業を支える学習基盤、学習規律、学習集団等 ・着目したい児童生徒 ・チェックリスト 

■協議の方法■ 

○授業を振り返る際の基本的な問いには、（授業者・児童生徒は）「何を考えていたのか」「どう感じ 

ていたのか」「何をしたかったのか」「何をしたのか」等があります。また、次のようなやりとりを、 

テーマや課題に応じて組み合わせて実施すると、より効果的です。 

（指導教員・同僚）・気付きを促す（～についてどう思いますか？） 

         ・アドバイスする（～してみたらどうでしょう） 

         ・演示する（こんな方法もありますよ。見てください） 

・改善方法を基にした模擬授業を促す（実際に～してみましょう）  

（授業者）    ・問題点・改善方法を説明する（～と考えて～しました） 

         ・模倣してやってみる（では、自分もやってみます） 

         ・改善点を提案する（このようにしてみたいと思います） 

         ・疑問点を質問する（～についてどうしたらいいでしょうか）   等 

 

【授業後の協議】 

【撮影のポイント】 【撮影方法】 

【録画映像活用のメリット】 
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岡山県が推進するＰＢＬ（課題解決型学習）について 

 ＰＢＬとは Project Based Learning の略で、子どもたちが、自ら課題を見つけ、その課題を自

ら解決する過程を通して、課題を解決するために必要な資質・能力を身に付ける学習方法のこと

であり、「課題解決型学習」ともいわれます。岡山県では、義務教育段階と高校教育段階のそれ

ぞれを対象としたＰＢＬのガイドブックを作成しています。 

 義務教育段階の「岡山型ＰＢＬガイドブック」では、「岡山型ＰＢＬ」を「学習内容に応じ

て、『自己決定の場を設けること』、『振り返りを重視する』こと、『地域の多様な人・もの・

ことと関わる』ことを大切にし、『夢育』で重視している非認知能力の育成も意識しながら、各

教科等や総合的な学習の時間、特別活動の目標に示す資質・能力を身に付ける学習方法」のこと

とし、総合的な学習の時間や授業等でのＰＢＬについて解説しています。 

 高校教育段階の「ＰＢＬガイドブック（高校版）」では、総合的な探究の時間におけるＰＢＬ

の進め方を解説しています。自ら社会に関わっていく経験を重視し、探究のプロセスに課題解決

に向けた実践が追加されています。 

ＰＢＬの推進により目指すのは、「自分の頭で考え、自分の言葉で語り、自分の意志で行動で

きる」若者を育てていくことです。そのためには、総合的な学習（探究）の時間はもちろんです

が、各教科の授業や学校生活の様々な場面で「自己決定の場」を設けることが大切になります。 

ガイドブックには、こうしたＰＢＬの進め方や実践事例が紹介されていますので、是非、参考に

してみてください。 

ＰＢＬ等の取組を発信し、オンラインで交流する場の提供として「おかやま学びたい賞フォー

ラム」や「高校生探究フォーラム」などがあります。岡山県教育庁のＷｅｂページに児童生徒の

発表動画等が掲載されていますので、取組の参考にしてください。 

総合的な学習（探究）の時間 

総合的な学習（探究）の時間は、学校が地域や学校、児童生徒の実態等に応じて教科等の枠を

超えた横断的・総合的な学習とすることと同時に、探究的な学習や協働的な学習とすることが重

要です。特に、探究的な学習を実現するため、「①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→

④まとめ・表現」の探究のプロセスを明示し、学習活動を発展的に繰り返していくことを重視し

ています。全国学力・学習状況調査の分析等において、総合的な学習の時間で探究のプロセスを

意識した学習活動に取り組んでいる児童生徒ほど各教科の正答率が高い傾向にあること、探究的

な学習活動に取り組んでいる児童生徒の割合が増えていることなどが明らかになっています。 

総合的な学習（探究）の時間における課題と更なる期待としては、以下の２点が挙げられる。 

・ 総合的な学習（探究）の時間を通してどのような資質・能力を育成するのかということや、

総合的な学習（探究）の時間と各教科等との関連を明らかにするということについては学校に

より差がある。これまで以上に総合的な学習（探究）の時間と各教科等の相互の関わりを意識

しながら、学校全体で育てたい資質・能力に対応したカリキュラム・マネジメントが行われる

ようにすることが求められている。 

・ 探究のプロセスの中でも「整理・分析」、「まとめ・表現」に対する取組が十分ではないと

いう課題がある。探究のプロセスを通じた一人一人の資質・能力の向上をより一層意識するこ

とが求められる。 
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小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説【総合的な学習の時間編】から抜粋 

 

 
 
 
 
 
 探究的な学習を進めるに当たっては、問題解決的な 

活動が発展的に繰り返されることが大切です。 
つまり、探究的な学習とは図（小学校の例）のよう 

な問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく一連 

の学習活動であり、探究的な学習とするためには、以 

下のような過程を踏まえることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ここに示した学習の過程は、いつも①から④の順序どおりに繰り返されるわけではなく、学習活動
のねらいや特性などにより順序が前後する場合があります。 
 
 
 
 
１ 課題の設定 
 探究的な学習では、児童生徒自らが課題意識をもち、その意識を連続発展させることが欠かせませ
ん。しかし、児童生徒が自ら課題をもつためには、教員はただ待つのではなく、意図的な働きかけを
行い、学習活動との関わり方や出会わせ方などを工夫することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈具体的事例〉 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
２ 情報の収集 
  課題意識や設定した課題を基に、児童生徒は、観察、実験、見学、調査、探索、追体験などを行い
ます。探究的な学習の過程においては、児童生徒が自覚的に情報を収集する学習活動が展開されるこ
とが求められます。  

探究的な学習とは 

■課題の設定における留意点■ 
 ○人、社会、自然に直接関わる体験活動を重視すること 
 ○児童生徒の発達や興味・関心を適切に把握すること 
 ○これまでの児童生徒の考えとの「ずれ」や「隔たり」、理想と現実との対比などを大切にする 

  こと  

○各教科等で身に付けた知識・技能を積極的に活用すること 

探究的な学習の指導 

14 

①【課題の設定】体験活動などを通して、課題を設定し課題意識をもつ。 

②【情報の収集】必要な情報を取り出したり収集したりする。 

③【整理・分析】収集した情報を、整理したり分析したりして思考する。 

④【まとめ・表現】気付きや発見、自分なりの考えなどをまとめ、判断し、表現する。 

■情報の収集における留意点■ 
 ○体験を通した感覚的な情報の収集を大切にすること 
 ○課題解決のために目的をもって情報収集を行うこと 
 ○その後の探究的な活動を深めるために、収集した情報を適切な方法で蓄積すること 
 ○より多くの情報、より確かな情報の収集を行うために、各教科で身に付けた知識・技能を発揮 

  すること 

●カード発想法的な手法を用いて課題を設定
する 

 １ 体験活動後に調べたこと、疑問に感じた   
ことを付箋に書く。 

 ２ 付箋を類型化する。 
３ 類型化した付箋にタイトルを付けたり、   

キーワードを付けたりする。 
４ タイトルやキーワードを基に、話し合い   

を通して課題を明らかにしていく。 

●問題を序列化して課題を設定する 
 １ 体験を通して明らかになった問題を

カードやフリップボードに取り出す。 
 ２ 序列化するための視点を決める。 
   （例）・問題の解決は可能かどうか。 
      ・問題の解決は社会的な価値が 

       あるか。 
      ・テーマとの整合性はあるか。 
 ３ 視点に沿って序列化し、追究したい 

   課題を見いだす。 

探究的な学習における指導の進め方 
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〈具体的事例〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 整理・分析 
  多様な方法で収集した情報を、整理したり分析したりして、思考する活動へと高めていくことが望
まれます。収集した情報を種類ごとに分類したり、細分化して因果関係を導き出したり、批判的・複
眼的な視点で分析したりします。これが思考することであり、そうした学習活動を位置付けることが
重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈具体的事例〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
４ まとめ・表現 
 情報の整理・分析を行った後、それを他者に伝えたり、自分自身の考えとしてまとめたりする学習
活動を行うことにより、一人一人の児童生徒の考えが明らかになったり、課題が一層鮮明になったり、
新たな課題が生まれたりしてきます。このことが学習として質的に高まることであり、深まりのある
探究的な活動を実現することとなります。 

 

 

 

 

 

 
 

〈具体的事例〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

●座標軸の入ったワークシートで整理・分析 
 する  
 １ 改善策を付箋に書き出す。 
 ２ 座標軸の視点（集団で－個人で、実現 

   可能－実現困難）を決める。 
 ３ 座標軸を用いたワークシートに付箋を 

   貼ってカード発想法的に整理する。 
 

●ベン図で整理・分析する  
  

１ 多様な情報を付箋やカードに取り出す。 
 ２ 異なる立場（自分たちの思い、地域の人

の思い）を示したベン図を用意する。  
 ３ 共通点や相違点を考えながらベン図に整 
   理する。 

●アンケート調査で情報を収集する 
 １ 調査の目的や調査の対象を誰にするのか

を明確にする。 
 ２ 短く、分かりやすい質問文にする。 
 ３ 短時間で回答できるよう質問傾向を多く 

   しない。 

 ４ 単純な質問から意見を問う質問に移って 

いくようにする。 

●集めた多量の情報をコンピュータフォルダに
蓄積する 

 １ 調査内容に応じてコンピュータにフォル
ダをつくる。 

 ２ 集めた情報をフォルダに整理して保存す
る。 

 ３ 作成したフォルダを共有し合えるように
する。 

 

●パンフレットでまとめ・表現する 
 １ 伝えたい内容に「見出し」を付けて、カー 

   ドで整理する。 
 ２ 「見出し」を並べてパンフレットに載せ 

    る順序を決める。 
 ３ 文章と図や表、写真とのバランスを考え 

   る。 
 ４ レイアウトに従って文章や図表を貼り付 

   けまとめる。 

●保護者や地域住民などに報告する 
  

１ 発表会に参加される保護者や地域住民に
対して、発表後の感想を述べていただく
よう、事前に依頼する。 

 ２ 各グループの発表を行う。 

 ３ 保護者や地域住民の感想を教師が補足し
たり板書したりしながら整理し、児童生
徒の活動を価値付ける。 

  

■整理・分析における留意点■ 
 ○どのような情報が、どの程度収集されているかを把握すること 
 ○どのような方法で情報の整理・分析を行うのかを決定すること 
 ○整理・分析する活動として、「比較して考える」「分類して考える」「序列化して考える」 

「関連付けして考える」などの思考との関係を意識すること 
 ○国語科や社会科、算数科、家庭科などの教科等との関連を図り、教科等と総合的な学習（探究）

の時間が互いに支え合うように配慮すること 

■まとめ・表現における留意点■ 
 ○情報を再構成し、自分自身の考えや新たな課題を自覚すること 
 ○相手意識や目的意識を明確にすること 
 ○伝えるための具体的な方法を身に付け、内容を明らかにすること 
 ○各教科等で身に付けた表現方法を積極的に活用すること 
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  特別活動の指導について 

特別活動は、学校（教師）の創意や教育的識見を生かし、学校の実態や児童生徒の発達段階及

び特性に応じて弾力的に実施することが期待されている。その活動には、学級（高等学校では

「ホームルーム」、以下「ＨＲ」という。）活動のように学級（ＨＲ）を単位とする集団の活動

と、学級（ＨＲ）・学年の枠を超えた集団によるものとがある。児童（生徒）会活動、クラブ活

動、学校行事は、学級（ＨＲ）・学年の枠を超えた「より大きな」集団活動であり、学級（ＨＲ）

を単位とした集団活動では得られない教育的な効果が期待される実践活動である。しかし、児童

（生徒）会活動、学校行事も学級（ＨＲ）を単位とした活動が基盤となることが多いので、学級

（ＨＲ）活動との関連を十分に図る必要がある。 

   指導に当たっては、集団の各成員が互いに人格を尊重し合い、個人を集団に埋没させることな

く、それぞれの個性を生かし、民主的な手続きによって集団の規律を高めていく質の高い集団に

なるよう、児童生徒とともに努力することが大切である。 

    

 １ 学級（ＨＲ）活動 

学級（ＨＲ）活動は、児童生徒が所属する学級（ＨＲ）において、学級（ＨＲ）や学校の生活

への適応を図るとともに、その充実と向上を図るために、問題点の原因や解決方法を話し合うな

どの具体的な活動を通して展開される児童生徒の自主的、実践的な活動である。児童生徒に集団

や社会の一員としての自覚や人間としての生き方の自覚を深めさせ、自己を生かす能力を養い健

全な生活態度を身に付け、自主的、積極的に学級（ＨＲ）集団の充実と発展に寄与できるように

することが大切である。教師は、教師と児童生徒との信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間

関係に基づく温かい雰囲気の中で、児童生徒の実態や学級（ＨＲ）集団の発達段階を十分把握し、

児童生徒の発想や創意を尊重し、活動のねらいと内容を考えることが大切である。また、教育相

談を行うなど生徒指導の全機能が補充、深化、統合されるように留意し、児童生徒の実践的な態

度を焦らずに育成する構えをもつことが大切である。 

学級（ＨＲ）活動の指導に当たっては、教師の支援の下に児童生徒が作成した活動計画を十分

尊重しながら、学級の実態や課題等を踏まえ、児童生徒の活動の過程や形態等に見通しをもって

指導計画を作成することが大切である。 

また、生徒指導及び進路指導をより一層進めるためには、学校の全職員の協力の下にガイダン

スの機能を充実させることが大切である。 

 

２ 児童（生徒）会活動 

児童（生徒）会活動は、児童生徒が教師の適切な指導の下に、学校生活の充実や向上を目指し

て自発的、自治的な活動を展開する中で、集団に対する所属感や連帯感を育て、自主的、社会的

な生活態度を身に付けるとともに、社会性の一層の充実と児童生徒の個性の伸長を図ることをね

らいとしている。学校外の社会的活動への参加や協力、他校や地域の人々との交流も含め、児童

生徒の希望を反映させ、それぞれの学校が創意を生かし独自の組織をつくり、活動の計画を立て、

人間的な触れ合いを深め、協力し合って望ましい集団活動を行うように指導することが大切であ

る。 

 

 

 

特別活動 
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３ クラブ活動（小学校） 

クラブ活動は、同好の児童が生活を楽しく豊かなものにしようという意図の下に、学級や学年

の所属を離れて、人間的な触れ合いの中で、自発的、自治的に共通の興味・関心を追求する活動

を行うことによって自主性や社会性を養い、個性の伸長を図ることをねらいとしている。教師は、

児童の実態を十分把握し、児童の発想や創意工夫を十分尊重しながら興味・関心を望ましい方向

に伸ばしていくためのよい助言者になることが大切である。 

 

 

４ 学校行事 

学校行事は、学校生活に望ましい秩序と変化をもたらし、学校生活をより豊かで充実したもの

にする多彩な内容をもつ総合的・体験的な活動である。実施に当たっては、行事のねらいを明確

にし、その意義を理解させ、綿密な計画の下に事前及び事後の指導を適切に行い、積極的、実践

的な活動の意欲を育成することが大切である。 

 

 

 

 

 

 

部活動（中学校・高等学校） 

生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化及び科学等に

親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環とし

て、教育課程との関連が図られるよう留意しなければならない。その際、地域や学校の実態に応

じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の

工夫を行う必要がある。 

その他の教育活動 
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□活動の目標を全員でつくり、その目標について全員が共通の理解をもっていること。  

□活動の目標を達成するための方法や手段などを全員で考え、話し合い、それを協力して 

実践できること。  

□全員で役割を分担し、その役割を一人一人が共通理解し、自分の役割や責任を果たすと 

ともに、活動の目標について振り返り、生かすことができること。  

□一人一人の自発的な思いや願いが尊重され、互いの心理的な結び付きが強いこと。  

□成員相互の間に所属感や所属意識、連帯感や連帯意識があること。  

□集団の中で、互いのよさを認め合うことができ、自由な意見交換や相互の関係が促進さ 

れるようになっていること。 

 

  

 

 

 

互いに認め合い切磋琢磨する集団は、全体の生産 

性が上がるだけでなく、一人一人の力も効果的に伸

ばすことができます。集団活動がプラスに作用する

には、「集団としての成果や課題達成」だけでなく、

一人一人の「活動への貢献度」や「集団の中での安

定感」に注目しながら、「集団のまとまり」を高める

指導に努めることが大切です。 

 特別活動とは、様々な集団活動を通して、課題の

発見や解決を行い、よりよい集団や学校生活を目指

して行われる活動です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

課題達成の機能 

生産性 

集団維持の機能 

凝集性（まとまり） 

集 

団 

集団として、どれだけ 

良い成績・成果を残す 

ことができたか 

（成果、課題達成） 

集団として、どれだけ 

まとまることができた 

か 

（集団のまとまり） 

個 

人 

集団にどれだけ貢献す 

ることができたと感じ 

たか  

（活動への貢献） 

集団にどれだけ居やす 

い場になったと感じた 

か 

（集団の中での安定感） 

話し合い活動による学級（ＨＲ）づくり 

集団活動のポイント 

 

 

 

 

○どのようなものか 

・全員が協力して取り組むべき内容を扱う。 

・取り上げる内容は児童生徒が決める。 

・方法などを話し合い、合意形成したことに

基づいて全員で協力してよりよい学級や学

校の生活を築く活動。 

○特徴 

・自治的能力を育てる。合意形成を図る話し

合い活動。 

○主な内容  

・学級（ＨＲ）や学校における生活上の諸問

題の解決、学級（ＨＲ）内の組織づくりや

役割の自覚、学校における多様な集団の生

活の向上。 

※学習指導要領解説（特別活動編）参照 

 

学級（ＨＲ）活動（１） 
学級（ＨＲ）や学校における 

生活づくりへの参画 

 

 

 

 

 

 

 

○どのようなものか 

・学級（ＨＲ）に共通し、個人が努力して解決すべき

内容を扱う。 

・取り上げる内容を教師が決める。 

・解決方法などについて話し合い、意思決定したこと

に基づいて一人一人が努力し、よりよい自分へと成

長しようとする活動。 

○特徴 

・自己指導力を育てる。意思決定をする話し合い活動。 

○（２）の主な内容  

・よりよい人間関係の形成、心身ともに健康で安全な

生活習慣の形成（確立）等。 

○（３）の主な内容  

・現在や将来に希望や目的をもって生きる意欲や態度

の形成、社会参画意識の醸成や働くことの意義の理

解 等。 ※学習指導要領解説（特別活動編）参照 

学級（ＨＲ）活動（２） 
日常の生活や学習への適応と 

自己の成長及び健康安全 

 

学級（ＨＲ）活動（３） 
一人一人のキャリア形成と自己実現 

集団を

育成す

るプロ

セス 

集団活

動の状

況 

よりよい生活と人間関係を築く自主的、実践的な態度の育成 

学級（ＨＲ）活動（小・中・高） 
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 ＰＤＣＡサイクルを 

 意識した適切な振り返 

 りにより、一人一人が 

 有用感、達成感、効力 

 感を味わうことができ 

 るようにします。 

 

 

 

 

 １ 学級（ＨＲ）活動（１）の学習過程 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

話し合い活動を核 

とした生活づくり 

のマネジメント 

事
前
の
活
動 

本
時
の
活
動 

事
後
の
活
動 

問題の確認 
 

共通の課題の設定 
 

指導計画の作成 
 

問題意識を高める 
 

２ 学級（ＨＲ）活動（２）（３）の学習過程 

事
前
の
活
動 

本
時
の
活
動 

事
後
の
活
動 

学級としての共同の問題の選定 
 

議題の決定 
定 

活動計画の作成 
 

問題意識を高める 
 

学習過程を明確にした授業づくり 

 

学級(HR)活動(１)合意形成 
学級(HR)活動(２)(３)意思決定  

生活に関わる 
問題を⾒つける 

 

有用感 
効⼒感 
達成感 

 
振り 
返り 

 

様々な集団活動 
を通して  

学校生活 
学級生活 

題材の設定 

学級（ＨＲ）活動（１）は、ここに示す一連の活動を児童生徒が主体的に行うことによって、自発的、自

治的な学級の生活づくりが展開されることになります。学級（ＨＲ）活動（２）（３）は、学級での話し合い

を通して、個人の目標を意思決定し、各自で実践する児童生徒の主体的、実践的な活動を特質としており、

これらの特質を踏まえた学習過程にすることが大切です。 

問題の発見 
 

振り返り 

決めたことの実践 

・協力や助け合いにより、よりよい 

ものになったという達成感を味わ 

う体験 

・努力が他の児童生徒から認められ 

自己有用感や存在感を感じる体験 

次の課題解決へ 

解決方法等の話し合い 

合意形成 

・話し合って総意を決め、実践する 

ことが大切だと感じる体験 

提案理由の理解 課題の把握 

原因の追及 

解決方法等の話し合い 

個人目標の意思決定 

・児童生徒自身が「この問題は何と 

かしなければならない」と感じる 

体験 

決めたことの実践 

振り返り 

次の課題解決へ 

・努力したことが自分にとってプラ 

スになったと感じる体験 
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 学級（ＨＲ）は、児童生徒にとって学習や学校生活の基盤であり、学級担任の営みは重要である。

学級担任は、学校・学年経営、高等学校・中等教育学校（後期課程）においては、それに加え、課程

や学科などの経営を踏まえて、調和のとれた学級経営の目標を設定し、指導の方向及び内容を学級経

営案として整えるなど、学級経営の全体的な構想を立てるようにする必要がある。 

 

○ 確かな児童生徒理解 

学級経営を行う上で最も重要なことは学級の児童生徒一人一人の実態を把握すること、すな

わち確かな児童生徒理解である。学級担任の日頃のきめ細かい観察を基本に、面接など適切な

方法を用いて、一人一人の児童生徒を客観的かつ総合的に認識することが児童生徒理解の第一

歩である。日頃から、児童生徒の気持ちを理解しようとする学級担任の姿勢は、児童生徒との

信頼関係を築く上で極めて重要であり、愛情をもって接していくことが大切である。 

 

○ 児童生徒相互の好ましい人間関係を育てる学級づくり 

学級は一人一人の児童生徒にとって存在感が実感できる場としてつくりあげることが大切であ

る。すなわち、児童生徒の規範意識を育成するため、必要な場面では、学級担任が毅然とした対

応を行いつつ、相手の身になって考え、相手のよさを見つけようと努める学級、互いに協力し合

い、自分の力を学級全体のために役立てようとする学級をつくること、言い換えれば、児童生徒

相互の好ましい人間関係を育てていく上で、学級の風土を支持的な風土につくり変えていくこと

が大切である。さらに、集団の一員として、一人一人の児童生徒が安心して自分の力を発揮でき

るよう、日頃から、児童生徒に自己存在感や自己決定の場を与え、その時その場で何が正しいか

を判断し、自ら責任をもって行動できる能力を培うことが大切である。 

 

○ 校内や家庭、地域との連携 

学級経営に当たって、学級担任は、校長や副校長、教頭の指導の下、学年団の教師や生徒指導

担当、さらに養護教諭など他の教職員と連携しながら学級経営を進めることが大切であり、開か

れた学級経営の実現を目指す必要がある。また、充実した学級経営を進めるに当たっては、家庭

や地域社会との連携を密にすることが大切である。特に保護者との間で、学級通信や保護者会、

家庭訪問などによる相互の交流を通して、児童生徒理解、児童生徒に対する指導の在り方につい

て共通理解をしておく必要がある。 

学級（ＨＲ）経営 
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※「生徒指導提要」（2022、文部科学省）から 

１ 生徒指導の意義 

生徒指導とは、「児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・

主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のこと」と定義され、生徒指導上の課題に対応す

るために、必要に応じて指導や援助を行うことである。 

生徒指導は、児童生徒が自身を個性的存在として認め、自己に内在しているよさや可能性に自

ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けるこ

とを支える働き（機能）である。したがって、生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な

機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言える。 

 

２ 生徒指導の目的 

生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達

を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的として

いる。 

生徒指導において発達を支えるとは、児童生徒の心理面（自信・自己肯定感等）の発達のみな

らず、学習面（興味・関心・学習意欲等）、社会面（人間関係・集団適応等）、進路面（進路意

識・将来展望等）、健康面（生活習慣・メンタルヘルス等）の発達を含む包括的なものである。 

また、生徒指導の目的を達成するためには、児童生徒一人一人が自己指導能力を身に付けるこ

とが重要である。児童生徒が、深い自己理解に基づき、「何をしたいのか」、「何をするべき

か」、主体的に問題や課題を発見し自己の目標を 

選択・設定して、この目標の達成のため、自発的、 

自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自 

らの行動を決断し、実行する力、すなわち、「自 

己指導能力」を獲得することが目指される。児童 

生徒が自己指導能力を獲得するために、右図の４ 

点が留意する実践上の視点である。 

 

 

３ 「生徒指導提要」等の活用 

この「生徒指導」パートのもととなっている「生徒指導提要」は、生徒指導の実践について、

小学校段階から高等学校段階までの組織的、体系的な生徒指導を進めることができるよう、学校

・教職員向けに取りまとめられたものである。この初任期教員研修ハンドブックでは、生徒指導

の意義や目的等、押さえておくべき点を抜き出しているが、「生徒指導提要」本誌では他に、い

じめ、不登校、インターネット・携帯電話にかかわる問題など、個別の課題に対して詳しく記載

されており、学校現場で活用しやすいものとなっている。加えて、国立教育政策研究所生徒指導

・進路指導研究センターの「これだけは押さえよう！～生徒指導はじめの一歩～」や「生徒指導

リーフ」等の既存の資料も引き続き校内での研修等で効果的に活用することができる。 

また、「いじめ防止対策推進法」（平成 25 年９月 28 日施行）に基づき策定された「岡山県い

じめ問題対策基本方針」が平成 30 年１月に改定された。法の意義を理解し、いじめの防止はも

とより、積極的な認知や組織的な対応等に関する実践力を身に付けなければならない。 

さらに、長期欠席・不登校においては、「岡山型長期欠席・不登校対策スタンダード」等を活

用することにより、該当児童生徒の状態像を把握するとともに、支援対象者リストの作成により、

児童生徒の現状を可視化し、それに基づく支援計画を学校内や関係機関で共有することが有効で

ある。特に、支援を必要とする児童生徒についてはアセスメントシートを作成し、学年間や校種

間で適切に引き継いでいくことが継続した支援につながる。 

生徒指導 

 自己指導能力の獲得に向けての  
 

４  つ  の  視  点  

○ 児童生徒が自己存在感を実感すること 

○ 共感的な人間関係を育成すること 

○ 自己決定の場を提供すること 

○ 安全・安心な風土を児童生徒自らが 

  つくり上げるようにすること 
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 児童生徒の健やかな成長は、全ての大人の願いです。私たち教員も児童生徒のよりよい成長を願い、

日々の関わりを工夫しながら、児童生徒に向き合います。 

 生徒指導では、児童生徒が現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力を獲得

することが重要です。単に児童生徒の問題行動等への対応だけではなく、学校の教育目標を達成する

ために全ての教育活動を通して行われるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の具体的な取組の中には、他のねらいに該当するものもあります。 

 

児童生徒一人一人が個性的な存在として尊

重され、児童生徒自らが安全・安心な風土をつ

くり上げるように支援しましょう。 

他者を傷つける言動やいじめが起こりにく

い環境を同僚とともにつくっていきましょう。 

 

 共感的な人間関係とは、ありのままに自己を

語り、理解し合う人間関係をいいます。教員と

児童生徒、児童生徒同士の間で大切です。 

 

 自分は価値ある存在であると実感すること

です。教員は一人一人の存在を大切に思って関

わりましょう。また、気にかけていることを分

かりやすく伝えましょう。 

児童生徒の健やかな成長を願って 

 

 

児童生徒自身に選択や自己決定ができる場

や機会を多く設けましょう。 

児童生徒が自分で選択したり、決めたりした

ことは頑張ってやり遂げようとします。 

自己存在感を実感する 

「○○さん、おはよう」

と、名前を呼んで挨拶

する。 

どんな発言でも軽視す

ることなく取り上げ

る。 

授業の中で、結果だけ

でなく頑張っていた過

程を認め、褒める。 

休憩時間など一緒にな

って遊ぶ。 

朝の会や帰りの会で互

いのよさを認め合える

活動を取り入れる。 

たどたどしい発言でも

言い終わるまで待つ。 

授業の中で各自の考え

や思いを話し、共に学

び合う機会をつくる。 

自己決定の場を提供する 

学級（ＨＲ）に必要な

係を決める話し合いの

場面を設ける。 

遠足や修学旅行の班行

動の決まりを自分たち

で決め、行動に責任を

もてるようにする。 

一人で考える時間を十

分に設ける。 
自分の考えをみんなの

前で表現する機会をつ

くる。 

自己指導能力の獲得に向けての４つの視点 

係活動など活躍の場を

与え、プラスの評価を

する。 

共感的な人間関係を育む 

自らつくる安全・安心な風土 
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児童生徒一人一人が個性の発見とよさの可能性の伸長を図りながら、多様な社会的資質・能力を獲得

するには、確かな児童生徒理解が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

健康面 

表情の変化、保健室

の利用状況等は？ 

児童生徒理解を深めよう 

性格・行動面 

  遅刻、欠席の状況は？

服装、持ち物に変化はあり

ませんか？ 

学習面 

  得意なこと、不得意な   

こ と は ？ 

環境面 

家族関係や友達関係に

変化はありませんか？ 

  ・ 

 

できるだけ、多面的に児童生

徒を理解した上で、指導・支援の

見通しを立てましょう。また、指

導・支援を通して一層理解を深

めていくことができれば、より

適切な指導・支援につなげるこ

とができます。    

児童生徒が教員に示す態度は

一様ではなく、同じ態度に対す

る教員の理解も様々です。多く

の教員と情報連携することによ

り、児童生徒理解を深めましょ

う。  

 

 

児童生徒の外面だけでなく、内面を多くの視点・方法で理解しよう。 

児童生徒一人一人を見つめよう 

○児童生徒同士の会話や行

動・態度・表情に変化はあ

りませんか。日記、作文、

生活ノートに書かれてい

る内容や表現はどうでし

ょうか。気になることがあ

れば、面接相談でゆっくり

話をしてみましょう。 

○アンケート調査や心理検

査等を活用することで、一

人一人の理解を深め、指

導・支援の手がかりを得る

こともできます。 

○発達についての一般的傾

向や特徴を踏まえた理解

も必要です。 

内面から理解する 

4 

所属する集団への満足度は、児童生徒一人一人の学校への

適応感や学習意欲と結び付いています。集団の状態を理解し、

個と集団の関係を理解することが、より確かな児童生徒理解

につながります。 

 

【心理検査の活用について】 

 児童生徒一人一人や集団の状態を理解するためには、Ｑ-Ｕ

等の市販の心理検査が活用できますが、心理検査はあくまで

も児童生徒理解の一つの材料に過ぎません。日頃の教員によ

る児童生徒理解と検査結果とを照らし合わせた上で、個々の

児童生徒や学級（ＨＲ）に何が起きているかを分析し、学級（Ｈ

Ｒ）の経営方針や具体的な指導の改善に生かしましょう。心理

検査を定期的、継続的に活用して、児童生徒一人一人や集団の

理解を深めましょう。 

集団についての理解 

外面から理解する 

指導・支援との連携を図る 
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 学校では、学級（ＨＲ）、授業、クラブ活動、部活動、児童（生徒）会活動など、集団を単位と

して教育が行われます。集団指導と個別指導は別々のものではなく、集団に支えられて個が育ち、

個の成長が集団を発展させるという相互作用によって、児童生徒は社会で自立するために必要な力

を身に付けていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の生活の場である学級（ＨＲ）が一人一人の安心や成長を保障する望ましい集団となる

ためには、教員の適切な働きかけが必要です。学級（ＨＲ）集団は、成熟するだけではなく、退行し

てしまうこともあります。集団の成熟に合わせて教員が関わり方を変え、集団のさらなる成熟を促

すことが大切です。集団が成熟する中で、個の成長が促進されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【混沌・緊張期】 
・児童生徒同士に交流が少 
なく、学級（ＨＲ）のルー 
ルも定着していない。 

・一人一人がバラバラ。 
・集団への帰属意識が低 
い。 

 
 
 
 

 
教示的な関わり 
ルールの設定  

① 児童生徒の願いを取り
入れた「理想の学級（Ｈ
Ｒ）」の状態を確認し、
学級（ＨＲ）目標を設定
し合意する。 

② 学級（ＨＲ）目標を達成
するためにみんなで守
るルールを設定する。 

③ 教員もルールを守るこ
とを約束する。 

④ ルールの具体的なイ
メージがもてるように
説明する。 

⑤ 人と関わる上で最低限
のマナーとなる社会的
スキルについて指導す
る。 

【中集団成立期】 
・学級（ＨＲ）のルールが 
 かなり定着する。 
・小集団同士のぶつかり合 
 い後の安定状態。  
・複数の小集団が連携でき、 

学級(ＨＲ)の半数の児童 
生徒が一緒に行動できる。 

 
 
 

参加的な関わり 
ルール内在化・習慣化 

① 再度、どのような学級
（ＨＲ）集団をめざすの
かをみんなで話し合い、
必要なルールを再設定
し、確認する。 

② 活動前には目標・役割分
担・活動の流れをみんな
で確認する。 

③ 教員は学級（ＨＲ）の
「目標の表明」「ルール
の対応」「日々の行動」
に一貫性をもたせる。 

④ 学級（ＨＲ）に貢献でき
た・必要とされたという
喜びを体験できるように
する。 

⑤ 人との関わり方や、集団
参加を良好に維持するた
めの社会的スキルについ
て指導する。 

【全体集団成立期】  
【自治的集団成立期】 

・学級(ＨＲ)のルールが 
 児童生徒に内在化され、
一定の規則正しい全体 

 生活や行動が温和な雰 
 囲気の中で展開される。 
・児童生徒は自他の成長 
 のために協力できる。 
 
 
 

 
委任的な関わり 
児童生徒相互の 

親和的な人間関係 
① 教員のリーダーシップ 

を「参加的」から「委 
任的」へ柔軟に切り替 
える。 

② 指導する際にも、児童 
生徒の主体性を尊重す 
る。 

③ 個人へのサポートは適 
切にさりげなく行う。 

④ 適切なタイミングで児 
童生徒の意欲の喚起・ 
維持を行う。 

⑤ リーダーを支えながら 
学級（ＨＲ）内の世論 
を建設的な方向に向け 
る。 

【小集団成立期】 
・学級（ＨＲ）のルールが 
  意識され始める。 
・児童生徒同士の交流も活 
  性化するが、その広がり 
  は気心の知れた４～６人 
  の小集団内に留まる。 
 
 
 

 
説得的な関わり 
ルールの定着 

① 教員もルールを守ってい
る姿を児童生徒に見せ
る。 

② ルールを守っている児童
生徒を積極的に褒め、そ
のような行動を奨励して
いく。 

③ ルール違反には、適切に
確実に対応する。 

④ 生活班や係活動などを積
極的に活用し、ルールの
定着を図る。 

⑤ 行動に対するプラス評価
は周りから、マイナス評
価は本人から言わせるよ
うにする。 

⑥ 集団参加する上で最低限
のマナーとなる社会的ス
キルについて指導する。 

集団を育てる 

社会の一員としての 
自覚と責任の育成 

児童生徒は集団での活動を通して、 

社会の一員として生活を営む上で必
要なルールやマナーを体験的に習得 

していきます。 

 

【支援のポイント】 

○ルールやモラルの意義について考 

 える機会を設定する。 

○正義感や公正さを重んじる心、自 

 律・自制の心などの大切さについて 

 理解する機会をつくる。 

他者との協調性の育成 
集団の目標達成に 

貢献する態度の育成 

児童生徒は集団での活動を通して、 
他人を理解するとともに、自分の感情 
や行動をコントロールできるように
なり、協調性が育まれていきます。 
 

【支援のポイント】 

○児童生徒全員が活躍できる場と機
会を設定する。 

○互いが支え合う集団活動における 
 個々の役割の意義を説明し、役割分
担を行う。 

児童生徒は集団での活動を通して、 

所属感、帰属感を高め、集団に貢献す 

る態度が育まれていきます。 

 

【支援のポイント】 

○集団の中で、児童生徒一人一人の個 

 性や特性を生かすことを重視する。 

○集団の目標設定に児童生徒も参画
するように配慮する。 

学級（ＨＲ）集団をつくる 

集団指導における教育的意義 

絆 
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○保護者から離れられない。 

○友達関係や遊びが変化する。 

○何事も投げやりになる。   

○集団から孤立するようになる。 

○不登校傾向を示す。      

○万引きなど非行傾向を示す。 

 

 

 

 

○管理職や学年主任に報告・相談しま

しょう。また、生徒指導・教育相談

係や先輩教員などにも相談し、様々

な見方や対応について助言や援助

を受けましょう。 

○養護教諭やスクールカウンセラー

などと連携を図るとともに、状態に

よっては、外部機関との連携も視野

に入れて相談しましょう。 

 

 

                                 

 心に不安や緊張などがたまると、心はバランスを保とうとし、それが「身体面」「精神面」「行動面」

にサインとなって現れることがあります。しかし、児童生徒自身は気付いていなかったり、気付いて

いても、なかなか自分からは言い出せなかったりします。教師はこのようなサインをキャッチして、

早めの支援ができるように、日頃の関わりを大切にしましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

適応上の問題や心理面の問題がある児童生徒との関わりは？  

 

 

○頭痛、腹痛、下痢、吐き気など体調不良になる。 

○食欲不振や不眠などになる。 

 

 

○チックや頻尿、爪かみ、抜毛などが本人の意思とは無関

係に起こる。 

○やせているのに、太っていると思うようになる。（極端

に食べなくなる） 

○特定の遊びに没頭し、現実の世界から逃避する。 

○抑うつ的になる。（無口になる 遊ばなくなる 表情が

乏しくなる） 

○情緒が不安定になる。（怒りっぽくなる メソメソする） 

 

一人で悩まない 

 

 

 

○児童生徒の「心」や「気持ち」を理解するように声をかけましょう。 

 ・「最近どう？」などと話しかけ、話しやすい雰囲気をつくりましょう。  

 ・児童生徒の行動には必ず理由があります。そうせざるを得ない児童生徒の気持ちを察してみましょう。

（共感的理解） 

○教員が気にかけていることを分かりやすく伝えましょう。 

・「最近、元気がないように見えるけど。心配だな。」（I メッセージ） 

○学校での様子や家庭での様子など、保護者との情報交換を行いましょう。 

このようなサインに気付いたら・・・ 

 

 

 

そっとしておくのではなく、適切な登校アプローチ（登校

刺激）をします。しかし、性急な指導が逆に問題を深刻化さ

せることもあるので、児童生徒の様子を見極めながら対応し

ます。  

「学校に行こうよ」などの働きかけをした際に、児童生徒

が家庭でどのような反応を見せたかなど、家庭とよく連絡を

取り合います。児童生徒がパニックになるような行動を見せ

た場合、それ以上の登校刺激は避けます。 

 

身体面に現れると・・・ 

精神面に現れると・・・ 

行動面に現れると・・・ 

児童生徒が休み始めたら・・・ 

児童生徒が休む理由は様々で、同じ対応はありません。児童

生徒を理解した上で関わることが大切です。現在の様子や心

身の健康状態などを多面的・多角的に情報収集し、アセスメ

ントを継続しながら支援方針を考えます。本人や家族と関わ

る際には、気持ちや願い、必要な支援、得意なことや興味・

関心を知り、安心感が伝わる対応を心がけましょう。 
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授業の中での生徒指導とは 

授業を成立させる 

ための生徒指導 

授業に内在化した 

生徒指導 

二つの側面 

教科指導と生徒指導を相互に関連付けることで、主体的・対話的・深い学びにつながるだけではなく、

個性を伸ばし、社会的資質や行動力を高めます。 

学習指導要領の改訂により、解説の総則編「生徒指導の充実」の中で、生徒指導を「学習指導と関連

付けながら」充実させることが強調されています。 

授業の中での生徒指導  

○ 授業の中での生徒指導とは、授業規律を徹底す 

ることだけではありません。授業の中でよりよい 

人間関係を築いたり、主体的に学習する子供を育 

てたりすることも大切です。 

○ 左図にある授業の中での生徒指導の二つの側面 

 の両方を充実させることが、生徒指導のねらいで 

ある自己指導能力の獲得につながります。 

○ 「授業を成立させるための生徒指導」の充実に 

 は、学習規律を確実に定め、それを徹底していく 

 ことが重要です。（Ｐ.14【学習指導】「生活規律 

 ・学習規律」「学習規律の徹底に向けて」参照） 

○ 「授業に内在化した生徒指導」を充実させるた 

 めには、授業の中に児童生徒が自己指導能力を獲 

得するための４つの視点を意識した働きかけを 

意図的に取り入れることが重要です。 

 

①「児童生徒が自己存在感を実感すること」 

②「共感的な人間関係を育成すること」 

③「自己決定の場を提供すること」 

④「安全・安心な風土を児童生徒自らがつくり

上げるようにすること」 

自己指導能力の獲得に向けての４つの視点 

授業の中での生徒指導とは、 

何か新しく特別なことをするわけではありません。 

 例えば、『グループで考えを共有する場⾯』 

教科指導 

の視点で⾒ると 
 

対話的な学びの実現
に向けた活動 

＜目指す子供の姿＞ 

 自己の考えを広げ 
 深める 

生徒指導 

の視点で⾒ると 
 

 共感的な人間関係を  

 育む場 

＜目指す子供の姿＞ 

  互いの考えを肯定 

  的に認め合い、尊 

  重する 
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教員が課題を克服し成長を続けるためには、自律的にキャリア形成をすること、すなわち、現在

の自分を出発点とし、目標を設定しながらその実現に向けて将来を設計することが重要です。 

 

 

 

 

県総合教育センターが実施する経験年数別研修講座におい

ては、教職人生全体を通じた目指す教員像やそれに近づく過

程をキャリアデザインとして描く「自己成長のマネジメント」

の時間を設定しています。「学び続ける教員のためのキャリア

デザインノート」を活用し、キャリアステージごとに求める

資質能力に対して、今の自分の姿を知り、目指す教員像に近

づくための計画や実践の振り返り等をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  岡山県の教員として求められている資質能力や、様々なキャリアを知る 

２ 「自己成長のマネジメント」  今の自分の姿を知る（これまでの成果の確認、現状分析） 

キャリアデザインノートの活用の手順 

キャリアデザインする力 

①  教員としてキャリアステ

ージごとに求められている

資質能力や研修計画を知る。 

② 教員としてどのようなキャ

リアがあるのかを知る。 

 

 

 

③ 教員としてのキャリアの例

を見る。 

 

 

①  これまでの自分の歩みや現状 

 を知ることで(ア)の今の姿を知 

 る。 

② (ア)を知るために、３年間 

 の自分の歩みを振り返る。 

③ (ア)を知るために、各項目 

 の５段階評価、評価した日付、 

 平均点を記入する。 

(ｱ) 

キャリアデザイン（自己成長のマネジメント） 

※「学び続ける教員のためのキャリアデザインノート」は、県総合教育センターＷｅｂページからダウンロードす

ることができます。 https://www.pref.okayama.jp/page/672071.html#note 
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(イ) 

①  自分の「夢」として目指す理想の教員像を

(イ)に記述する。（夢（目指す教員像）） 

②  各キャリアステージになったとき、そのキャ

リアステージの間に実現したい教員像につい

て(ウ）に記述する（○○教員になったときに

実現したい教員像）。また、(ウ)を実現するた

めの具体的な手立てを(エ）に記述する。（実現

するための手立て） 

３ 「自己成長のマネジメント」   自分の「夢」と、その実現に向けた方向性を描く 

 自己マネジメントシートの目指す教員像に迫る

ための具体的な取組を考える。 

(ウ)  

 

  (エ) 

④ ③で評価した平均点を転記するとと 

 もに、数値をレーダーチャートで可視化

する。 

 

 
 

⑤ ②～④までを総合的に見つめ、今の 

 自分を強みと弱みに分けて記述し、分 

 析する。 

 

 

５ 「自己成長のマネジメント」    具体的な取組に基づき実践する 

 

 

①  取組を定期的(中間期や年度末等)に  

 振り返り自己評価する。 

② 取組に対する成果と課題を確認し、 

 新たな取組を考える。 

４ 「自己成長のマネジメント」   「夢」に迫るための具体的な取組を考える 

 

 

 



■校内の教育の情報化推進の概要

教育の情報化 （ＩＣＴを用いた指導法）

■学習指導要領の趣旨の実現に向けた教育の情報化の推進

学習指導要領等には、教育の情報化の果たす役割の重要性が示されています。その中で基本となる

主な項目を下記のA～Hにまとめました。これらを単独で取り入れるのではなく、学習指導要領の趣旨の

実現に向けた授業改善と合わせて取り組んでいくことが大切です。

情報教育
教科等の指導に
おけるICT活用 校務の情報化

情報活用能力の育成 校務の改善による

効率化と教育の質の向上

ICTを活用した

分かりやすい授業の実現情報活用能力の観点
・情報活用の実践力
・情報の科学的な理解
・情報社会に参画する態度

基本的な操作 プログラミング

情報モラル 情報セキュリティ 統計

校務支援システムの活用

校務用端末の活用

書類の電子化

遠隔・動画技術の活用

教師が使うICT

児童生徒が使うICT

特別支援教育の観点

教員の情報教育・

ICT活用指導力向上
学校のICT環境整備

教育情報

セキュリティの確保

特別支援教育における教育の情報化

【教育の情報化を支える基盤】

【教育の情報化の三つの側面】

「教育の情報化」については、学習指導要領を補完する資料として「教育の情報化の手引-追補版-（令

和2年 文科省）」にまとめられています。教育の情報化の推進には三つの側面をバランス良く推進し、それ

を支える基盤を充実させることが必要です。

情報活用能力は学習の基盤としての資質・能力
・学習指導要領の総則に記載されています。情報活用能力の育成の視点を意識した授業づくりが大切です。

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
・ICT活用が授業改善を下支えします。教師が使う場面と児童生徒が使う場面で、活用の視点に違いがあります。

児童生徒のICT活用の充実
・児童生徒の１人１台端末の日常的な活用の充実を図ります。個別学習や協働学習等様々な学習場面が考えられます。

教師によるICT活用の充実
・学習内容を分かりやすく伝えるためのICT活用が基本です。視覚的な情報を効果的に活用して説明します。

文字入力等の情報手段の基本的な操作と学習スキルの習得
・情報活用能力の体系的な指導を実践することが必要です。学習過程の充実と主体的な学習活動を目指します。

プログラミング教育の推進
・小学校プログラミング教育の必修化への対応と、中高のプログラミング教育の充実を目指します。

推進体制の工夫とICT環境整備
・校内の推進を充実させるためには組織的な取組と、校内研修等による教員のICT活用指導力の向上が重要です。

特別支援教育の観点におけるICT活用
・個々の特性や状況に応じて、テクノロジーを学習や生活を支援するためのツールとして活用します。

Ａ

B

C

D

E

F

H

G

-32-



大型提示装置に動画コンテン
ツを提示することで、学習課題
を効果的に提示・説明できま
す。デジタル教科書の活用も
増えています。

活用場面に応じたＩＣＴの効果的な活用

一斉学習

児童生徒の視線の集中
説明・指示の徹底
興味・関心の高揚
内容の理解と知識の定着
特別支援教育の観点

■ 児童・生徒の考える活動を充実させ、主体的・対話的で深い学びを実現できます。

個別学習 協働学習情報活用能力
の育成の視点

個別に考えた意見や成
果物を持ち寄り、学びの
過程を交流することによ
り、対話的な学習の実現
が期待できます。

１人1台の端末環境で
は、個々の課題や学び
のペースに合わせた、
主体的な学習の実現
が期待できます。

教師が積極的にＩＣＴ
を活用すると、児童や
生徒も効果的な活用
が身に付き、発表など
伝える活動が充実し
ます。

多くの情報の中から必要な情報
だけを焦点化して提示すること
により、児童・生徒の注目を引き、
より分かりやすい説明が実現で
きます。

必要な情報だけ大きく映す

学習活動の明確な指示

個に応じた学習

個々のペースに合わせた学習

児童生徒が主体的に
学習活動を進めるた
めには、教師の明確
な指示が必要です。

児童・生徒が発表する

協働での意見の整理

グループで考えを共有

視覚的な情報を使って説明

実物投影機でグラフのみを拡大提示

発表資料を大きく映す

動画コンテンツの活用

大画面で教材提示

■ 知的好奇心を高め、学習活動を支援するツールとして活用できます。
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道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、自己の生

き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基

盤となる道徳性を養うことである。 

道徳教育を進めるに当たっては、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他

社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育んで

きた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、平和で民主的な国家及び社会の

形成者として、公共の精神を尊び、社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と

発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留

意しなければならない。 

 

 

 

 

 道徳教育の目標を達成するためには、全教育活動を通じて一貫した指導を行っていく必要があり、

児童生徒の発達段階を踏まえた指導をすることが大切である。 

 各学校においては、校長の方針の下、道徳教育の推進を主に担当する教師（小・中・高等学校で

は「道徳教育推進教師」）を中心に、諸計画を全教師で作成し、全教師の共通理解の下で道徳教育

を推進する、家庭や地域との連携を深める等、協力して道徳教育を展開する体制の整備が必要であ

る。 

 指導に当たっては、道徳教育の全体計画と要となる「特別の教科 道徳」（以下「道徳科」とい

う）の年間指導計画を作成しなければならない。また、学級においては、道徳教育の全体計画を学

級段階で具体化し、児童生徒や学級の実態に応じ、教師の個性を生かした道徳教育を展開する指針

となる指導計画が必要である。 

幼稚園・こども園においては、友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分か

り、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するよう

になるという道徳性の芽生えを考慮して指導を行うことが大切である。 

小・中学校においては、全教育活動における道徳教育と、道徳科の特質を生かした計画的・発展

的な指導とが、十分な関連をもって機能するようにしなければならない。道徳教育を進めるに当た

っては、学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに、豊かな体験を充実することや、道徳教

育の指導内容が、児童生徒の日常生活に生かされるようにすることに配慮することが必要である。

その際、いじめの防止や安全の確保等にも資することとなるよう留意することが大切である。 

 高等学校においては、生徒が自己探求と自己実現に努め、国家・社会の一員としての自覚に基づ

いて行為しうる発達段階にあることを考慮し、人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教

育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図るものとする。また、各教科に属する科目、総

合的な探究の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行うことが大切である。 

 なお、道徳教育に家庭や地域社会の果たす役割の重要性から、道徳教育を進めるに当たっては、

全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を公表したり、道徳科の授業を公開したり、授業や

地域教材の開発や活用などに、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど、家庭

や地域社会との共通理解を深め、相互の連携を図るよう配慮する必要がある。 

道徳教育の目指すもの 

学校の教育活動全体を通しての道徳教育 

道徳教育 
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１ 道徳科の指導のねらい 

 道徳教育の要としての道徳科の時間は、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、

道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（中学校：「広い視野から」を挿入）

多面的・多角的に考え、自己の（中学校：「人間としての」に置換）生き方についての考えを深

める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることを目標としている。 

 

２ 学習指導過程 

道徳科の時間の学習指導過程とは、ねらいに含まれる道徳的価値について、児童生徒が道徳的

価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方につい

ての考えを深めることができるようにするための教師の指導と児童生徒の学習の手順を示すも

のである。一般的には、学習指導過程を導入、展開、終末の各段階に区分し、児童生徒の学習活

動、主な発問と予想される児童生徒の発言、指導上の留意点、指導の方法、評価の観点などを指

導の流れに即して記述することが多い。  

 また、導入、展開、終末の各段階を設定することを基本とするが、いたずらに固定化、形式化

することなく、それぞれの学級の実態、指導の内容や意図、教材の特質、他の教育活動との関連

などに応じて弾力的に扱うなどの各段階での多様な工夫をすることが望ましい。 

 導入は、主題に対する児童生徒の興味や関心を高め、ねらいの根底にある道徳的価値の理解を

基に自己を見つめる動機付けを図る段階であると言われる。 

 具体的には、本時の主題に関わる問題意識をもたせる導入、教材の内容に興味や関心をもたせ

る導入などが考えられる。 

展開は、ねらいを達成するための中心となる段階であり、中心的な教材によって、児童生徒一

人一人が、ねらいの根底にある道徳的価値の理解を基に、自己を見つめる段階であると言われる。   

具体的には、児童生徒の実態と教材の特質を押さえた発問などをしながら進めていく。そこで

は、教材に描かれている道徳的価値に対する児童生徒一人一人の感じ方や考え方を生かしたり、

物事を多面的・多角的に考えたり、児童生徒が自分との関わりで道徳的価値を理解したり、自己

を見つめるなどの学習が深まるように留意する。児童生徒がどのような問題意識をもち、どのよ

うなことを中心にして自分との関わりで考えを深めていくのかについて主題が明瞭となった学

習を心掛ける。中学校では、問題解決的な学習や体験的な活動を取り入れる場合には、生徒と教

師、生徒相互の対話の深まり、議論の深まりが、生徒の見方や考え方の高まりを促すことから、

課題に応じた活発な対話や議論が可能になるよう工夫することが求められる。 

終末は、ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり、道徳的価値を実現

することのよさや難しさなどを確認したりして、今後の発展につなぐ段階であると言われる。こ

の段階では、学習を通して考えたことや新たに分かったことを確かめたり、学んだことを更に深

く心にとどめたり、これからへの思いや課題について考えたりする学習活動などが考えられる。

中学校では特に、生徒一人一人が、自らの道徳的な成長や明日への課題などを実感でき確かめる

ことができるような工夫が求められる。 

  

３ 道徳科に生かす指導方法の意義と工夫 

道徳科に生かす指導方法には多様なものがある。ねらいを達成するには、児童生徒の感性や知

的な興味などに訴え、児童生徒が問題意識をもち、主体的に考え、話し合うことができるように、

ねらい、児童生徒の実態、教材や学習指導過程などに応じて、最も適切な指導方法を選択し、工

道徳科の指導（小・中学校） 



- 36 - 

 

夫して生かしていくことが必要である。そのためには、教師自らが多様な指導方法を理解したり、

ＩＣＴの活用方法などを身に付けたりしておくとともに、児童生徒の発達の段階などを捉え、指

導方法を吟味した上で生かすことが重要である。指導方法の工夫の例としては、次のようなもの

が挙げられる。 

 

○教材を提示する工夫 

・教師による読み聞かせ（範読）を行う 

・紙芝居、影絵、人形、ペープサートなどを生かして劇のように提示する 

・音声や音楽の効果を生かしたりビデオを活用したりする 

・あえて精選した情報を提示し、想像を膨らませ、思考を深める 

○発問の工夫 

 ・児童生徒の思考を予想し、それに沿った発問をする 

・考える必然性や切実感のある発問、自由な思考を促す発問、物事を多面的・多角的に考え 

る発問などを行う 

・授業のねらいに深く関わる中心的な発問、それを生かすためのその前後の発問を行う 

○話合いの工夫 

・考えを出し合う、まとめる、比較するなどの目的に応じた効果的な話合いを行う 

・座席の配置の工夫、討議形式、ペア対話やグループによる話合いを取り入れる 

・教師が適切な指導・助言を行い、話合いをより効果的にする 

・児童生徒の多様な感じ方や考え方を引き出すことのできる学級の雰囲気をつくる 

○書く活動の工夫 

・学習の個別化を図り、児童生徒の感じ方や考え方を捉え、個別指導を行う 

・一冊のノートなどを活用することによって、児童生徒の学習を継続的に深めていく 

○動作化、役割演技等の表現活動の工夫 

・児童生徒に特定の役割を与えて即興的に演技する役割演技 

・動きや言葉を模倣して理解を深める動作化 

・音楽、所作、その場に応じた身のこなし、表情などで自分の考えを表現する 

・実際の場面の追体験や道徳的行為などをしてみる 

○板書を生かす工夫 

・思考の流れや順序を示すような順接的な板書を行う 

・教師が明確な意図をもって対比的、構造的に示したり、中心部分を浮き立たせたりする 

・教師と児童生徒が共につくっていくような創造的な板書 

○説話の工夫 

     ・教師の体験談や願い、さまざまな事象について所感を語る 

     ・身近な話題や、時事問題、ことわざや格言、心に残る標語などを盛り込んで話す 

     ・地域の自然や伝統文化に関することを盛り込んで話す 

    

   ４ 道徳科の評価 

     道徳科では、「児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し、指導に生

かすよう努める必要がある。ただし、数値などによる評価は行わないものとする。」とされて

いる。評価は、常に指導に生かされ、結果的に児童生徒の成長につながるものでなくてはなら

ない。児童生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実

感できるようにすることが求められる。他者との比較ではなく児童生徒一人一人のもつよい点

や可能性などの多様な側面、進歩の様子などを把握し、年間や学期にわたって児童生徒がどれ

だけ成長したかという視点を大切にすることが重要であるとされている。 



- 37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 外国語活動・外国語科の導入に当たっては、平成28年12月の中央教育審議会「幼稚園、小学校、

中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」

が踏まえられている。 

・成果として、小学校では、平成23年度から高学年において外国語活動が導入され、児童の高い

学習意欲、中学生の外国語教育に対する積極性の向上が認められる。 

・課題として、音声中心で学んだことが中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接続され

ていない、日本語と英語の音声の違いや英語の発音と綴りの関係、文構造の学習において課題

がある、高学年は児童の抽象的な思考力が高まる段階であり、より体系的な学習が求められる

ことなどが挙げられる。 

・現状では、学年が上がるにつれて児童生徒の学習意欲に課題が生じるといった状況や、学校種

間の接続が十分とは言えず、進級や進学をした後に、それまでの学習内容や指導方法などを発

展的に生かすことができないといった状況が見られる。 

 

●今回の改訂では、小学校中学年から外国語活動を導入し、「聞くこと」、「話すこと」を中心

とした活動を通じて外国語に慣れ親しみ、外国語学習への動機付けを高めた上で、高学年から

発達の段階に応じて段階的に文字を「読むこと」、「書くこと」を加えて総合的・系統的に扱

う教科学習を行うとともに、中学校への接続を図ることが重視された。 

 

 

 

１ 外国語活動 

(1) 目標 

   ・より弾力的な指導ができるよう、２学年間を通した目標としている。 

・コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成するため、育成を目指す資質・能力

の三つの柱である「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、

人間性等」のそれぞれに関わる目標を設定している。 

   ・外国語活動の目標を踏まえ、英語では、「聞くこと」、「話すこと［やり取り］」、「話す 

こと［発表］」の三つの領域で目標を設定している。 

(2) 内容構成 

    中学年の外国語活動の目標及び英語の目標を実現するため、 

①「知識及び技能」として「英語の特徴等に関する事項」 

②「思考力、判断力、表現力等」として「情報を整理しながら考えなどを形成し、英語で表 

現したり、伝え合ったりすることに関する事項」 

③「知識及び技能」を活用して「思考力、判断力、表現力等」を身に付けるための具体的な 

言語活動、言語の働き等を整理した「言語活動及び言語の働きに関する事項」 

④高学年の外国語科や中・高等学校における指導との接続に留意しながら指導すべき留意点 

 等 

外国語教育（小学校における外国語活動・外国語科） 

外国語活動・外国語科導入の趣旨 

目標及び内容等のポイント 
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   に整理されている。 

(3) 内容 

    高学年の外国語科や中・高等学校における学習内容との接続の観点も踏まえ、次のように設

定されている。 

・「知識及び技能」については、実際に外国語を用いた言語活動を通して、言語や文化につい

て体験的に理解を深め、日本語と外国語との音声の違い等に気付くとともに、外国語の音声

や基本的な表現に慣れ親しませるようにする。 

・「思考力、判断力、表現力等」については、具体的な課題等を設定し、コミュニケーション

を行う目的や場面、状況などに応じて、情報や考えなどを表現することを通して、身近で簡

単な事柄について、外国語で聞いたり話したりして自分の考えや気持ちなどを伝え合う力の

素地を養う。 

 

２ 外国語科 

  (1) 目標 

   ・より弾力的な指導ができるよう、２学年間を通した目標としている。 

・コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するため、育成を目指す資質・能力

の三つの柱である「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、

人間性等」のそれぞれに関わる目標を設定している。 

   ・外国語科の目標を踏まえ、英語では、「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと［やり取

り］」、「話すこと［発表］」、「書くこと」の五つの領域で目標を設定している。 

(2) 内容構成 

    高学年の外国語科の目標及び英語の目標を実現するため、 

①「知識及び技能」として「英語の特徴やきまりに関する事項」 

②「思考力、判断力、表現力等」として「情報を整理しながら考えなどを形成し、英語で表 

現したり、伝え合ったりすることに関する事項」 

③「知識及び技能」を活用して「思考力、判断力、表現力等」を身に付けるための具体的な 

言語活動、言語の働き等を整理した「言語活動及び言語の働きに関する事項」 

④中学年の外国語活動や中・高等学校における指導との接続に留意しながら指導すべき留意 

点等 

に整理されている。 

(3) 内容 

    中学年の外国語活動や中・高等学校における学習内容との接続の観点も踏まえ、次のように

設定されている。 

・「知識及び技能」については、実際に外国語を用いた言語活動を通して、外国語の音声や文

字、語彙、表現、文構造、言語の働きなどについて、日本語と外国語との違いに気付き、こ

れらの知識を理解するとともに、「読むこと」、「書くこと」に慣れ親しみ、「聞くこと」、

「読むこと」、「話すこと」、「書くこと」による実際のコミュニケーションにおいて活用

できる基礎的な技能を身に付けるようにする。 

・「思考力、判断力、表現力等」については、具体的な課題等を設定し、コミュニケーション

を行う目的や場面、状況などに応じて、情報や考えなどを表現することを通して、身近で簡

単な事柄について、外国語で聞いたり話したりするとともに、音声で十分に慣れ親しんだ外

国語の簡単な語句や基本的な表現を推測しながら読んだり、語順を意識しながら書いたりし

て、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができるよう指導する。 
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１ 外国語活動 

・外国語を初めて学習することに配慮し、簡単な語句や基本的な表現を用いながら、友達との関

わりを大切にした体験的な言語活動を行うことが重要である。 

・題材や活動の内容を考える際は、中学年という発達の段階を考慮し、例えば中学年の児童が身

の回りで経験したことのある場面を設定する、中学年の児童にとって身近で簡単な事柄を取り

上げる、活動が単調にならないように注意する、などの工夫を行う必要がある。 

・単に楽しい活動を行うのではなく、ねらいを明確にした言語活動を設定して、児童が使える外

国語を駆使し、様々な相手と互いの思いを伝え合ったり、新たな発見等が得られたりするなど、

コミュニケーションを図ることの楽しさを実際に体験させるようにする。 

・知識のみによって理解を深めるのではなく、異なる文化をもつ人々との交流等、体験を通して

文化等の理解を深めさせるように配慮し、言葉の大切さや豊かさ等に気付かせたり、言語に対

する興味や関心を高めたり、これらを尊重する態度を身に付けさせたりする。 

 

 ２ 外国語科 

・外国語科においては、段階的に文字を「読むこと」、「書くこと」を加え、指導の系統性を確 

 保するとともに、言語能力上の観点から言葉の仕組みの理解（活字体で書かれた文字や単語な

どの認識、日本語と英語の音声の違いやそれぞれの特徴への気付き、語順の違い等の文構造へ

の気付きなど）を促す指導を行う。 

・「推測しながら読む」ことにつながるよう、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な

表現について、音声と文字とを関連付けて指導する。 

・児童がネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材などとのコミュニケーションを通じて、

標準的な英語音声に接し、正確な発音を習得することや、英語で情報や自分の考えを述べると

ともに、相手の発話を聞いて理解するための機会が日常的に確保されることも重要である。 

 

 

 

 

 文部科学省及び独立行政法人教員研修センター作成の外国語活動関連支援教材・教具等には、

次のようなものがある。指導や研修に十分活用することが大切である。 

・「Let’s Try! １、２」、「We Can! １、２」児童用教材、年間指導計画例、学習指導案例 

＊「Let’s Try!」、「We Can!」は教科書ではないが、学習指導要領に則って作成されている。 

・「小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック」 

・「文部科学省 mext チャンネル（研修用動画）」（YouTube） 

・「英語教育推進リーダー中央研修 DVD 教材〔小学校〕」 

・「英語教育推進リーダー中央研修 DVD 教材〔小・中・高〕」 

・「新学習指導要領に対応した外国語活動及び外国語科の授業実践事例映像資料(小学校版)」DVD 

・「新学習指導要領に対応した外国語活動及び外国語科の授業実践事例映像資料２(小学校版)」DVD 

・「新学習指導要領に対応した外国語活動及び外国語科の授業実践事例映像資料３(小学校版)」DVD 

・「えいごネット」英語教育ポータルサイト(（財）英語教育協議会（ELEC）、文部科学省協力） 

 

教材・教具等の活用 

指導上の配慮事項等 
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１ 外国語活動 

外国語活動では、児童が実際に外国語を使ってコミュニケーションを図るという体験を通して 

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を身に付けることをねらいにしているため、学 

習の状況や成果などについては、意欲や態度、進歩の状況などを踏まえて評価する。なお、外国 

語活動の記録に当たっては、設定された観点に照らして、児童の学習状況に顕著な事項がある場 

合にその特徴を記入する等児童にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。 

＊評価の観点及びその趣旨＜小学校 外国語活動の記録＞ 

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 31 年３月 文部科学省）より 

観

点 
知識・技能 思考・判断・表現 

主体的に学習に 

取り組む態度 

趣 

 

旨 

・外国語を通して、言語や文化につ

いて体験的に理解を深めている。 

・日本語と外国語の音声の違い等に

気付いている。 

・外国語の音声や基本的な表現に慣

れ親しんでいる。 

身近で簡単な事柄

について、外国語

で聞いたり話した

りして自分の考え

や気持ちなどを伝

え合っている。 

外国語を通して、言語やその

背景にある文化に対する理解

を深め、相手に配慮しなが

ら、主体的に外国語を用いて

コミュニケーションを図ろう

としている。 

 

２ 外国語科 

評価については、目標及び内容を「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び 

に向かう力、人間性等」の資質・能力の三つの柱で再整理した現行の学習指導要領の下での指導

と評価の一体化を推進する観点から、観点別学習状況の評価の観点についても、これらの資質・

能力に関わる「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の３観

点で行い、評定を行うことになる。 

＊評価の観点及びその趣旨＜小学校 外国語＞ 

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 31 年３月 文部科学省）より 

観

点 
知識・技能 思考・判断・表現 

主体的に学習に 

取り組む態度 

趣 

 

旨 

・外国語の音声や文字、語彙、表

現、文構造、言語の働きなどに

ついて、日本語と外国語との違

いに気付き、これらの知識を理

解している。 

・読むこと、書くことに慣れ親し

んでいる。 

・外国語の音声や文字、語彙、表

現、文構造、言語の働きなどの

知識を、聴くこと、読むこと、

話すこと、書くことによる実際

のコミュニケーションにおいて

活用できる基礎的な技能を身に

付けている。 

・コミュニケーションを行う目的

や場面、状況などに応じて、身

近で簡単な事柄について、聞い

たり話したりして、自分の考え

や気持ちなどを伝え合ってい

る。 

・コミュニケーションを行う目的

や場面、状況などに応じて、音

声で十分慣れ親しんだ外国語の

語彙や基本的な表現を推測しな

がら読んだり、語順を意識しな

がら書いたりして、自分の考え

や気持ちなどを伝え合ってい

る。 

外国語の背景にあ

る文化に対する理

解を深め、他者に

配慮しながら、主

体的に外国語を用

いてコミュニケー

ションを図ろうと

している。 

 

評価について 
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１ インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の充実 

「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的

な機能等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的

の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education 

system」（教育制度一般）から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会

が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。 

  共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念 

が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要がある。 

   

２ 特別支援教育の基本的な考え方と形態 

特別支援教育は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等において、障害のある幼

児児童生徒の自立や社会参加に向けて、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生

活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。特別支援

学校で実施されている教育活動の他、小学校・中学校の特別支援学級、小学校・中学校・高等学校の

通級による指導、通常の学級等で様々な指導形態により行われる。 

特別支援学校は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱（身体虚弱を含む）のうち、

比較的障害の程度が重度であったり、複数の障害を併せ有していたりする幼児児童生徒に対して教育

を行う学校であり、小学部・中学部・高等部を設置している。また、幼稚部を設置している学校や、

就労による社会自立を目指す高等部単独の学校（高等支援学校）もある。 

特別支援学級は、障害が比較的軽度な児童生徒の教育を行うために、小・中学校に置かれている学 

級であり、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学

級がある。 

通級による指導は、小・中学校の通常の学級及び高等学校（平成 30 年度から）に在籍している比較

的障害の程度が軽い児童生徒が、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害の状態に応じた特

別の指導を特別な場で受ける教育形態である。言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、ＬＤ、Ａ

ＤＨＤ、肢体不自由、病弱・身体虚弱を対象にしている。  

また、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に対する指導の充実を図るため、幼

稚園・小学校・中学校及び高等学校等においては、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内

支援体制の整備を進めてきた。具体的な支援の方法等については、個々の実態に応じて「個別の教育

支援計画」「個別の指導計画」を作成するとともに、関係する教員がケース会議や校内委員会で検討

し、さらに全教職員が参加する職員会議等で確認することによって、学校全体での支援を行うことが

大切である。 

 

３ 教育課程 

(1) 特別支援学校の教育課程 

特別支援学校では、幼稚園・小学校・中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害に

よる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために「自立活動」という特別の指導領域

を設けている。また、幼児児童生徒の実態に応じた弾力的な教育課程を編成することができる。 

なお、知的障害のある児童生徒を教育する特別支援学校の各教科の目標や内容は、「特別支援学

校小学部・中学部学習指導要領」第２章第１節第２款及び第２節第２款、「特別支援学校高等部学

習指導要領」第２章第２節第１款に独自に示している。 

 

 

特別支援教育 
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  ○ 自立活動とは 

個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克

服するために必要な知識、技能を養い、人間としての調和のとれた能力の育成を目指している領

域で、健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーシ 

ョンの六つの区分で構成されている。特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領

域であり、授業時間を特設して行う時間における指導を中心とし、各教科等の指導においても、

自立活動と密接な関連を図ることが大切である。また、具体的な指導内容を設定する際には、障

害の状態や発達の程度等を的確に把握し、学習指導要領等に示されている 27 項目の内容の中から

必要な項目を選定し、それらを相互に関連付けることが大切である。 

 

(2) 特別支援学級の教育課程 

特別支援学級での特別の教育課程については、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に

改善・克服することを目的とする自立活動を取り入れること。また、実態に応じた教育課程を編

成する。 

 

 (3) 通級による指導の教育課程 

通級による指導では、特別の教育課程を編成する場合には、小・中学校及び高等学校（平成 30

年度から）の教育課程に加え、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するこ

とを目的とする自立活動の指導を参考とし、具体的な目標や内容を定め、指導を行うものとする。

特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら指導を行うこともで

きる。 

 

 (4) 通常の学級における特別支援教育 

小学校・中学校・高等学校等における通常の学級での教育は、各学校種の学習指導要領に基づ 

   いて行われるため、特別な教育課程を編成することはできないが、授業のユニバーサルデザイン

   化を図る等、特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりを行うことや、自立活動の内容を参考

   にするなど、一人一人の児童生徒の困難さに応じて必要な支援や適切な指導を行うことが求めら

   れている。 

特に本県において「通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくり」とは、 

○ 実態把握（アセスメント）と指導計画 

○ 授業のユニバーサルデザイン 

○ 個別の支援 

○ ＩＣＴの効果的な活用 

の四つのアプローチによる授業改善と考えている。 

  具体的な取組に当たっては、「岡山型学習指導のスタンダード」で授業づくりの基本を押さ

えた上で、「改訂版通常の学級の特別支援教育ガイド」や「授業のユニバーサルデザイン」の

考え方等に基づいて授業改善に取り組むことが大切である。（Ｐ.46「通常の学級における特別

支援教育の観点を取り入れた授業づくり」参照） 

 

 また、小・中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説、高等学校学習指導要領（平成 30 年告

示）解説の各教科編にある指導計画作成上の配慮事項には、次のような記述がある。 

※以下、引用は小学校学習指導要領解説国語編のものである。 

通常の学級においても、発達障害を含む障害のある児童が在籍している可能性があることを前

提に、全ての教科等において、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができる

よう、障害種別の指導の工夫のみならず、各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対

する指導の工夫の意図、手立てを明確にすることが重要である。 
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これを踏まえ、今回の改訂では、障害のある児童などの指導に当たっては、個々の児童によっ

て、見えにくさ、聞こえにくさ、道具の操作の困難さ、移動上の制約、健康面や安全面での制約、

発音のしにくさ、心理的な不安定、人間関係形成の困難さ、読み書きや計算等の困難さ、注意の

集中を持続することが苦手であることなど、学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに

留意し、個々の児童の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを、各教科等において

示している。 

その際、国語科の目標や内容の趣旨、学習活動のねらいを踏まえ、学習内容の変更や学習活動

の代替を容易に行うことがないよう留意するとともに、児童の学習負担や心理面にも配慮する必

要がある。（具体的な配慮事例等については、小・中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説、

高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説の各教科編にある指導計画作成上の配慮事項を参照。） 

 

４ 支援に当たって 

(1) 児童生徒の理解から手立てへ（Ｐ.47「児童生徒の気になる行動についての理解と支援方法」参照） 

 

(2) 基本的な配慮（Ｐ.48、49「全ての児童生徒が安心して生活を送るための教育的支援」参照） 

・ 通常の学級では、学級経営の中に特別支援教育の観点を取り入れて、「児童生徒一人一人が学

びやすい授業づくり」と「温かい学級づくり」を行うことが大切である。全ての児童生徒にと

って安心できる集団の中で、特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりと、必要に応じた個

への支援と適切な指導を組み合わせて行っていく。 

・ 「温かい学級づくり」については、例えば、児童生徒が安心して学習や活動に参加できるよう

にグループ編成や座席の位置などを工夫したり、仲間との遊びに入れるように働き掛けたりし

て、友達との関係がよい方向に広がるようにする。なお、特別な支援を必要とする児童生徒を

意識し過ぎるばかりに、差別感や孤立感等をもたせたり、他の児童生徒に不公平感を抱かせた

りしないよう十分留意する。 

・ 必要に応じた個への支援、適切な指導については、例えば、児童生徒の学習面や生活面での苦

手なことや偏りについて理解するとともに、得意なことや努力していることを見つけるように

する。その上で一人一人の違いを大切にし、個に応じた目標や内容を設定し、具体的な支援を

行うことで、児童生徒が活動に意欲をもったり達成感を味わったりすることができるようにす

る。また、様々な機会を捉えて褒めたり、友達に紹介したりすることを通して自信をもつこと

ができるようにする。    

 

(3) チームとしての対応 

支援を必要とする児童生徒への対応が困難な場合に、学級担任一人では解決の方策が見つけにく

いことが多くある。そのような場合は、特別支援教育コーディネーターの協力を得ながら、個別の

教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用を通して学校全体でいち早く様々な方法が検討される

ように、校内委員会等で話し合いをもつようにし、学級担任を中心としたチームとして対応するこ

とが大切である。また、必要に応じて、特別支援学校や保健、医療、福祉等の関係機関、地域の巡

回相談等との連携を図り、適切な指導を行うことも大切である。 

 

  (4) 保護者との連携 

支援を必要とする児童生徒に気付いた場合は、保護者との情報交換を心掛ける。その大前提とな

るのが、保護者との信頼関係であり、保護者の気持ちを真摯に受け止めて話し合うことである。そ

の際、特別支援教育コーディネーターとの連携協力の下に行うことが大切である。保護者は、その

児童生徒を育ててきた最も身近な理解者であり、当該児童生徒の学習面や行動面での困難さも感じ

取っている。学習面、行動面、対人関係等についての保護者のニーズを十分に聞き取っていくこと

が大切である。 



- 44 - 

 

 

 

５ 個別の教育支援計画、個別の指導計画 

 児童生徒の理解から、次に具体的にどのように支援していくかを検討し、一人一人の教育的ニーズ

 に応じた計画を立てる。それが個別の指導計画の立案である。個別の指導計画は、指導に関わる関係

 者との連携の下に作成するが、ここでの話し合いでは学級担任が有する様々な情報が必要になる。し

 たがって、学級担任の日々の記録やアセスメントが大切となる。また、学校卒業後までの長期的な視

 点に立って、一貫した教育的支援を行うための計画を立てることも必要なことである。それが、個別

 の教育支援計画等の立案である。 

 ○ 個別の教育支援計画とは 

   学校が保護者と共に、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、教育の視点

  から適切に対応していくという考え方の下に、保健、福祉、医療、労働の関係機関との連携を図り

  つつ、学校卒業後までの長期的な視点に立ち、学校間で情報を引き継ぐことで一貫した教育的支援

  を行うために作成するものである。 

  ○ 個別の指導計画とは 

   児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行うことができるよう、学校におけ

る教育課程や指導計画、当該児童生徒の個別の教育支援計画を踏まえて、より具体的に児童生徒一

人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法等を盛り込んだものである。 

 

６ 交流及び共同学習 

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が一緒に参加する活動のことである。相互のふれ合いを

通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同

学習の側面の両方をもつものである。 

交流及び共同学習には、小学校・中学校・高等学校等と特別支援学校との活動、小・中学校等の通

常の学級と特別支援学級との活動、特別支援学校に在籍する児童生徒とその居住する地域の小学校・

中学校・高等学校等の児童生徒との活動など様々な形態があるが、いずれの場合も互いに成果が期待

できるという見通しの下に実施することが必要である。十分な連絡の下に事前の検討を行い、できる

ことから始め、徐々に理解を深めながら、組織的、計画的に継続した交流及び共同学習を実施してい

くことが大切である。 

 

７ 合理的配慮 

(1) 基本的な考え方 

「合理的配慮」とは、障害者の権利に関する条約（以下「権利条約」という。）において、「障 

害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための

必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡

を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。 

平成 28 年４月より施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」においては「不

当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」が禁止されており、行政機関等ごと、分野ごとに

作成された「対応要領」に従い、能力や可能性を最大限発揮できるよう、適切に対応していく必要

がある。 

なお、令和３年に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月１日から合理的配慮の提供が事業

者にも義務化されている。 

 

(2) 合理的配慮に関する留意点 

・ 合理的配慮の合意形成に当たっては、権利条約第 24 条第１項にある、人間の多様性の尊重等の

強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限まで発達させ、自由な社会に効果的
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に参加することを可能とするといった目的に合致するかどうかの観点から検討が行われること

が重要であること。 

・ 合理的配慮は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じ、設置者・学校及び本人・保護

者により、発達の段階を考慮しつつ合意形成を図った上で提供されることが望ましく、その内

容を個別の教育支援計画に明記することが重要であること。 

・ 合理的配慮の合意形成後も、幼児、児童及び生徒一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案

しながら柔軟に見直しができることを共通理解とすることが重要であること。 

・ 合理的配慮は、障害者がその能力を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加

することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであるイ

ンクルーシブ教育システムの理念に照らし、その障害のある幼児、児童及び生徒一人一人が十

分な教育が受けられるために提供できているかという観点から評価することが重要であること。

例えば、個別の教育支援計画や個別の指導計画について、各学校において計画に基づき実行し

た結果を評価して定期的に見直すなど、ＰＤＣＡサイクルを確立させていくことが重要である

こと。 

・ 進学等の移行時においても途切れることのない一貫した支援を提供するため、個別の教育支援

計画の引継ぎ、学校間や関係機関も含めた情報交換等により、合理的配慮の引継ぎを行うこと

が必要であること。 

 

なお、学校教育分野において、障害のある幼児、児童及び生徒の将来的な自立と社会参加を見据え

た障害の早期発見・早期支援の必要性及びインクルーシブ教育システムの理念に鑑み、幼児教育段階

や小学校入学時点において、意思の表明の有無に関わらず、幼児及び児童に対して適切と思われる支

援を検討するため、幼児及び児童の障害の状態等の把握に努めることが望ましい。具体的には、保護

者と連携し、プライバシーにも留意しつつ、地方公共団体が実施する乳幼児健診の結果や就学前の療

育の状況、就学相談の内容を参考とすること、校内委員会において幼児及び児童の支援のニーズ等に

関する実態把握を適切に行うこと等が考えられる。 

 

  ○ インクルーシブ教育システムや合理的配慮等に関する主な参考資料 

    【インクルーシブ教育システム】 

  ・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（2014）Ｗｅｂページ『インクルーシブ教育システム

構築支援データベース（インクルＤＢ）』（http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=13） 

  ・岡山県教育庁特別支援教育課（2021）『インクルーシブ教育システムの推進に向けて～先進的な

取組を行う県内３市の事例紹介～』 

  ・岡山県教育庁特別支援教育課（2023）『改訂版 通常の学級の特別支援教育ガイド』 

・岡山県総合教育センター（2021）『‐これからのインクルーシブ教育を見据えて‐「子供とつな

がる・子供をつなげる」～多様性を認め合う集団づくりを中心に～』 

 

   【合理的配慮】 

 ・岡山県教育庁特別支援教育課（2016）『共生社会の実現に向けた「障害者差別解消法と合理的配

慮」』 

  ・岡山県教育庁教育政策課『岡山県教育委員会における障害を理由とする差別を解消するための職

員対応要領』 
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学習指導力 

個別に学習の展開を

説明 
ヒントカードの 

活用 

                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科学習の充実を目指した指導の工夫が柱となります。「授業のユニバーサル

デザイン」の考え方の「構造化」・「視覚化」・「共有化」・「焦点化」による工夫も

大切に授業づくりを行います。 

一斉授業で可能な限り指導の工夫を行っても、学習に困難を抱え、授業中に活

動ができない児童生徒もいます。その場合、  

①全体の目標に関する配慮（授業の時間内） 

全体の目標を達成するために、 授業内で個別の指導・支援をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②個に特化した指導 

指導の工夫・授業時間内の個別の配慮を行っても、やはり学習に困難のある 

児童生徒の場合には、個に特化した指導も効果的です。 

                     〈例：通級による指導、通常の学級の授業以外での個別指導、特別支援教室等〉 

 

＊ 学級環境の整備  学級の中には、状況理解の難しさ、見通しのなさへの不安、関心のムラ、不注 

意・多動など、学習への参加の時点に困難を抱える児童生徒もいます。場の構

造化や刺激量の調整、ルールの明確化なども大切になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  整頓されたロッカー（場の構造化）  前面がすっきりした教室（刺激量の調整）   発表のルール（ルールの明確化） 

 
 

 

 

 

 

一斉指導の工夫 

個別の支援 

 

 

 

 

支援を必要とする児童生徒たち一人一人の視点に立って必要な環境を整えていきましょう。 

形だけを取り入れることのないように気を付けましょう。 

 

しっかりとした実態把握に基づく個別の配慮が大切です！ 

〈指導・支援例〉 

実態把握（アセスメント）と指導計画 

 

授業のユニバーサルデザイン 

個別の支援 

通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくり 

ＩＣＴの効果的な活用 

全ての 

児童生徒が 

「分かる」

「できる」 

喜びを実感

できる授業 

左記のいずれかの

視点だけでは全て

の児童生徒の「分

かる」「できる」に

はつながりにく

く、これらを融合

させ総合的に取り

組んでいくことが

大切です。 
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 児童生徒一人一人に適切な教育的支援を行う出発点となるのは、児童生徒の様々なサインに対する

担任等の気付きです。気付いたら、次に「いつ」「どこで」「どのようなとき」「どんな問題が起きるか」

を観察し、問題となっているつまずきや困難などの様子、原因を的確に把握することが大切です。 

 児童生徒の気になる行動について、氷山に例えて考えてみましょう。水面上に出てい

る部分、すなわち目に見える部分が気になる行動として現れており、水面下の見えない

部分にその原因があると捉えることができます。私たちは、表面に現れた行動のみに注

目してしまいがちですが、その背景に潜む要因をしっかりと捉え、支援方法を考えて対

応していくことが大切です。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付箋紙を使っ

て連絡帳に書

いた所がすぐ

分かるように

する 

 

児童生徒の気になる行動についての理解と支援方法 

注意集中を持

続させること

の困難さ 

複数の情報を同

時に把握し、総

合化することの

困難さ 

情報を整理し、

適切に収納す

ることの困難

さ 

作業的な短期

記憶の困難さ 

＜氷山に例えると＞ 

気になる行動 

＜忘れ物が多く、何度注意しても改善されない＞ 

 

表に 

現れる姿 

 

考えられる 

要因 

支援方法 

さり気なく注

意が向くよう

に声をかける 

 

忘れてはいけ

ない物を入れ

る場所を決め

る 

プリント用の

ファイルを作

る 

 

大事なプリン

トが他の物に

まぎれてしま

う 

メモしたはず

が、どこに書い

たのか分から

なくなる 

持ち物がたくさ

んあると、一つ

一つのことに気

を配ることがで

きない 

授業中に集中

を維持できず、

必要なことを

聞き逃す 
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☆視覚的な板書やプリント等 

文字で示す。（同時に三つ以上
の内容を含む指示はしない。） 

 

活動の見通しを示します 

 

 

 発達障害の有無に関わらず、児童生徒によっては、口頭での指示や一度に出されるたくさんの指示が

理解しづらいことがあります。また、「頑張れ、やればできる」等の激励や「努力が足りない」等の声

かけ、同じことを何度も説明する等の繰り返しが、かえって逆効果になることもあります。児童生徒の

持ち味を生かしたり、得意な部分を伸ばしたりするような支援により、自己肯定感を育てることも大切

です。 

  

 

 

 

  

 

  。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての児童生徒が安心して生活を送るための教育的支援 

この授業で「何を学習する
のか」ということを視覚的
に示しておくと、目的意識
が明確になり、注意の持続
や集中が期待できます。 

児童生徒が安心して生活できるようにするためのポイント（例） 

☆時間的な見通し、活動の見
通し等を示す。（変更がある時
は、あらかじめ伝える。） 

 

朝の会や帰りの会などで 

☆肯定的な態度で接し、ルー
ルと具体的な方法を教える。 

 

 

休憩時間や放課後などで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚的に示す 見通しを示す 肯定的に関わる 

話をする項目について、順
番と内容を箇条書きにして
示すと、話の内容を理解し
やすくなり、見て確認でき
ることから記憶しやすくも
なります。 

 

１．小テスト 

２．教科書Ｐ.32 

３．ワークシート 

４．グループ 

５．ノート 

６．算数ドリル 

どのような順番で何をする
かを提示しておくと、活動
の切り替えが円滑になり、
自立した準備が期待できま
す。 

これから三つの連絡をし

ます。まず、一つ目は、お

客さまが来られます。 

次に二つ目は、・・・ 

（例）けんかがあった時 

 

・「あなたが怒っている気持

ちはよく分かるよ」 

 

肯定的に接する 

 

・「でも、○○をするのは、

だめです」 

 

いけないことは、 

きちんと伝える 

 

・「今度はどうすればいいか

一緒に考えよう」 

 

 具体的な行動を示す 

 

１．お客さま 

２．身体測定 

３．読書 

   

 

 
 

 
・「一緒に遊びたかったんだ

ね」 

 

・「『仲間に入れて』と言うと、

うまく伝わるよ」 
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掃き掃除が苦手なけんたさん。ほうきをもったけんたさんは、はっきりと見えるゴミなら

サッと掃けるのですが、よく見ないと分からないほこりのようなゴミはうまく見つけること

ができません。ほうきを持っていても、ついつい掃くことなく、遊んでしまうことが多いの

です。そんな時に一緒に掃除をしていた男の子たちが担任の先生に尋ねました。 

「先生、けんたさん、どうして掃かんの？」 

                          

あなたなら、どのように対応しますか？ 

 

担任の先生は、次のように対応しました。 

「あのね、悪気があるのではなくて、小さなゴミを上手に見つけられないのよ。でも、大き

な目に見えるゴミは上手に掃いてくれますよ。」と担任の先生は答えました。   

しばらくすると男の子たちが「けんたさん、こっちにおいで」と声をかけました。声のす

るほうを見ると男の子たちは砂ぼこりを掃き集めて、目に見える大きさのゴミに固めてくれ

ていたのです。「けんたさん、これ掃いて！」にっこり笑ったけんたさんはサッとひと掃き。

それからけんたさんは、小さく掃き集められたゴミを何度も何度も掃いていきました。 

  

      

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□教室を整理整頓し、不必要な物を置かないようにしている。 

□みんなで使う物の置き場所を決め、分かりやすく目印を付けている。 

□児童生徒のロッカーや机の中を整理しやすいように、仕切りや整理かご等を活用している。 

□机の横に（できるだけ）物を掛けないようにし、活動しやすくしている。 

□下校前に、見本となる写真やモデルを参考に全員で机の中や棚の整理整頓をするように習慣付

けている。 

□学習プリント類は、配付時に整理（ノートに貼る・ファイルする）できるようにしている。 

□連絡プリント類は、配付時に連絡袋（ファイル）に入れるように習慣付けている。 

□黒板の周りには、掲示物を貼らずに学習に集中できるようにしている。 

□月・週・１日の予定を掲示し、見通しをもって生活できるようにしている。 

□学習で使用する用具や教材などは、１週間以上の余裕をもって知らせている。 

□忘れ物をした児童生徒に、貸出しができる用具類を用意している。 

□学習しやすい座席配置やグループ編成をしている。 

特別支援教育の観点からみた教室整備のチェックリスト 

ぼくも掃けたよ 
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現在、我が国の社会の様々な領域において構造的な変化が進行している。特に産業や経済の変

容は雇用形態の多様化・流動化にも直結し、子どもたちが将来に不安を感じ、学校での学習に自

分の将来との関係で意義が見いだせずに、学習意欲が低下し、学習習慣が確立していないといっ

た状況も指摘されている。このような中で、一人一人が「生きる力」を身に付け、しっかりとし

た勤労観・職業観を形成・確立し、将来直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対応

する力を高めることが重要な課題となっている。社会的・職業的自立に必要な能力等を育成する

ため、キャリア教育の視点に立ち、社会・職業との関連を重視しつつ、幼児期の教育から高等教

育までの体系的な教育の改善・充実が必要である。 
 

「キャリア」・・・・・人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係 

を見いだしていく連なりや積み重ね 

「キャリア教育」・・・一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通 

して、キャリア発達を促す教育 

「キャリア発達」・・・学校生活や家庭生活、地域生活などの様々な社会の中で、自分の役割を果たしながら、 

自分らしい生き方を実現していく過程 
 
 
 

 

 

キャリア教育は、キャリアが子ども・若者の発達の段階やその発達課題の達成に深く関わりな

がら段階を追って発達していくことを踏まえ、幼児期の教育から高等教育に至るまで体系的に進

めることが必要である。その中心として、「基礎的・汎用的能力」（表１）を、子どもたちに確

実に育成していくことが求められる。また、社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑

な移行に必要な力は、人の生得的な力ではなく、学校教育において育成することができる力であ

り、また、児童生徒にとって夢や希望、目標をもち、それらを具体的に行動に移していくことで

実現を図ることができるような力である。 

 

表１ 「基礎的・汎用的能力」の内容 

人間関係形成・社会形成能力 
多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝える

ことができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他

者と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成することができる力 

自己理解・自己管理能力 

自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との相

互関係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき主体的

に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進んで

学ぼうとする力 

課題対応能力 
仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理

し、解決することができる力 

キャリアプランニング能力 
「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を踏ま

えて「働くこと」を位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択

・活用しながら、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力 

 

 

 

 

 

 

キャリア教育 

キャリア教育の意義 

キャリア教育で育む能力 
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  １ 学校教育活動全体での取組 

キャリア発達には、児童生徒が行う全ての学習活動等が影響するため、キャリア教育は学校

の教育活動全体を通して推進させる必要がある。そのため、学校の教育目標や教育方針等にキ

ャリア教育を適切に位置付け、実践していくことが大切である。教師がキャリア教育の視点で

児童生徒に働きかけることで、各教科や、総合的な学習（探究）の時間、特別活動、学校での

日常生活といったそれぞれの教育活動におけるキャリア教育を展開することができる。さらに、

それぞれの教育活動をつないでいくことは、児童生徒にそれぞれの教育活動の関係に気付かせ

たり、流れの中に位置付けたりすることになり、児童生徒の学びを深めることができる。また、

教育活動全体でのキャリア教育を計画的に実施していくためには、特定の校務分掌や学年担当

の教師だけに任せるのではなく、全教職員で諸活動を体系化し計画的、組織的に取り組むこと

が大切である。 

 

   ２ 発達段階を踏まえた、組織的・系統的な取組 

小・中・高等学校段階においては、児童生徒がそれぞれの発達の段階におけるキャリア発達

上の課題を達成することができるよう、学校の教育活動全体を通じて、社会的・職業的自立に

必要な基盤となる能力・態度の育成に計画的、組織的に取り組むことが必要である。 

さらに、キャリア教育は一人の人間の成長に関わるものであるため、小・中・高等学校の各

学年間の移行や、小学校から中学校、中学校から高等学校などの学校種間の移行には連続性を

保ち、学年間、学校種間の円滑な連携・接続を図り、一貫した取組を行うことが重要である。 
 
  ３ 体験活動等の活用 

職場体験やインターンシップ等の体験活動には、職業や仕事の世界についての具体的・現実

的理解の促進、勤労観・職業観の形成、自己の可能性や適性の理解、自己有用感の獲得、学ぶ

ことの意義の理解と学習意欲の向上等、様々な教育効果が期待される。児童生徒のキャリア発

達を促す体験活動としては、集団宿泊活動、職場体験やインターンシップのほか、職業人講話

・インタビュー、大学等上級学校の見学・聴講、ボランティア活動などがある。体験活動を一

過性の行事に終わらせず、その後の生徒の生活や意識の変容に十分つながるものとするために、

事前に体験活動の意義をしっかり理解させるとともに職業調べと組み合わせたり、事後にまと

めの話し合いや討論会・発表会を行ったりするなど、事前・事後指導の充実や体験活動の質的

向上を図る計画の立案が重要となる。 
 
  ４ 家庭・地域、事業所や外部機関との連携 

キャリア教育を円滑、効果的に推進する上で、家庭・地域、事業所や関係機関等との連携・

協力が不可欠である。キャリア教育の意義を家庭や地域等に幅広く発信し共通理解を図るとと

もに各活動についてそれぞれの立場・役割を認識し、連携・協力して実施していくことが大切

である。また、近年の早期離職や進学後の不適応などの問題に対応するため、卒業後の指導・

援助の在り方も含め、関係諸機関との連携を密にした指導・援助を行うことが大切である。 
 
  ５ キャリア教育の評価・改善 

キャリア教育によって、児童生徒のどのような成長や変容を目指すのかという目標を入学か

ら卒業までを見通して設定し、それらの目標達成の度合いについて評価することが大切である。

児童生徒一人一人の行動観察記録、取組時の感想、児童生徒が取り組んだ課題などをまとめた

ポートフォリオなどを活用しながら評価することが効果的である。 

また、児童生徒に対する評価だけではなく、キャリア教育の指導計画や指導方法、キャリア

教育推進のための組織体制などの点検・評価も大切である。必要に応じて指導の在り方や組織

を見直すなど、評価を改善に生かす姿勢が求められる。 

キャリア教育の推進 
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１ おかやまキャリア・パスポートの定義 

児童生徒が、小学校から高等学校までの諸活動について、特別活動の学級活動を要として、自
らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評
価できるよう学習過程や成果などの記録を計画的にファイル等に蓄積したポートフォリオのこと｡ 

 

２ おかやまキャリア・パスポート活用の目的 

   学校、家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て、学んだことを振り返りながら、新た
な学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き方を考えたりする活動を通して、主体的に学び
に向かう力を育成する。 

 

３ おかやまキャリア・パスポート活用で期待される成果 

・児童生徒が、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりして、自己評価を
行うとともに、主体的に学びに向かう力を育み、自己実現につなぐ。 

・教師は、キャリア・パスポート等の記述をもとに対話的にかかわることによって、児童生徒
の成長を促し、系統的な指導に資する。 

 

４ おかやまキャリア・パスポート活用のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 学習指導要領におけるキャリア・パスポートに関する内容の抜粋 

 

・小・中学校学習指導要領 第１章 総則 第３の１の（４） 
 児童生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を、計画的に 
取り入れるように工夫すること。 

 
・小学校学習指導要領 第６章 特別活動 第２〔学級活動〕３内容の取扱い（２） 

中学校学習指導要領 第５章 特別活動 第２〔学級活動〕３内容の取扱い（２） 
 学校、家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て、学んだことを振り返りながら、
新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き方を考えたりする活動を行うこと。 
その際、児童生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。 

 
 
 

 

おかやまキャリア・パスポート(キャリ・パス) 
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  児童生徒の健康上の課題が多様化している現在、一人一人の児童生徒の健康状態を常に正確に把握し、あらゆ

る教育活動の場で健康と安全に配慮しなければならない。学校保健・学校安全は、常に児童生徒に接し、児童生

徒のことを把握している担任はもちろん、全教職員で校内・校外の連携をとりながら推進していくことが必要で

ある。    

  

○日常における健康観察の流れ(例) 

(健康観察の目的) 健康問題の早期発見・早期対応、感染症や食中毒の感染拡大防止、自己管理能力の育成  

 

 朝の学級での時間       → 学 習 時 → 給食（昼食）時 → 体育的活動時 → 休憩時・放課後 → 帰りの学級での時間  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   視 点 

(1)平常時との相違 

  ※顔色・表情・動

  作等 

(2)児童生徒からの 

  訴え（体調不良・ 

  けが等） 

  ※排便・就寝や朝

  食の様子等 

(3)家庭からの連絡 

※欠席・遅刻との

関連 

 

措 置 

(1)記録・報告 

(2)継続観察 

(3)必要に応じた諸指 

導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   視 点 

(1)朝の学級での 

時間の(1)、(2)

に同じ 

(2)継続観察者の 

様子の確認 

 

措 置 

朝の学級での時間

に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   視 点 

(1)喫食前後の健康

状況 

(2)喫食状況 

(3)偏食の有無と 

   その傾向 

 

措 置 

必要に応じた諸指

導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   視 点 

(1)平常時との相違 

(2)継続観察者の 

運動量 

 

措 置 

(1)見学･運動制限 

(2)継続観察 

(3)必要に応じた 

諸指導 

(4)指導の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   視 点 

(1)平常時との相違 

(2)環境適応状況 

 

措 置 

(1)安全確保 

(2)運動制限 

(3)諸指導 

(4)情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   視 点 

(1)１日の行動・ 

様子の振り返り 

(2)健康観察の反省評

価 

 

措 置 

(1)必要に応じた諸指

導 

(2)情報の整理・集約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
保健室（養護教諭）での措置 

 

 

※児童生徒へは、自分自身で体調を見る等の指導を行う。 

             （自己管理能力の育成） 管理職・保健主事・保護者等への連絡 

 

  
 

○学校保健安全法第９条に「児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握」

することが、定められている。 

○学級担任等により行われる朝の健康観察は特に重要であるが、学校生活全般を通して健康観察を行うこと

は、体調不良のみならず、心理的ストレスや悩み等の心の健康問題の早期発見・早期対応にもつながる。ま

た、健康観察に、体・行動や態度・対人関係に現れるサインの視点を持つことも大切である。 

○健康観察で把握した重要な情報（報告義務のある感染症、体調不良者の増加、心の健康課題と思われるサイ

ン等）は、管理職や保健主事、養護教諭等と共有する必要がある。 

（参考：平成21 年３月文部科学省「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」）  

（参考）教育委員会へ直ちに報告する義務がある場合 

（１）第一種の感染症、麻しん、風しん、結核及び腸管出血性大腸菌感染症（ベロ毒素（＋））が、１名でも発生（疑いを含

む）した場合 

(２)（１）以外の感染症・食中毒が集団発生した場合（疑いを含む） 

健康観察のポイント 

現代的な健康課題 

肥満・痩身、生活習慣の乱れ、メンタルヘルスの問題、アレルギー疾患の増加、性に関する問
題のほか、時代の変化とともに新たに生じる多様な健康課題をいう。 

（平成２９年３月文部科学省「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援」） 

健康課題への対応のためには・・・  その１ 全教職員での健康観察 
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緊急時の対応 

○学校での食物アレルギー対応は、保護者等からの口頭での申し出で対応するのではなく、医師の診断による「学

校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を必須とする。 

○保護者等からアレルギーの申し出があった場合には、管理職、養護教諭・栄養教諭等に報告する。 

○アレルギー症状は、今まで起こったことがなくても学校管理下で初めて起こることがあることを理解し、アレル

ギーの児童生徒がいなくても緊急対応ができるようにしておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 食物アレルギー症状時以外でも、対応は基本的には変わりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～学級担任の役割例～        （平成２７年３月文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」から） 

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態や個別の取組プラン、緊急措置方法等について把握する。 

・個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 

・給食時間は、決められた確認作業（指さし声だし）を確実に行い、誤食を予防する。また楽しい給食時間を過ごせるよう

に配慮する。 

・食物アレルギーを有する児童生徒の給食の喫食や食べ残し状況等を記録し、実態把握に努める。 

・給食時間に教室を離れる場合には、事前に他の教職員に十分な引き継ぎを行う。 

・他の児童生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。 

各校の危機管理マニュアルを確認しましょう。 

★確認★ どの役割を担うかはその時の状況で変わります。 

学級担任をはじめとする教職員等は、校長を中心とした校内委員会等で組織的に決定した児童生徒の支援方法・

対応方法に基づき、それぞれが担うべき役割を適切に実施するとともに、児童生徒の課題の状況を丁寧に把握す

る。児童生徒の状況に何らかの変化が見られれば、速やかに全教職員等で状況を共有するとともに、必要に応じて

支援方針・対応方法の見直しを行う。対応方法の見直しを行う 

（現代的な健康課題対応の例）学校での食物アレルギー対応 

★確認★ 子どもから離れず観察することが重要！ 

状態が急激に悪化することがあります。 

健康課題への対応のためには・・・  その２ 健康課題を有する児童生徒への支援・対応 

食物アレルギー対応のポイント 

★確認★ 心肺蘇生、ＡＥＤの使用ができますか？ 

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライ

ン」（（公財）日本学校保健会 令和元年度改訂） 
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保健教育の目標 

学校における体育・健康に関する指導は、児童生徒の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて

適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること

をねらいとしている。特に健康に関する指導については、児童生徒が身近な生活における健康に関する知識を

身に付けることや、必要な情報を自ら収集し適切な意思決定や行動選択を行い、積極的に健康な生活を実践す

ることができる資質・能力を育成することが大切であることが示されている。 

 その趣旨に基づき、小学校、中学校、高等学校を通じて、学校における保健教育の目標は、生活環境の変化

に伴う新たな健康課題を踏まえつつ、児童生徒が積極的に心身の健康の保持増進を図っていく資質・能力を身

に付け、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培うことである。 

 

○保健教育の位置付けとカリキュラム・マネジメント 

 保健教育は、子どもたちの発育・発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行われる必要が

ある。例えば、体育科保健領域・保健体育科保健分野・保健体育科「科目保健」、特別活動（学級(HR)活動、児

童生徒会活動等）、総合的な学習（探究）の時間はもとより、関連する各教科等においても、それぞれの特性に応

じて行われることも考えられる。また、学習指導要領では、各学校が学校教育に関わる様々な取組を、教育課程

を中心に据えながら組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上を図っていくカリキュラム・マネジメント

を行うことが示されており、保健教育についても、組織的かつ計画的な推進が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○指導の基本的な考え方 

１ 心身の発育・発達等の特性を踏まえる 

２ 保健教育の推進とカリキュラム・マネジメント 

（１）各教科等の特性を生かして横断的な視点で組み立てていく 

（２）学校の全体計画や各種データ等を踏まえて教育課程の評価や改善を図る 

（３）教育課程の実施に必要な人的な体制等を整えて教育効果を高める 

 

（文部科学省 小：H31.3中：R2.3高：R3.3「生きる力を育む保健教育の手引き」から） 

【健康課題（例）】 

・性に関する指導 

・喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育 

・がん教育 

・ネット依存防止教育 

・心の健康教育 等 

健康課題への対応のためには・・・  その３ 児童生徒の健康・安全・食に関する力の育成 

保健教育の体系 

保健教育 

保健体育科 
体育科保健領域、保健体育科保健分野、保健体

育科「科目保健」 

特別活動 
学級（HR）活動、児童生徒会活動、学校行事等 

における保健の指導 

総合的な学習 

(探究)の時間 

保健に関する横断的・総合的な学習 

（福祉・健康） 

その他関連する教科等 

社会科、地理歴史、公民、理科、生活科、技術・家庭科、道徳

日常生活における指導及び子どもの実態に応じた個別指導 
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学校給食と食に関する指導 

 

 

 

１ 学校における食育の推進の必要性 

  食に関する国民の価値観やライフスタイル等の多様化が進み、国民の意識の変化とともに、世帯構造の変化

や様々な生活状況により、健全な食生活を実践することが困難な場合も増えてきている。 

それに伴い、子どもの栄養摂取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、食

物アレルギー等の健康課題が見られるほか、食品の安全性の確保等の食に関わる課題が顕在化している。  

こうした課題に適切に対応するため、児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けること

により、生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を育んでいくための基礎が培われるよう、栄養のバラン

スや規則正しい食生活、食品の安全性などの指導が一層重視されなければならない。また、これら心身の健康

に関する内容に加えて、自然の恩恵・勤労などへの感謝や食文化などについても教科等の内容と関連させた指

導を行うことが効果的である。食に関する指導に当たっては、保健体育科における望ましい生活習慣の育成や、

家庭科における食生活に関する指導など教科の領域で実施する内容と、特別活動における給食の時間を中心と

した指導などを相互に関連させながら、学校教育活動全体として効果的に取り組むことが重要であり、栄養教

諭等の専門性を生かすなど教師間の連携に努めるとともに、学校給食の教育的効果を引き出すよう取り組むこ

とが重要である。 

 

２ 食に関する指導の目標 

  【食に関する指導の目標】 

  学校教育活動全体を通して、学校における食育の推進を図り、食に関わる資質・能力を次のとおり育成 

することを目指す。 

  （知識・技能） 

   食事の重要性や栄養バランス、食文化等についての理解を図り、健康で健全な食生活に関する知識や技能

を身に付けるようにする。 

  （思考力・判断力・表現力等） 

   食生活や食の選択について、正しい知識・情報に基づき、自ら管理したり判断したりできる能力を養う。 

  （学びに向かう力・人間性等） 

   主体的に、自他の健康な食生活を実現しようとし、食や食文化、食料の生産等に関わる人々に対して感謝

する心を育み、食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を養う。 

 

 【食育の視点】 

◇ 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。【食事の重要性】 

◇ 心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を

身に付ける。【心身の健康】 

◇ 正しい知識・情報に基づいて、食品の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付ける。

【食品を選択する能力】 

◇ 食べ物を大事にし、食料の生産等に関わる人々へ感謝する心をもつ。【感謝の心】 

◇ 食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける。【社会性】 

◇ 各地域の産物、食文化や食に関わる歴史等を理解し、尊重する心をもつ。【食文化】 

 

３ 学校における食に関する指導 

  学校における食育は、食に関する指導によって推進される。食に関する指導の基本的な考え方、指導方針等

を明確にし、教職員の共通理解を図り、学校給食を生きた教材として活用しつつ、給食の時間はもとより、各

教科や外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動、自立活動といった学校教育活動全体を通して行われるこ

とが必要である。 
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４ 各教科等における食に関する指導 

〇各教科の特質に応じた食に関する指導と「食育の視点」 

  食に関連する教科等において食に関する指導を行うことで、食育の充実につなげることのみならず、当該教

科の目標がよりよく達成されることを目指す。 

  教科等では、目標や内容、教材や題材、学習活動など様々な面で食に関する指導と関連付けて指導すること

ができる。このことは教科等において食に関する指導を充実させることで、学校としての食育の充実につなが

ることを意味する。 

  一方で、教科等にはそれぞれの目標や内容がある。そのために、それらと食に関する指導の目標や内容とが

必ずしも一致しない場合もあるが、ここでは児童生徒に当該教科等の指導の目標や内容を身に付けさせ、目標

がよりよく達成されることを第一義的に考え、その実現の過程に「食育の視点」（前ページ参照）を位置付け、

意図的に指導することが重要である。 

 

５ 給食の時間に行われる食に関する指導 

  給食時間に行われる指導は「給食指導」と「食に関する指導」に分けることができる。「給食指導」は、給食

の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳方法、食器の並べ方、箸の使い方、食事のマ

ナーなどを体得させる場面である。日々の指導は学級担任等が主に担うが、運営や指導方法については栄養教

諭等と連携し、学校全体で統一した取組を行うことが必要である。 

 また、「食に関する指導」は、学校給食の献立を通じて、食品の産地や栄養的な特徴を学習させたり、教科等

で取り上げられた食品や学習内容を確認したりするなど、献立を教材として用いた指導を行う場面となる。こ

の指導は、栄養教諭等による直接的な指導や資料提供を行う等、連携をとって進めることが大切である。 

(1) 給食指導 

給食指導とは、給食の準備、会食、片付けなどの一連の指導を、実際の活動を通して、毎日繰り返し行う教

育活動である。給食時間の児童生徒の活動や指導方法については、学校全体で系統立てた指導ができるよう取

り組むことが必要である。 

給食の時間における共同作業を通して、責任感や連帯感を養うとともに、学校給食に携わる人々への感謝 

の気持ちなどの豊かな心を育み、好ましい人間関係を育てる時間となる。また、給食時間は学級担任等と児童

生徒が共に食事をする時間であるが、献立を通した具体的な指導場面も多いことから、献立を作成する栄養教

諭等と適切に連携を取って指導することは効果的であり、望ましい食事のとり方の習慣化を図ることができる。 

 

○給食指導における主な指導項目とその内容（例） 

給食指導 指導項目 指   導   内   容 

準 備 

食事環境 

・みんなで楽しく気持ちの良い食事の工夫ができるようにする。 

・正しい手洗いを行い、安全衛生に留意した食事の準備をし、静かに待つ。 

・食事にふさわしい環境を整える。 

当番児童生徒 
・給食当番健康チェック表（学校給食衛生管理基準に基づく）を用意し、体調を把握する。 

・身支度や手洗いなど食事の準備がきちんと清潔にできるようにする。 

運び方 
・重いもの、熱いものへ配慮して、教室まで安全に運ぶようにする。その際、担任は付き添って、

思いやりや責任を持った活動ができるようにする。 

配食 

・一人分の盛り付け量を盛りきる。 

・担任の確認のもと相談し、配食調整する。 

・献立にふさわしい衛生的な盛り付けや、正しい食器の並べ方ができるようにする。 

会 食 

あいさつ 
・献立（主食・主菜・副菜）の確認をし、献立名を知らせる。 

・「いただきます」のあいさつをする。 

会食中 

・食器や箸の持ち方、並べ方、食事中の姿勢などの基本的なマナーを身に付け、楽しい雰囲気の

中で会食できるようにする。 

・落ち着いて食べることができるよう、食べる時間を確保する。 

片付け 片付け方 
・みんなで協力して、手順良く片付けられるようにする。 

・環境や資源に配慮して、学校や地域の分別の決まり事を守り、片付けるようにする。 

 （「食に関する指導の手引－第二次改訂版－」平成31年３月文部科学省から引用） 
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(2) 給食時間における食に関する指導 

  給食時間における食に関する指導は、「食に関する指導」の中心的役割を担うものである。献立を通して食 

品の産地や栄養的な特徴を学ぶことができるほか、郷土食や行事食などの食文化を学校給食で学ぶことにもつ

ながる。さらに、学校給食を活用して教科等で学習したことを確認することもできる。 

  ア 献立を教材とした給食時間における指導 

給食に使用している食品を活用して、食料の生産、流通、消費について理解させたり、献立を活用して食

品の種類や特徴、栄養のバランスのとれた食事などを知らせたりする。ほかにも、季節や地域の行事にちな

んだ行事食を提供するなど、食事という実体験を通して食に関する知識理解、関心を深めることができる。 

イ 教科等と連携した給食の時間における指導 

教科等における食に関する指導と連携し、給食を授業の導入場面としたり、給食の時間に献立を教材と 

して振り返りを行うなど、給食の献立や食品などを教材として教科等で活用したりすることができる。  

栄養教諭等は食に関する指導の全体計画を献立計画に反映させ、学級担任や教科担任は、学校給食を教材 

として活用できるよう、栄養教諭等と連携することが大切である。 

 

６ 学校給食におけるリスクマネジメント 

  学校給食は児童生徒を対象に実施されることから、安全性を担保した上で実施することが重要となる。児童

生徒が給食を食べる際に想定されるリスク要因として、食中毒、異物混入、食物アレルギー、窒息等が考えら

れる。衛生的な環境のもと、児童生徒が楽しく安全に食事ができるよう、学級担任等は事故防止に十分配慮す

る必要がある。学校給食を原因とするリスクについては、校内マニュアル等を整備し、全教職員で共通理解を

図った上で組織的に運用することが事故の未然防止や適切で迅速な対応につながる。 

  

 (1) 食中毒の防止 

  近年は、少ない量の菌数で発症するウイルス性の食中毒が 

季節を問わず発生している。ほかにもノロウイルスに代表さ 

れる「人を介して感染が拡大するおそれのあるウイルス」に 

感染する危険があることから、教室等での給食当番活動等に 

おける衛生管理について注意が必要である。食中毒及び感染 

症の拡大防止策はどちらも共通である。 

 

 (2) 異物混入の防止 

  過去には、毛髪、昆虫、プラスチック片、金属片などの異物混入事案が発生している。調理場での混入だけ

でなく教室等での混入の可能性も想定し、給食当番の身支度を整えることや、配食の際に異物が混入しないよ

う留意するなど、未然に異物混入を防止する手立てを講じることが必要である。 

 

 (3) 食物アレルギー対応 

  学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方は、全ての児童生徒が給食時間を安全に、かつ、楽

しんで過ごせるようにすることである。そのためにも安全性を最優先にすることが不可欠である。 

  学級担任を始め、全教職員は、食物アレルギーを有する児童生徒の視点に立って対応するとともに、食物ア

レルギーやアナフィラキシーについて正しく理解し、リスク管理や緊急対応などを行うことが求められる。 

 

 (4) 窒息事故防止 

  過去には、パンの早食い、白玉団子、うずらの卵、プラムを咀嚼せず 

誤って飲み込んだことによる児童生徒の窒息事故が発生して 

いる。特に水分が少ないものや思いがけず飲み込んでしま 

う可能性がある丸い形状のものは、咽頭部に詰まる危険性が 

高いため十分な注意が必要である。 

   

 

・食べ物は食べやすい大きさにして、よくかんで食べ

るよう指導する。 

・早食いは危険であることを指導する。 

・給食当番健康チェック表を用意し、給食当番の体調

を把握する。 

・身支度や手洗いなど食事の準備が清潔にできるよう

指導する。 

 



- 59 - 

 

 

 学校安全 

学校安全の活動は、安全教育と安全管理から構成されており相互に関連付けて組織的に行うこと
が必要である。 

  安全教育は、学校の教育活動全体を通じて行われるものであり、体育科・保健体育科、技術・家
庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学習（探究）の時
間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うものである。 

安全管理は、事故の要因や危険を早期に発見し、速やかに除去するとともに、万が一、事故等が
発生した場合に、適切な応急手当や安全措置ができるような体制を確立して、児童生徒等の安全の
確保を図るようにすることである。 

学校安全の領域としては、「生活安全（防犯を含む）」「交通安全」「災害安全（防災）」の三
つの領域と、その他の危機事象が挙げられる。 

１ 安全教育の内容と進め方 
  ア 安全教育の目標を実現するため、各学校で児童生徒等に育成を目指す資質・能力等の基本

的な方針を明らかにし、様々な機会における指導を密接に関連付けながら学校安全計画に位
置付ける。 

  イ 朝の会、帰りの会などの短時間での指導や休み時間など、その場における指導及び個に応 
   じた指導にも配慮する。 
  ウ 学校安全計画は、教職員の共通理解を図るとともに、地域の関係機関・団体等を含めた協

力体制を整備し意図的、計画的に推進する必要がある。 
  エ 安全教育の効果を高めるためには、危険予測の演習、視聴覚教材や資料の活用、地域や校 
   内の安全マップづくり、学外の専門家による指導、避難訓練や応急手当等の実習、誘拐や傷 
   害などの犯罪から身を守るため、ロールプレイング等を導入することなど、児童生徒等が安

全上の課題について、自ら考え主体的な行動につながるような工夫が必要である。 
  オ 校内における安全教育と家庭や地域社会における活動等との関連を図る。 

２ 安全管理の内容と進め方 
  ア 生活安全 
   ・施設・設備、器具・用具等の安全点検を行う。  

・学校生活の安全のきまり・約束等の設定を行う。 
・不審者侵入防止の観点から、３段階のチェック体制（①校門、②校門から校舎入口まで、
③校舎入口）を確立し、対策を講じる。など 

 
 

〇床や腰板の状態、くぎやびょうなどの突起物、教室の窓枠・ガラス等の破損、窓からの転落の
危険性、出入り口の扉における危険の有無及び机、戸棚、その他の備品の配置及び机、椅子の
破損の有無、施錠、錠の故障の有無について配慮する。 

〇戸棚、その他の備品については転倒・落下防止のための固定状況に留意する。 
 
イ 交通安全 

   ・安全な通学路の設定、通学路の点検、危険個所の対策などを行う。 
   ・通学に関する安全のきまり・約束等を設定する。 
   ・地域全体で見守る体制の整備等を行い、家庭や地域社会との連携を図る。など 
    ※通学に関しては、誘拐や傷害などの犯罪被害防止という生活安全の視点や災害時の安全

確保の視点も考慮すること  
  ウ 災害安全 
   ・災害発生時の児童生徒、教職員の対応を示すマニュアルの作成を行う。 

・防災のための組織づくり、連絡方法等を設定する。  
・避難場所、避難経路の設定と点検を行う。 

   ・防災設備の点検、防災情報の活用方法の設定を行う。など 
    ※防災教育では、自然災害以外の火災や新たな危機事象への対応なども取り上げること 

３ 安全教育と安全管理との連携 
学校内の施設・設備の安全点検と事後措置等の安全管理及び生活や行動に関する指導等の安

全教育を一体的に進めることは、日常生活での事故を減らす上で重要であり、特に低学年では、
安全についての決まり・約束事を設定することは、個人の思考・判断を補う上で効果的である。 
安全管理によって、より安全な環境づくりを推進するとともに、安全教育によって児童生徒自
身が安全な行動を実践することで、学校安全活動をより一層高めることが可能となる。 

４ 安全に関する組織活動の体制整備 
   学校安全の活動を効果的に進めていくためには、学校と家庭、地域の関係機関・団体等の連

携や情報交換を密にし、地域ぐるみで安全を守り、安心して学校生活が送れるように環境を整
えるとともに、児童生徒へ実践的な安全教育を実施する必要がある。  

  ア 家庭、地域社会との連携を密にするための地域学校安全委員会等の開催 
  イ 教職員や保護者等を対象とした応急手当、防災等の研修 
  ウ 家庭、地域社会と連携した防犯、交通安全、防災などの活動 など 

安全点検のポイント 
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学校教育においては「生きる力」を育む教育活動が進められている。「生きる力」は、「変化の激しい社

会において、他者と協調しつつ、自律的に社会生活を送るために必要な実践的な力」であり、これらは、

人権教育を通じて育まれる他者との共感やコミュニケーションに係る力、具体的な人権問題に直面して

それを解決しようとする行動力などとも重なりを持つものといえる。 

人権教育は、このような「生きる力」を育む教育活動の基盤として、各教科、道徳、特別活動及び総合

的な学習（探究）の時間、学校行事及び課外活動等のそれぞれの特質を踏まえつつ、教育活動全体を通じ

てこれを推進することが大切である。 

 

 

 

１ 人権とは 

「人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人とし

ての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利」 

「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）（令和７年）」から 

 

２ 人権尊重の理念 

「自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、

人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権の共存の考え方」 

「人権擁護推進審議会『人権教育・啓発の在り方に関する答申』（平成 11 年）」から  

 

 

 

 

１ 人権教育とは 

「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成 12 年）」より 

「生涯学習の視点に立ち、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、学校教育・社会教育にお

いて、その発達段階やライフサイクルに応じて実施される教育活動」 

「第６次岡山県人権政策推進指針（令和８年３月）」から  

 

２ 学校における人権教育の目標 

「一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、『自分の大

切さとともに他の人の大切さを認めること』ができるようになり、それが様々な場面や状況下での

具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるよう

にすること」 

「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]（平成 20 年）」から  

 

人権教育 

人権について 

人権教育について 
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１ 人権教育が目指すもの 

 「全ての人々が社会の一員として互いに尊重し、支え合いながら、共に生活する『共生社会』の実現」 

  「第４次岡山県人権教育推進プラン（令和４年）」から 

 

２ 人権教育の三つの視点 

 【視点１】人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成 

  人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と意義についての理解と認識を深めるとと 

 もに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それらを共感的に受けとめるような感性や感覚を 

 育成する取組を進めます。 

 【視点２】自立支援 

  一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要とする人の自立支援に 

 取り組みます。 

 【視点３】人権を尊重する環境づくり 

  視点１及び２の取組の基盤となる、自分や他の人の大切さを認め合えるような学校園や地域の雰囲 

気づくり、そのための条件整備等の環境づくりに取り組みます。 

                      「第４次岡山県人権教育推進プラン（令和４年）」から 

 

３ 第４次岡山県人権教育推進プランにおける「人権教育についての基本的な考え方」のイメージ 

岡山県の人権教育 
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1 人権教育を通じて育てたい資質・能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権に関する知的理解 

人権に関する知的理解については、各教科

等をはじめ、あらゆる教育活動の場において、

あらゆる機会を捉えて積極的に取り組むこと

が求められる。 

 その場合、指導が単なる知識伝達にとどま

らず、子どもがその知識内容を自らのものと

して肯定的に受け止め、共感し、行動に結び

付けることができるようにするために、主体

的な学習を可能とする指導方法を取り入れる

ことが重要である。 

 

 

学校における人権教育の基本的考え方 

 

関連 
人権感覚 

価値的・態度的側面 
人間の尊厳の尊重、自他
の人権の尊重、多様性に
対する肯定的評価、責任
感、正義や自由の実現の
ために活動しようとする
意欲         

等 

技能的側面 
コミュニケーション技
能、合理的・分析的に思
考する技能や偏見や差別
を見きわめる技能、その
他相違を認めて受容でき
るための諸技能、協力
的・建設的に問題解決に
取り組む技能、責任を負
う技能 

等 

知識的側面 
自由、責任、正義、個人
の尊厳、権利、義務など
の諸概念についての知
識、人権の歴史や現状に
ついての知識、国内法や
国際法等々に関する知
識、自他の人権を擁護し
人権侵害を予防したり解
決したりするために必要
な実践的知識        

等 

全ての関係者の人権が尊重されている教育の場としての学校・学級 

（人権教育の成立基盤としての教育・学習環境） 

 

人権感覚 

人権感覚とは、人権が擁護され、実現されてい

る状態を感知して、これを望ましいものと感じ、

反対に、これが侵害されている状態を感知して、

それを許せないとするような、価値志向的な感覚

である。人権感覚を育成するには、「価値的・態

度的側面」や「技能的側面」に属する諸要素とし

ての価値や態度、諸技能を身に付けさせることが

必要である。その際、特に、共感的に理解する力

やコミュニケーション能力、自他の人間関係を調

整する能力等について取り上げ、それぞれの育成

に取り組むことが重要である。 

自分の人権を守り、他者の人権を 
守ろうとする意識・意欲・態度 

 「人権に関する知的理解」と「人権感覚」 

とが結合するときに生じる 

関連 

「人権教育を通じて育てたい資質・能力」 
自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動 

関連 

関連 

人権に関する知的理解 

「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」から 
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２ 人権教育の成立基盤としての教育・学習環境 

人権教育を進める際には、その教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の場そのものの在り方

が極めて重要な意味を持つ。子どもが、豊かな人間関係を通して、一人の人間として大切にされている

という実感を持てるようにし、自他を尊重しようとする感覚や仲間としての連帯感、自尊感情を育んで

いくことができるよう集団づくり等に取り組むことが大切である。 

教員は、日々の授業や学習活動、学級経営の中で、子どもに対する適切な配慮を行い、一人一人が大

切にされる学習環境づくりに努めなければならない。 

これらを踏まえ、以下のような視点から、日々の授業等の在り方を繰り返し検証し、学習環境の改善

に努めていく必要がある。 

≪日常の指導において配慮したいポイント≫ 

 子どもによって、または性別によって異なる名前の呼び方をしないようにしているか。 

 教師の意図や期待と異なる子どもの考え、答えに対して、発言を制限したり切り捨てたりしてい

ないか。 

 子どもに改善点を指摘するときは、教師が自らの責任で行っているか。 

 グループ活動中や休み時間も含めて、子ども同士の冷やかし、嫌がらせ、仲間外し等の言動を見

逃さないようにしているか。 

 子どもの端末等に、個人情報や誹謗・中傷等の書込みがないか確認しているか。 

 子どもを先入観や偏見で判断したり、決めつけたりしていないか。 

 トラブルを起こしたり、忘れ物をしたりした子どもに対して理由等を話す機会を与えているか。 

 座席やグループを決める際には、子どもの個々の事情に配慮しているか。 

 板書事項や掲示物等に子どもの人権を侵害しているようなものがないか確認できているか。 

 チョークの色は白や黄色等の見えやすい色を基本にしながら使用しているか。 

 視聴覚機器を使う場合に、見えにくい、聞こえにくい場所ができないようにしているか。 

 容姿や言動、セクシュアリティ（性の在り方）等をからかうような発言をしていないか。 

 異性間の性愛を「普通」と捉え、同性間の性愛をないもの、または特別なものとして扱っていな   

いか。 

 ジェンダーによって、男女の在り方を決めつけるような発言や役割分担をしていないか。または 

不必要な場面で男女を区別していないか。 

≪通信等の印刷物において配慮したいポイント≫ 

 読みにくい漢字にふりがなを付けたり、専門的な用語に注釈をつけたりして、誰にでもわかりや

すい言葉を使っているか。 

 マイナスイメージの例えをしたり、差別を助長する表現をしたりしていないか。 

 他から作品等をコピーするような場合、著作権の確認ができているか。（授業を除く） 

 写真・氏名等を掲載する場合、個人情報の保護に配慮しているか。 

 イラスト等が固定観念にとらわれた表現になっていないか。 
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児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、 

・教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと 

・教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと 

・教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともに、その改善を図っていくこと 

などを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと 

 

 

 

 

 

 

  「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、子どもたちに新しい時代を切り拓いていくために必要

な資質・能力を育むために、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立が求められている。 

【育成を目指す資質・能力の具体例】 

ⅰ）伝統的な教科等の枠組みを踏まえながら、社会の中で活用できる力（国語力、数学力等） 

ⅱ）教科等を越えたすべての学習の基盤として育まれ活用される力(言語能力、情報活用能力等)

ⅲ）今後の社会の在り方を踏まえて、子どもたちが現代的な諸課題に対応できるようになるため   

  に必要な力（安全で安心な社会づくりのために必要な力、自然環境の有限性の中で持続可能 

  な社会をつくるための力等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆確認してみよう。 

  □学校教育目標を踏まえながら教育活動を行っている。 

  □日々の授業等について、教育課程全体の中での位置づけを意識しながら取り組んでいる。 

□教科等や学年を越えて、学校全体で取り組んでいこうとしている。 

   （他の学年や他教科等での教育活動と自身の教育活動との関連を把握している。） 

  □学習評価について、子どもの学びの評価にとどまらず、学習・指導方法や効果的な年間指導計画

等の在り方、授業時間や週時程の在り方等の改善に生かしている。 

  □校務分掌における自らの役割と意義について、子どもたちの資質・能力の育成という観点から、

捉え直している。 

  □地域と対話し、地域で育まれた文化や子どもたちの姿を捉えながら、地域とともにある学校とし

て何を大事にしていくべきかという視点をもっている。 

 

 カリキュラム・マネジメントとは、全ての教職員が参加することによって、学校の特色を創り上げ

ていく営みであり、そのために学校全体として、教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物的体

制の確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習の

効果の最大化を図ることである。 

 

カリキュラム・マネジメントの必要性 

カリキュラム・マネジメントとは 

カリキュラム・マネジメント 
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３ 同僚、家庭・地域とつながる⼒ 
 

  

 

「教員は学校で育つ」ものであり、同僚の教員とともに支え合いながらＯＪＴを通じて日常的に学

び合うことが大切です。岡山県では、初任期教員と先輩教員が共に育つことができるようなＯＪＴシ

ステムである「校内チーム制」の構築を進めています。 

 

 

学校におけるＯＪＴは、日常の教育活動における様々な機会・場面において行われる指導助言や校

内研修、研究授業等を指します。なお、これに対するものとしてＯff－ＪＴがあります。 

 

 

オン･ザ･ジョブ･トレーニングの略。仕事の現場で、業務に必要な知識や技術を習得させる研修のこと。

現任訓練。 

 

 

オフ･ザ･ジョブ･トレーニングの略でＯＪＴに対する言葉。仕事の現場を離れて、業務に必要な教育研

修を行うこと。センターでの研修、国が主催する研修、教職大学院への派遣、内地留学等、学校外での

研修全体を指す。 

 

 

 

各校において、校内チーム制の中で、初任期教員（初任者、３年目研修受講者等）と先輩教員（中

堅教諭等資質向上研修、16 年目研修受講者等）で構成された「ＯＪＴチーム」による研修が行われ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＪＴ（On the Job Training） 

 

 

１ 実施期間の設定 

・目標の達成や意図的・計画的な実施のた

めに有効な期間を設定します。 

２ 取組計画の立案 

・チームのメンバー相互のニーズや課題等

をもとに計画を立てます。 

・研修を通して、互いの資質能力を高めて

いくことを共通理解します。 

３ 研修の実施 

４ 研修の振り返り 

・取組自体の振り返りとともに、資質能力

の向上に関する自己評価や、管理職によ

るまとめも行います。 

 

 

               求める資質能力に係る自分の現状分析や、管理職、先輩教員とのコミュ 

               ニケーションツールとして活用することができます。 

 

経験年数別研修等の様々な校外研修で学んだ知識や技能等を、ＯＪＴ 

チーム研修に取り入れることで、ＯＪＴの効果が高まります。 

実施手順 
 

 

○基礎的素養 

・教員としてのあるべき姿やプロ意識の伝授 

○学級（ＨＲ）経営 

・児童生徒の規範意識や人間関係構築力を育む 

 学級（ＨＲ）づくりのための協議、実践 

・家庭や地域との連携の在り方についての講義 

○教科指導  

・先輩教員による授業規律の確立に向けた協議、 

 実践 

・初任期教員や先輩教員の授業を録画したビデオ 

 を活用した協議 

・「家庭学習のスタンダード」に基づき、家庭での 

 学習を定着させるための協議、実践 

Ｏff－ＪＴ（Off the Job Training） 

研修内容例 

キャリアデザインノート
の活用 

より効果的な実施のために 

Ｏff－ＪＴとの連動 

ＯＪＴとＯff－ＪＴ 

ＯＪＴチーム研修 

ＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニング） 



- 66 - 

 

 

 

  

現在、学校教育を取り巻く環境の急激な変化の中で、学校は、児童生徒の個性を伸ばし豊かな心を

育むため、学校の自主性・自律性を確立し、特色ある学校づくりに取り組むことが求められている。

そのためには、教職員一人一人が、その資質能力を向上させながら、それを最大限に発揮し、学校運

営に積極的に参画していくことが大切である。 

 これからの学校は、地域の専門的教育機関として、保護者や地域社会に対してより一層開かれたも

のとなることが大切であり、保護者や地域社会と連携・協力して、児童生徒を育てていくことが求め

られている。県民の期待に応え、県民から信頼される学校の実現のためには、学校は、児童生徒や保

護者、地域社会の視点に立って教育実践を行っていくことが必要である。 

 そのためには、学校経営目標を設定し、それを実現することが求められるが、その基盤として「校

長のリーダーシップ」「教職員の力量」「組織としての力」を高めていくことが必要である。また、

社会に開かれた教育課程の実現を進めていく中で、保護者や地域社会から学校が評価され、信任され

ることは、教職員のやりがいにもつながるものである。 

 しかし、これまでの学校では、組織でありながらそれぞれの活動が個々の教職員の裁量や解釈にゆ

だねられることが多く、協働する意味や方法が協議されることが少なかった。特に「目的をもち目標

によって駆動する」「コミュニケーションを通じた協働作用が働く」「意図的に構成され調整される

活動システムを有する」という点についての取組が必ずしも十分でないとの指摘があった。 

 学校の主要な業務である授業や学級（ＨＲ）経営は、担当する教員の創意と主体性が尊重されて初

めて生きて働くものとなる。しかし、それは他の学級や学年、保護者や地域と関係なく遂行すべきも

のではない。むしろ、高度化し複雑化している知識・技術や急激に変動している社会に対処し得るに

は、個々の狭い専門から脱し、事態に協働的に向き合い、それぞれの個性や特技を生かして知恵をも

ち寄ることが必要となってくる。そこで必要になるのが「学校組織マネジメント」である。 

 学校組織マネジメントとは、教職員がコミュニケーションを通じて協働し、学校内外の諸資源（人、

物、金、時間、情報、知識・文化等）を開発、活用しながら、設定した目標の達成を通して、それぞ

れの学校のミッション（職責や使命）を実現していく営みである。その際、計画 （Plan）－ 実施

（Do）－評価（Check）－更新・改善（Action）というＰＤＣＡサイクルに基づき、教育活動その他

の学校運営を継続的に改善していく仕組みを作っていくことが必要である。 

 学校における組織マネジメントを具体化する手段として、「学校評価」「教職員の育成・評価シス

テム」が導入されている。「学校評価」は学校経営目標の設定とその達成状況等の評価により、学校

としての組織的・継続的な改善を図ること、家庭や地域との連携、学校評価の結果に応じた支援によ

る教育の質の保証を目的に導入された。現在各学校は、自己評価の実施と結果公表の義務、学校関係

者評価の実施と結果公表の努力義務、自己評価及び学校関係者評価を実施した場合の結果を教育委員

会に報告する義務を有する。 

 学校における組織マネジメントは、これまで管理職の問題と考えられがちであった。しかし、今後

は教員一人一人がマネジメントの視点をもって職務を遂行し、教職員間の同僚性を高め、地域からの

厚い信頼と支援で学校づくりを行うことが大切である。 

  

 参考：「学校評価ガイドライン〔平成 28 年改訂〕」（文部科学省 平成 28 年３月） 

学校組織マネジメントと学校評価 
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協議が円滑に進むように支援し、かじ取りを行う司会・進行役を「ファシリテーター」と言います。

ファシリテーターは中立的な立場で場をつくり、相互理解を図り、全体像を整理し、協議を分かりや

すい形でまとめていく役割があります。また、協議を深めるために、次の五つの点について明確にし

ておく必要があります。(独立行政法人教職員支援機構  教職員研修の手引き 2018 より) 

○「目的」【ねらい・方向性など】 

  何を目指して協議するのか。何のためにその議題について話し合うのか。 

○「目標」【到達点・目指す姿・ビジョンなど】 

  何を目指せばよいのか。協議の終了時に何が決定されていればよいのか。 

○「進め方とスケジュール」【手順・方法・手立て・時間配分など】 

  どういった手順で進行するのか。どのようなタイムテーブルで進めていくのか。 

○「メンバーとその役割」【人数・参加者の決定・役割分担など】 

  誰が協議の参加者なのか。どのような役割分担とするのか。 

○「ルールと方針」【約束・規範など】 

  どんな約束が必要なのか。発言の仕方はどのようにするのか。 

 

ファシリテーターの役割 

課題を設定するための考え方

現状

目指す児童生徒の姿

ギ
ャ
ッ
プ(

差)

問題

１年目

２年目

３年目

課題

多角的，多面的，客観的な分析

計画

実践

評価

改善

問題

問題

核心
となる
問題

 

 

 

 マネジメント力のうち、他の教員と連携・調整・協働する力を発揮するためには、教員間の協議・

発表等を充実させることが必要です。そのためには、学校組織マネジメントの考え方を基に、共通の

目的・目標となる課題を設定することと、コミュニケーションを活性化することの二つの視点が大切

です。 

協議を進めていくためには、まず、明確な課題（ねらいや

テーマ等）を設定し、協議の参加者がその課題を十分理解し

ておくことが必要です。 

課題は左図のように設定します。まず、現状について多面

的・多角的に分析を行います。そして次に現状分析に基づい

て目指す児童生徒の姿を描きます。この現状と目指す児童生

徒の姿とのギャップ（差）が問題です。問題は多くあると思

いますが、その中から「核心となる問題」を選び出し、それ

を課題として設定します。 

 

 教員一人一人が「共通の目的」と、組織に対して貢献しよ

うとする「協働意欲」をもつためには、活発なコミュニケー

ションが大切です。課題解決に当たり、コミュニケーション

の在り方に着目し、「個人の知」が「組織の知」に変わるよう

な、より質の高い協議を目指します。そのためには、１グルー

プは４人程度とすることで、参加者が意見交換しやすくなり

ます。またグループごとに進行・記録・発表など役割を決め

ることで円滑な運営を図ることができます。また、ICT を使

って、意見の収集や可視化等をすることも効果的です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニケーションの役割 

課題を設定するための考え方 

、 、 

協議・発表等の進め方 
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個人で考える時間を充分にとった後、グループで意見を共有します。 

その際、できるだけ多様で異質な意見を共有していくために、次のような 

手順で協議を進めていきます。 

 
（１）発散的思考（散らばらせる・並べる） 

参加者全員が自由で多様な意見を提示し、グループで共有します。 

その際、論評を加えず、他者の言葉に真摯に向き合いましょう。協 

議の前に、文章化された個人の考えをお互いに読み、確認しておくと 

より効果的です。 

（２）収束的思考（分類する・まとめる・関連づける・比較する） 
多様な意見を効果的に分類・整理するとともに、そのカテゴリー間の関係を構造化したり、

次のような視点でまとめたりしましょう。 

・多くの人が共通して挙げた意見は何か。 

・少数だが重要であると思われることや新たに得られた知見は何か。 

・他のグループにぜひ紹介したい意見は何か。 

（３）収斂
しゅうれん

的思考（判断する・決める） 
（２）に基づいて、課題解決に必要な手だてを具体化し、共有します。そしてグループとし

ての意見を定め、限定していきます。その意見にたどりついた経緯や理由等を筋道立てて説

明できるようにしましょう。 

  

 

さらに、協議を深めるために、グループのメンバーを入れ替え、最初のグループでの協議を報告し

ます。誰もが「報告者」の役割を担って新しいグループに参加し、最初のグループで出た意見を自分

の言葉で説明し伝え、協議します。 

 その後、最初のグループに戻り、新しいグループで得た新たな視点について報告し、共有します。 

 

グループ分けに際

しては、校種、性別、

年齢、教科、学年、

分掌等の視点から、

「異質グループ」と

「等質グループ」を

つくり、有効に使い

分けると効果的な協

議になる。 

 

 

 

 

 

  活発な協議を進めるためには、課題に対して個人の考えをもって協議に臨むことが大切です。そ  

 のためには、個人の考えを整理し、文章で記述する時間を十分に確保します。その際には、他者に

読まれることを意識して記述しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  個人で考える時間を十分にとる 

２  多様で異質な意見を共有する ポイント 

協議を深めるために 
 

３  グループを入れ替えて協議する 

 

 

最後に個人で振り返る時間を取り、必ず協議で得られた気付きを基に、個人で今後どのような改善

をしていくのか、具体的な取組を書きます。今後の教育活動に生かせるようにしましょう。 

全体の共有のみで終わらないことが大切です。 

４  個人で振り返る 



地域との連携

地域安全マップ

子どもたちを犯罪の被害から守るためには、子どもたち自身が犯罪の危険を予測する能力、

危険を回避する能力を育成していくことが重要です。そのために有効な手法が『地域安全マッ

プづくり』です。

地域安全マップとは？

犯罪が起こりやすい場所等
を地図にまとめたもの。

（だれもが）入りやすい場所

（だれからも）見えにくい場所

○犯罪者は、犯行の成功しそうな（犯罪が起こりやすい）場所を選びます。そうした場所は、「入りやすい」
「見えにくい」という二つのキーワードで表すことができます。

地域安全マップづくりで最も大切なのは、できあがった地図でなく、地域安全マップづくりを体験する
「過程・プロセス」です。先生や大人が作製し、それを子どもに配布するだけでは、子どもの危険予測能
力（景色を読み解く力）を高めることにはつながりません。

子どもたち自身でつくることが大切！

安全教育は、学校だけで取り組むのでなく、保護者・ＰＴＡはもちろん、子どもの見守り活動ボランティア、
そして、警察等関係機関等と連携することが大切です。連携して取り組むことで、校外で実施する学習での子
どもの安全確保が可能な他、地域と子どもたちがより身近になり、「地域ぐるみ」で子どもたちを見守るネッ
トワークを強めることができます。

活動の流れ

①事前学習
犯罪から自分の身を守るためには、不審者などの「人」
に注目するのでなく、犯罪の起こりやすい「入りやすい場
所」「見えにくい場所」に注目することを確認します。

③マップづくり
全員で協力して作製することが重要です。最初に一人一
人の役割を話し合って決めるように指導します。

②フィールドワーク
班編制をして出かけます。保護者や地域ボランティアの

協力を得て、児童への助言や安全確保を行ってもらうこと
で、活動が円滑になります。

④発表会
発表会をすることで、「入りやすい場所」「見えにくい

場所」の理解をさらに深めることができます。

「アサガク（朝学習）×防犯」

地域の方が先生に
なるんだね。

登下校の見守りをしている地域の大人が指導者となっ
て、始業前の時間を活用して安全教室を実施している学
校があります。このような安全教育を行うことで、子ど
もの地域への愛着と安全意識の高揚につながります。

「子ども110番の家」セーフティーコーン

「子ども110番の家」セーフティーコーン
は、各地域の「子ども110番の家」となって
いる一般住宅や事業所に設置して、遠くから
でも「子ども110番の家」がわかるようにす
るものです。子どもたちを見守る人々が増え
地域住⺠の防犯意識が向上するとともに、犯
罪抑止効果があると言われています。

「子ども110番の家」とは？

「子ども110番の家」は、子どもが犯罪やトラブルに
巻き込まれそうになったときに、すぐに周囲の大人に助
けを求めることができるようにするための取組です。

（岡山県くらし安全安心課ＨＰ参照）
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４ 基盤となる資質 

 

 

 基盤となる資質として「使命感と情熱」「誇りややりがい」「倫理観」「教育的愛情」「省察する力」

等があります。 

 これらの資質が身に付いているか、身に付いてきたかを、定期的に振り返る（省察する）ことが、教員

としての基盤を大きくすることにつながります。 

 中でも「倫理観」は、「教育者としての使命感」や「教育的愛情」といった教員としての専門性を支え

る土台と言うことができます。71ページ以降は、不祥事に関する資料を掲載していますが、教員が起こし

た不祥事を通じて、倫理観について逆説的に考えることが大切です。 

 これまでの教員生活を振り返りながら、求められる教員像に近づいているか、自己を見つめ直す時間を

持ってみましょう。 

 

   岡山県教育委員会が求める教員像                             

   岡山県の教育課題を深く理解し、果敢に立ち向かうことのできる教員   

  ○ 本県の教育課題である学力向上や徳育、生徒指導に関する確かな指導力のある人 

   ○ 地域の教育資源の活用やキャリア教育により、学ぶ楽しさや学ぶ意味を伝える人 

   強い使命感と情熱、高い倫理観、豊かな教育的愛情を持った教員   

  ○ 本気で子どもたちと関わる中で、教員としての喜びや意義を見いだせる人 

  ○ 子ども一人一人の良さを認めて、子どものやる気を引き出すことができる人 

   多様な経験を積む中で協働して課題解決に当たるなど、生涯にわたって学び続ける教員  

   ○ 多様な経験や校内外での研鑽により、専門性やコミュニケーション能力を高める人 

  ○ チームの一員として協働する中で、自ら行動するとともに他者にも働き掛け、必要に応じて支

援しようとするリーダーシップを発揮して課題解決に当たることができる人 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ちょっとコラム「教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラム」とは  

教職員による不祥事が相次いで発生したことを受け、「なぜ不祥事を起こしてしまうのか」につい

て、みんなで話し合うことができる校内研修プログラムを平成２８年３月から作成しています。 

「自分自身にも、自分の周りの人にも関心を持つ、そういうことが根底にあるプログラムにしたい」

といった思いで作成されたこのプログラムは、グループ協議中心の構成となっており、県内の公立

学校で定期的に活用され、教職員の貴重な振り返りの機会となっています。 

ちょっとコラム「省察する力」とは 

「省察」とは、「自分自身を省みて考えめぐらすこと」（出典：広辞苑）です。省察には、自分を客観

視する力が必要ですが、このような能力を心理学では「メタ認知能力」と言ったりします。 

教員には、校内研修や総合教育センター研修など、様々な研修の機会があり、その多くでグルー

プ協議の時間が設定されているのは、他者と話し合う活動が、省察する力やメタ認知能力の育成に

有効と考えられているからです。貴重なグループ協議の時間です。主体的に参加して有意義なもの

にしましょう。 

また、児童生徒への指導には、発達段階に応じた子どもとの距離感の取り方が大切です。適正

な距離感を保つ上でも、自分を客観視する力は、教師にとって必須のスキルと言えるでしょう。 

教員の基盤となる資質 
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岡山県公立学校教職員の皆さんへ 

岡山県教育庁教職員課  

 はじめに  

 

 

 

 

 

 

 

 

 県内の公立学校に勤務される皆さんは、地方公務員の身分を有しており、同時に、職務を行う際

や公務員の身分に伴って、守るべき義務が課せられています。 

 

 地方公務員法では、服務の宣誓（義務に従うことを住民に対し宣誓すること）のほか、次に挙げ

る義務が定められており、これらに違反した場合には、懲戒処分の対象になります。 

 

 職務上の義務（職務を行うに当たって守るべき義務）  

 ① 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

 ② 職務に専念する義務 

  ○ 例えば、次のような行為を行うことはできません。 

   → 勤務時間中に、職場のパソコンや個人のスマートフォン等で、私的なメールの送受信や

職務に関係のないＷｅｂサイトの閲覧をする。 

 

 身分上の義務（職務外であっても、公務員として身分がある限り守るべき義務）  

 ① 信用失墜行為の禁止（職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為を禁止すること） 

  ○ 例えば、次のような行為は絶対に許されません。 

   → 体罰、わいせつな行為、飲酒・酒気帯び運転(自転車を含む)、セクハラ、リベートの受

領、運転免許証の更新忘れなど、社会の信用を損なう行為 

  ○ 日頃から、教職員としてふさわしい言葉遣い、服装等に心がける必要があります。 

 ② 秘密を守る義務（在職中だけでなく退職後も同様に義務が課せられる） 

  ○ 職務上知り得た秘密を他人に漏らしたり、他人に聞こえるような場所で話題にするような

ことは許されません。 

  ○ 不用意なインターネットへの書き込みが問題になることがあります。 

 ③ 政治的行為の制限 

 ④ 争議行為等の禁止 

 ⑤ 営利企業への従事等の制限 

  ○ 勤務時間の内外を問わず、許可なくアルバイトをしたり、商品販売で収入を得たりするこ

とは禁じられています。（非常勤講師を除く。） 

  

［憲法第１５条第２項］ 
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 
［教育基本法第９条第１項］ 
 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、そ
の職責の遂行に努めなければならない。 
［地方公務員法第３０条］ 
 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当って
は、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 
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 学校現場の特性を理解しておく必要があります  
・ 教職員は児童生徒と共に過ごす時間が長く、一人一人に寄り添い、個別に悩みの相談を受

けたりする中で、感情移入してしまう場面も起こり得る。 
・ 児童生徒にとって教職員は頼りになる存在であり、中には児童生徒が教職員に好意を寄 

せるケースもある。 
・ 立場上、教職員には優位性があり、自己中心的な判断に陥り、強引な指導につながる可能

性がある。 
・ 児童生徒と関わる場面に他の教職員の目が入りにくく、状況判断が教職員個人に委ねら 

れる場合もある。 
  学校現場にはこうした特性があり、体罰やわいせつな行為等の不祥事の発生につながる
可能性が高い環境にあると言えます。「いつでも、どこでも、誰にでも起こる可能性があ
る。」という意識と強い自制心を持つ必要があります。 

 
 ○ 絶対にあってはならないことですが、これまでに発生した「勤務校の児童生徒へのわい

せつな行為」の不祥事に、次のようなケースもありました。 
  → 頼ってくる児童生徒が、自分に好意を寄せていると勘違いし、キスをしたりするなど

のわいせつな行為につながった。 
  → 悩み相談を受けているうちに親密になり、携帯電話の番号やＳＮＳのＩＤを交換し、  

直接連絡を取り合うようになったことから、わいせつな行為につながった。 
 
 こうしたことからも、教職員一人一人には高い使命感・倫理観が求められているのです。 
 
  勤務校で児童生徒の指導に当たる際の校内ルールを確認しておきましょう   
・ 児童生徒（自校、他校は問わない）との携帯電話の番号やメールアドレス等の交換、 
ＳＮＳやメールでのやりとりは原則禁止です。どうしても連絡が必要な場合は、保護者を
通じて連絡を取ります。 

・ 児童生徒を１対１で指導したり、やむを得ず車で送迎したりする際の対応など、各勤務校
で決められている校内ルールを確認し、必ず守りましょう。 

・ 児童生徒に対するとき、常に保護者を意識しましょう。（児童生徒への言動を保護者に説
明できるのかを自問してみることが大切です。） 

 
  学校はチームで対応するのが基本！ 困った時は一人で抱え込まないようにしましょう  
・ 万が一、自分自身のことを客観的に見ることができない状況になった場合には、職場の同

僚との支え合いがとても重要になります。 
・ 日頃から、管理職や先輩教職員等のアドバイスを聞く姿勢を持つことが大切です。 
・ 困ったら一人で抱え込まず、管理職や先輩教職員等に早めに相談しましょう。 
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懲戒処分について 
懲戒処分の種類 
 懲戒処分とは、教職員に一定の義務違反があった場合に、その道義的責任を追及し、公務員関
係の規律と秩序を維持することを目的として、任命権者（岡⼭県教育委員会）が⾏う処分のこと
です。 
 懲戒処分には、次の４種類の処分があります。 
 ・免職︓職員を懲罰としてその職を失わせる処分 
 ・停職︓職員を懲罰として職務に従事させない処分 
 ・減給︓一定の期間、給料の一定割合を減額して⽀給する処分 
 ・戒告︓職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分 

 

懲戒処分となった学校教職員（全国） 

 

不祥事を起こした場合に考えられる影響 

教職員自身は 

 ・ 懲戒処分を受け、場合によっては職や教員免許状を失い、収入の道を絶たれる。 

    ※一生涯の給与への影響（損失額）︓約１億７，６００万円 

（４５歳の教諭がＲ８．３に懲戒免職となった場合の給与、退職手当の損失を試算） 

 ・ 履歴事項として処分の事実が記載されることになる。 

 ・ 氏名を含め報道機関に公表されたりすることで、社会的制裁を受けることになる。 

 ・ 家族も社会的な批判等を受ける場合がある。 
 

児童生徒は 
 ・ これまで信頼していた教職員の⾏動を知り、精神的なショックを受けるとともに、学校や

教職員に対する不信感を持つようになる。 
 ・ 当該教職員が急遽不在となり、学習活動等が⼗分に⾏われない状況になる。 
 

同僚の教職員は 
 ・ 急なマスコミの取材や緊急の保護者会等への対応、校内の体制整備のための会議などに追

われ本来⾏わなければならない業務に⼤きく⽀障が出る。 
 ・ 学校に対する不信感を解消するため、不安を訴える児童生徒への教育相談的な対応や保護

者への⼗分な説明などが必要になる。 
 ・ 当該教職員が担当していた業務を他の教職員で当面分担して担当することになる。 

過去に懲戒処分を受けた教職員の声 
○ 今思い返すと、なぜ自制できなかったのか、なぜ生徒を傷つけることに考えが至らなかっ

たのかと自⾝の愚かな⾏為を恥じ、深く反省しています。 
このたびのことで、生徒には「教師という存在」に対する不信感を与えてしまいました。 
生徒の今後の人生に与えた影響は計り知れず、生徒、保護者の皆様に何と言ってお詫びす

ればよいのか分かりません。 

○ これまでお世話になった多くの先生方にお詫びのしようもありません。処分が下される前、
私が学校を休んでいる時に、事件を知らされていなかった同僚や友人は、病気ではないのかと
⼼配して連絡をくれました。しかし、事実を言うことはできませんでした。もう⼆度と会うこ
とはできないと思います。 

  これまで出会った⼦どもたちや保護者の方々を裏切ってしまい、後悔してもしきれません。 
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教職員の不祥事防止のためのチェックリスト［教職員用］ 

 

※セルフチェック用 

１  教育公務員としての意識に関すること 

 □ 「全体の奉仕者」であることを自覚し、法令を遵守し、公務員倫理を意識して行 
   動しているか。 

 

 □   教育者としての自信が、おごりや間違った思い込みを招いていないか。 

  

 □  生徒、保護者、県民からの厳しい視線が注がれていることを認識しているか。 

 

 □  不祥事は、他の学校のこと、他人事との意識はないか。 

 

 □  人間関係の悪化の懸念などを理由に、他の教職員の言動に気になることがあって 
   も黙認をすることはないか。 

 

 □  勤務時間外であっても、自らの行動が教育全体の信頼に影響を与えることを常に 
   意識して行動しているか。 

 

 □  岡山県教育委員会の「懲戒処分の指針」や「懲戒処分の公表基準」について理解 
   しているか。 

 

 □  不祥事があったとき、学校や教育全体、また、家族など周囲の人々に取り返しの 
   つかない深刻な打撃を与えることを考えているか。 

２  生活に関すること 

 □   普段の生活の中で、ストレスをためない工夫をしているか。 

 

 □   身近に悩みを話すことのできる相手がいるか。 

 

 □   家族や同僚等とのコミュニケーションを積極的に図るようにしているか。 

 

 □  過度の遊興にふけったり、借金をしてギャンブルに金をつぎ込んだりするなど、 
   教育公務員としてふさわしくない行為を行っていないか。 

３  校務に関すること 

  (1) 情報管理、守秘義務 

 □  個人情報に関する電子データの管理や校務で使用するパソコン、記憶媒体の保管 
   の仕方において盗難や情報漏洩に対する対策を行っているか。 

 

 □  個人情報に関する書類等を学校外に持ち出したりすることはないか。 

 

 □  職務上知り得た秘密を他人に漏らしたり、他人に聞こえるような場所で話題にす 
   るようなことはないか。 

  (2) 体罰 

 □  体罰は、児童生徒の人権を侵害する行為であることを認識しているか。 

 

 □  児童生徒に対する懲戒と体罰との違いについて、しっかりと理解できているか。 

   （学校教育法第１１条関係） 

 

 □  児童生徒を叩いたり、長時間立たせたりするなど、肉体的苦痛を与えるような懲 
   戒を行うことはないか。 
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   (3) セクシュアル・ハラスメントやわいせつな行為 

 □  児童生徒の相談を受けたり、個別指導を行ったりする場合には、管理職や同僚に 
   告げてから行っているか。 

 

 □  １対１で児童生徒に対応する場合には、密室にならないよう工夫をしているか。 

 

 □  児童生徒、保護者、他の教職員に対して、セクシュアル・ハラスメントととられ 
   かねない言動はないか。      

 □  児童生徒、保護者、他の教職員を性的な関心の対象として見ないように心がけて
いるか。 

 □  児童生徒や保護者と私的に携帯電話やメール・ＳＮＳのやりとりをするなど不適 
   切なかかわりをしていないか。 

   (4) 学校備品、公金等の取り扱い 

 □   学校の電話やパソコン、ファックス等を公務以外で使うことはないか。 

 

 □   職場の備品や消耗品を持ち帰ることはないか。 

 

 □   一時的な立て替えであっても、公金を流用することはないか。 

 

 □  教材費、部費等の学校徴収金を扱う際、複数の教職員がチェックしているか。 

４  校務外に関すること 

  (1) 交通関係 

 □  交通法規を守り、事故を起こさないよう常に緊張感を持って運転をしているか。 

 

 □  飲酒をした場合、量の多少に関わらず、絶対に車両（自転車を含む）を運転しな 
   いという心構えを持っているか。 
 

 □  深夜に飲酒した場合、翌朝や昼であっても一定基準以上のアルコールが体内に保 
   有されることがあることを認識しているか。 

 

 

 

 

 

    

  

 □  

【参考】体内で純アルコールが処理される速度の目安 

 一般的に、１単位（ビール 500ml）飲んだら４時間（女性は５時間）といわ 

 れています。 

  例えば、３単位飲んだ翌朝に運転すれば飲酒運転になります。 

  ※ なお、当日の体調や、個人によっても差があることから、その点にも 

    十分な注意が必要です。 

 

車を運転する者に飲酒を勧めたり、飲酒運転の車に同乗をしたりした場合も責
任を問われることを認識しているか。 

   

  (2) わいせつな行為 

 □   どのような行為がわいせつな行為にあたるか理解しているか。  

 

 □  わいせつな行為は、被害者の人権を著しく傷つける行為であり、わいせつな行為 
   に一切関わらないという強い意志を持って生活しているか。 

  (3) 政治的行為、営利企業等従事 

 □  選挙運動に関する違法行為など、政治的行為の制限に抵触するような行動をとる 
   ことはないか。 

 

 □  許可なく営利企業等に従事したり、営利を目的とした商品の販売に携わったりし 
   ていないか。 
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わいせつな行為、セクシュアル・ハラスメント根絶に向けて 
 

１ 不祥事発生の背景  

 
２ 問題点 
○【①  自制心の欠如】について  

 ・児童生徒にも信頼されている先生だからと安心し、問題を見過ごしてしまっている。  

 ・生徒指導や、校務分掌等の業務について、チームではなく個別に対応する場合が多い。  

 

○【②  手段】について  

 ・児童生徒との連絡についてのルールが校内で徹底されていない。  

 

○【③  場（場所）】について  

 ・児童生徒に対して個別指導する際のルールが校内で徹底されていない。  

 ・会議室や準備室等が、特定の教職員の個室のような使われ方をしている。  

 

３ 対策  

○教育者としての使命感や教育という崇高な仕事に携わる自覚と自制心を高める。  

  ▲自分が不祥事を起こした場合の影響について具体的な状況の想起  

   （児童生徒、保護者、同僚、教育界全体、自分、家族）  

○教職員間で「絶対に不祥事を出さない」という強い決意を共有する。  

  ▲互いに相談し支え合える職場づくり ▲一人一人の固い決意 ▲教職員間の絆の強化  

○職場外での教職員個人の問題の把握にも努め、家庭や地域の人間関係にも配慮する。  

  ▲家庭での居場所 ▲地域での役割 ▲ストレス解消法  

(1)携帯番号やSNSのIDを教える。

(2)スマホやSNSのメッセージ機能を使う。

（自己陶酔） (3)メッセージ交換を始める。

「この児童生徒は私のことを頼りにしている。」 (4)校外で会うことを約束する。

「私は児童生徒達に慕われている。」

「この児童生徒と話をしていると楽しい。」

「この児童生徒は私に好意を抱いているので (1)進路相談に応じたり、教科の質問に答える。

 はないか。」 (2)本来の目的以外の雑談が増える。

(3)はげまそうと肩をたたく。

「このくらいならいいだろう。」 (4)密室での１対１の面談や指導が増える。

②
手
段①

自
制
心
の
欠
如

自信

おごり

思い込み

③
場

(

場
所

)

油断

わいせつな行為、セクシュアル・ハラスメント

～児童生徒へのわいせつな行為、セクシュアル・ハラスメントを例にして～

メールやSNSのやりとり

校内の密室

個別対応が多い職場 同僚に無関心な職場

チームワークの弱い職場



令和２年３⽉ 
岡山県教育委員会、岡山県都市教育委員会教育⻑協議会、岡山県町村教育⻑会、岡山県⼩学校⻑会、岡山県中学校⻑会 
岡山県⾼等学校⻑協会、岡山県特別⽀援学校⻑会、岡山県教職員組合、岡山県⾼等学校教職員組合 

わいせつ行為等根絶に向けた岡山県公立学校教職員行動指針 
 

 県内でも多くのわいせつ行為や盗撮の事案が発生しています。わいせつ行為等は、児童生

徒に取り返しのつかない深い傷を負わせることになります。また、多くの場合、スマートフォン

やＳＮＳ等の不適切な利用がその発端となっています。 

私たちは、児童生徒、保護者、地域から信頼される教職員であり続けるために、以下のこと

を常に意識し、教育に携わる者であることの自覚をもって行動します。 

 

１ 私たちは、互いに相談し支え合える職場を目指し、より良い関わり合いの中で、

言うべきことを言い、高め合う教職員であり続けます。同僚に無関心な職場に

はしません。 

 

２ 私たちは、学校全体で児童生徒を守り、成長を支えていきます。わいせつ行

為、盗撮、児童ポルノの所持等を許しません。 

 

３ 私たちは、児童生徒への指導はチームでの対応を基本とし、児童生徒と

の適正な距離感を保つため、所属校の校内ルールを守ります。 

 

 わいせつ行為等根絶に向けて、以下の行為は決して行いません  

・児童生徒と交際すること。（児童生徒からの信頼や敬慕は「教育者としての教職員」に対する

ものです。「恋愛感情」ではありません。） 

・私的な電子メールやＳＮＳ（付属のメッセージ機能やソーシャルゲームを含む。以下同じ。）を

使って児童生徒へ連絡すること。 

・児童生徒との間でＳＮＳのＩＤやアカウント、携帯電話番号やメールアドレスを伝え

合うこと。 

・児童生徒からのＳＮＳのフォローリクエストや友達リクエスト等を承認すること。 

・個人のスマートフォンや携帯電話を必要のないときに校内で持ち歩くこと。 

 
この指針は、関係者⼀丸となって取り組んでいくために、公⽴学校の教職員とともに作成した原案をもとに、
教育関係団体から意⾒を聴き、策定しました。 
 

 【 教育委員会から教職員の皆さんへ 】 

大切な児童生徒や同僚の先生方を守るために、「おかしいと思ったこと」「気がかりなこと」

は、私的なことであっても、管理職に相談してください。また、管理職に言いにくいことであれ

ば、次の専用窓口に直接相談してください。（相談者のプライバシーは守られます。） 

◇県教育委員会コンプライアンス相談ホットライン  ０８６－２２６－７９１５ 

◇県教育庁  教育政策課 人事班：086-226-7568 

教職員課 義務教育人事班：086-226-7581  高校教育人事班：086-226-7582 
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人的アプローチ

学校における盗撮防止ガイドライン（概要）
～児童生徒を盗撮の被害から守るために～

物理的アプローチ

研修実施

「教職員による性犯罪・性暴力
等に関するアンケート」等実施

校内点検

盗撮防止の視点を取り入れた

校内点検

・年3回程度（不定期）

環境整備

・カメラ等設置防止
のための日常的な
整理整頓の徹底 ・複数の教職員等による目視

・衣服を着脱する場所等

撮影機器及び
撮影データ管理

・コンプライアンス研修の充実
「性犯罪・性暴力等」に関する
テーマで年2回実施

教職員

注意喚起

・校内ルール等の徹底
・コンプライアンス推進員通信等に
よるタイムリーな情報提供

環境整備

１

２

３

４

盗撮事案の根絶に向けて

撮影機材及び
撮影データの管理

・原則、学校管理の
機器を使用
・情報セキュリティ
ポリシーの遵守

発見した場合、
警察・県教委へ直ちに報告

※カメラ等を発見した場合、
警察・教育委員会へ直ちに連絡

相談窓口の周知徹底

生命（いのち）の安全教育
情報モラル教育の充実

専門的な指導助言等

盗撮事案の根絶

盗撮事案の根絶に向けて

警察との連携

・警察庁作成資料の活用
・専門的な指導、助言を生かした環境整備
・一層の連携体制の構築 等

児童生徒（保護者含む）

人的アプローチ

物理的アプローチ

警察との連携

互いに支え合える職場づくり
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大分類 小分類 具　体　的　事　案

わいせつな⾏為
・所属校の児童生徒に、ホテル等でわいせつな行為を行った。
・同僚等へ性的な発言をしたり、体を触ったりするセクハラ行為を行った。
・県外の18歳未満の少女と関係を持った。
・公園や路上で自身の下半身を見せた。

盗撮・下着窃盗

・インターネットを通じて、18歳未満の男女の裸の画像を集めた。
・所属校の児童生徒に対し、更衣室に隠しカメラを設置したり、胸元をタブレット端
末で盗撮した
・所属校の教員の更衣室を盗撮した。
・好意を持つ女性宅に侵入し、下着を盗もうとした。
・商業施設で、靴に隠した小型カメラでスカートの中を盗撮した。

飲酒運転
・会合で飲酒した翌朝に運転したところ、検挙された。
・会合での飲酒後、自宅までの距離が短いこともあり大丈夫だろうと思って運転した
ところ検挙された。

その他の飲酒トラブル
・飲酒した会合の帰りに、言い争いになって人を小突いた。
・飲酒した会合の帰りに、勝手に倉庫に入ったところ所有者に見付かって、取っ組み
合いになった。

・体罰は指導に有効だと考え、普段から行っていたが、あるとき行った体罰が大きな
けがに至った。
・生徒の暴言に対し、衝動的に殴った。

・急いでいたので一旦停止を怠り、交差点で二輪車をはねた。
・交差点で二輪車と接触したので止まって確認したが、相手が大丈夫というので警察
への届出をしなかった。
・交差点で二輪車と接触したが、怖くなって逃げた。

ＵＳＢメモリの紛失等
・皆やっており、自分も大丈夫だという考えで、自宅で作業するため許可なく生徒の
個人情報の入ったＵＳＢメモリを持ち帰り、紛失した、あるいは盗難に遭った。
・教室に置き忘れた成績表等が生徒により撮影され、ＬＩＮＥ等で流出した。

中傷情報の拡散
・所属職員のわいせつな写真を作成し、各地にばらまいた。
・自校の保護者等を名乗り、故意に誇張したり、虚偽の内容を含めた情報を拡散し
た。

窃盗・万引 ・スーパーで食料品を万引し、逃げる際に警備員を殴った。
・パチスロ店で、遊技台に差し込まれていたＩＣカードを持ち帰った。

公⾦横領・⼿当の不
正受給

・学校徴収金を私的に流用した。
・虚偽の届出により、通勤手当を不正に受給した。

事務処理遅滞・⽂書
偽造

・請求書をため込んでおり、支出事務が遅滞した。
・不正に公印を押印した書類を提出した。

銃刀法違反 ・銃刀法違反となる準空気銃や刀剣類を所持していた。
・トラブルとなったときに、ナイフを取り出し相手に見せた。

建造物侵入 ・他人の住居をのぞくなどの行為を繰り返し行った。

ストーカー関連 ・元配偶者の実家に侵入し、器物を損壊した。

薬物事犯 ・自宅で大麻を栽培した。
・インターネットで指定薬物を含む危険ドラッグを購入し、所持していた。

ドローン等機器 ・自己所有のドローンを、飛行禁止区域で飛行させた。

賭博 ・違法賭博を行った。

飲酒関連
事案

わいせつ事
案

不祥事の分類（⾏為別分類表）

その他

財物の窃
取

情報関連
事案

交通事故

体罰
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学習不⾜型
（知らなかった型）

自己中心
（自分特別視）型
（これぐらいなら型）

確信犯型
（わかってやっている型）

合理化型
その場しのぎ型
破れかぶれ型
パニック型

衝動型（短絡型） 飲酒・習慣的飲酒の
影響

⾏為別分類の例

・事務処理の遅滞、書類
紛失等

・わいせつ事案（生徒指導
やネット上の事案に関する
知識・経験不足）

・飲酒運転・飲酒トラブル
（アルコールに関する知
識・注意不足）

・交通事故（道交法等に
関する知識不足）

・USB紛失等による情報漏
えい（セキュリティポリシー
等への理解・注意不足）

・わいせつ事案

・のぞき・盗撮

・同僚、児童生徒、保護
者等に対するセクハラ

・体罰（戦略的）

・交通違反や交通違反に
端を発する事故

・USB紛失等による情報漏
えい

・性犯罪・性暴力

・薬物事犯

・飲酒運転

・窃盗・横領

・ストーカー

・暴力事件（過剰防衛）

・手段を選ばない逃亡（万
引のあと警備員殴打、事
故のあと逃走など）

・窃盗・横領（経済的困窮
によるもの）

・中傷情報の拡散

・体罰

・暴力事件

・中傷情報の拡散

・酒に酔っての
　セクハラ
　わいせつな行為
　暴力事件等

・飲酒運転

「そのようなルールがある
ことを知りませんでした。」

「知ってはいましたが、まあ
いいかで済ませていまし
た。」

「研修会で聞いた気がしま
すが、自分には関係ないと
思っていました。」

「これぐらいならよかろうと
思っていました。」

「相手に危害を加えている
わけではないから構わない
と思っていました。」

「露見することはないだろう
と思っていました。」

「普段はそんなことは考え
ないのに、つい、思い付い
てそうしてしまいました。」

・被害はない、自分は悪く
ない、相手が悪いという自
己中心的思考

・本人が有する資質

・被害者感情に思いを至
らせることによる罪意識の
醸成

・刑罰や社会的制裁など、
責任の重さの学習

・個別の対応（管理職・同
僚の関わり等）

「最初は『やってはいけな
い』と思いましたが、繰り返
すうちにやみつきになりまし
た。」

「捕まるかもしれない、大
ごとになるかもしれない、と
思いながらもやめられませ
んでした。」

「頭では分かっていても、
気持ちが言うことを聞きま
せんでした。」

「捕まりたくなかったので、
殴ってでも逃げようと思い
ました。」

「家賃滞納など金銭的に
苦しかったので、金を早く
工面したいと思ってやりま
した。」

「いつの間にかそうしていま
した。理由もよく分かりませ
ん。」

「頭が真っ白になって、気
付いたら家に着いていまし
た。」

「生徒にこんなことを言わ
れて、ついカッとなって
やってしまいました。」

「○○（相手）のことがどう
しても許せませんでした。」

「はっきりと思い出せませ
んが、お前がやったんだと
言われるのなら、私がやっ
たんだと思います。」

「自分では飲み過ぎたつも
りはありませんでしたが、今
思えばなぜあのような行
動を取ったのか、後悔しか
ありません。」

新たな視点による不祥事の分類（原因別分類表）

説明

・「相手に害を与えたわけ
ではない」のように被害者
感情を軽視しているタイプ

・「つい…」とか「これぐらい
ならよかろう。」と相手や組
織への被害を考えることが
できない、自己中心的思
考を持つタイプ

・一般的にはよくないことか
もしれないが、自分には認
められていると思って行う
タイプは「自分特別視型」
という言い方もできる。

※様々なタイプが混在して
いると考えられる。

・悪いことだと思いながら
も、問題意識が極端に低
く、啓発や集団研修を受
けても「やったらだめだ」と
いう警告意識が作動しな
いタイプ

・もともと継続性のある場
合と、飲酒、疾病等の影
響がある場合とに分けられ
る。

※当初別のタイプだったも
のから移行するケースも
見られる。

・葛藤状況を回避・逃避す
るために、自分を正当化し
ながら選択した行動が、問
題行動だったというタイプ

・更に次のような分類がで
きる。
①その場しのぎタイプ
　不道徳な行動でその場
をしのぐ場合
②安易・無思考タイプ
　安易な方法で自分を保
つ場合
③パニック・思考停止タイ
プ
　パニックになって訳が分
からなくなっている場合

・怒りなどの感情から、短
絡的に反応した行動を取
るタイプ

・攻撃性の分類として、
「戦略的攻撃性」（指導の
ために厳しく当たる行動）と
「衝動型攻撃性」（相手の
行為に対し短絡的にその
場で行う攻撃）とに分けら
れるが、後者がこのタイプ
に該当する。

・飲酒は脳に影響を及ぼ
し、その結果、行動に多大
な影響が及ぶ。したがっ
て、全てのタイプに影響が
上乗せされる。

・衝動が顕在化
・大目に見てもらおうという
期待
・勘違いや失念

・その行動の及ぼす結果
への学習ができていない、
学習したが定着していな
い、あるいは学習しようとし
ていないタイプ

類型

〔混合型〕
「生徒指導には自信がありました。その結果、１人で対
応してこのようになってしまいました。」「生徒に言い寄
られてよい気分になりメールアドレスも教えてしまいまし
た。いけないな、と思いながら一線を越えてしまいまし
た。」

・状況要因が影響する事案は、その要因をできるだけ
排除する。（いわゆる「手段」と「場」が揃う状況をでき
るだけ作らない。）

・環境の整備（校内ルールの策定・周知・徹底、施設・設備の整理・整備、相談窓口等の設置・周知）　　　・同僚・管理職等の気付き・関わり

・状況要因（いわゆる「手段」と「場」が揃う）

当事者の事後の
発言による分類

発生メカニズム

・知識・訓練・経験不足、
不注意、周りのサポートの
欠如

・危機から身を守ろうとす
る防衛反応の一種

・怒りからの短絡反応

・怒りがうっ積して爆発す
る。

・飲酒に伴う脳への影響に
より、人格や行動のコント
ロールを失う。

主な対処法

・危機やストレスへの適切
な対処法

・個別の対応（管理職・同
僚の関わり等）

・怒りのコントロール法の学
習

・飲酒の仕方のコントロー
ル

・周囲のサポート

・適切な業務管理

・取扱手順等のマニュア
ル化等を通じて、正しい知
識を学習し、定着させるこ
と。
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懲 戒 処 分 の 指 針 

岡 山 県 教 育 委 員 会 

 

この指針は、教職員が違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等（以下「非違行為」

という。）を行った場合の懲戒処分の標準的な処分量定を明確にすることにより、非違行為の防止

を図り、もって県民の教育に対する信頼を確保することを目的とする。 

 

第１ 基本事項 

この指針は、代表的な非違行為の事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲

げたものである。 

具体的な処分量定の決定に当たっては、次の点を考慮する。 

（１）非違行為の動機、態様及び結果 

（２）故意又は過失の度合い 

（３）非違行為を行った教職員の職責及び職責と非違行為との関係 

（４）保護者、幼児児童生徒、他の教職員及び社会に与える影響 

（５）過去に行った非違行為及び日常の勤務態度 

上記のほか、非違行為後の対応等も考慮の上、総合的に判断する。 

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類と異なることもあり得る。 

例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合とし 

て、 

①   非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極

めて重大であるとき 

②   非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いと 

き 

③   非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき 

④   過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある 

とき 

⑤   処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき 

 がある。 

また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場 

合として、 

①   職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき 

②   非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認め

られるとき 

 がある。 

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであ

り、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。 

 

第２ 懲戒処分の種類 

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第29条及び職員の懲戒に関する条例（昭和26年岡山県
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条例第60号）の規定により、岡山県教育委員会が辞令を交付することにより、教職員の非違行為

に対して懲罰を行う次の処分 

（１）免職 職を失わせる処分 

（２）停職 １日以上６月以下の間、職務に従事させない処分 

（３）減給 １日以上６月以下の間、給料の月額等の10分の１以下に相当する額を減ずる処分 

（４）戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分 

 

第３ 標準例 

１ 一般服務関係 

（１）欠勤 

ア 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は、免職又は停職とする。 

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は、停職又は減給とする。 

ウ 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は、減給又は戒告とする。 

（２）遅刻・早退 

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は、戒告とする。 

（３）勤務態度不良 

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は職務の遂行に関し、その遂行を長期間放置

し、若しくは上司に報告義務等があるにもかかわらずそれを怠り、公務の運営に支障を生じ

させた教職員は、減給又は戒告とする。 

（４）職場内秩序を乱す行為 

ア 暴行により職場の秩序を乱した教職員は、停職又は減給とする。 

イ 暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。 

（５）不適正な申請、報告等 

事実をねつ造して虚偽の休暇等の申請又は報告を行い、又は必要な報告等を故意に行わ

なかった教職員は、減給又は戒告とする。 

（６）公文書偽造等 

公文書を偽造し、若しくは虚偽公文書を作成し、又はそれらを使用した教職員は、免職又

は停職とする。 

（７）違法な職員団体活動 

ア 地方公務員法第37条第１項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企

て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった教職員は、免職又は停職とす

る。 

イ 地方公務員法第37条第１項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為を

し、又は県の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は、減給又は戒告とす

る。 

（８）秘密漏えい 

ア 故意又は重大な過失により、職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大

な支障を与え、又は県民等に重大な損害若しくは不利益等を与えた教職員は、免職又は停

職とする。 

イ 過失により、職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を与え、又は県
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民等に損害若しくは不利益等を与えた教職員は、減給又は戒告とする。 

（９）個人情報の流出・紛失・盗難 

ア 個人情報を流出させ、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、停職、減給又は戒告と 

する。 

イ 個人情報を所定の手続を経ずに持ち出した上で、紛失し、又は重大な過失により窃取さ

れた教職員は、戒告とする。 

（10）個人情報の目的外収集 

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報が記録された

文書等を収集した教職員は、減給又は戒告とする。 

（11）コンピュータその他の端末等の不適正使用 

コンピュータその他の端末等を不適正に使用し、公務の運営に支障を生じさせた教職員

は、停職、減給又は戒告とする。 

（12）営利企業等の従事 

許可なく営利企業等に従事した教職員は、減給又は戒告とする。 

（13）政治的行為の制限違反 

ア 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第136条の２又は第137条の規定に違反して、地位

を利用して選挙運動を行った教職員は、免職又は停職とする。 

イ アに規定する場合を除き、公職選挙法に違反して選挙運動を行った教職員は、停職、減

給又は戒告とする。 

ウ 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第18条又は地方公務員法第36条の規定に違反

して政治的行為を行った教職員は、減給又は戒告とする。 

 

 ２ 性犯罪・性暴力等（注１）関係 

 （１）児童生徒等（注２）に対する性犯罪・性暴力等 

   ア 児童生徒等に対して児童生徒性暴力等を行った教職員は、免職とする。 

   イ 児童生徒等に対してセクシュアル・ハラスメント（上記アに該当するセクシュアル・ハ 

ラスメントを除く。）を行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。 

 （２）児童生徒等以外の者に対する性犯罪・性暴力等 

   ア 児童生徒等以外の者に対して性犯罪・性暴力を行った教職員は、免職又は停職とする。 

   イ 児童生徒等以外の者に対して、相手の意に反することを認識の上で、セクシュアル・

ハラスメントを行った教職員は、減給又は戒告とする。この場合において、当該行為を

繰り返した教職員は、停職又は減給とし、特に悪質と認められるときは、免職とする。 

 

   （注１）「性犯罪・性暴力等」とは、「児童生徒性暴力等」、「性犯罪・性暴力」及び「セクシ 

ュアル・ハラスメント」をいう。 

①「児童生徒性暴力等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する 

法律（令和３年法律第57号。以下「児童生徒性暴力防止法」という。）第２条第３

項各号に掲げる行為をいう。 

②「性犯罪・性暴力」とは、不同意性交等、不同意わいせつ、公然わいせつ、わいせ

つ物頒布、痴漢、のぞき、ストーカー行為、性的姿態撮影等の法令に違反する行為
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をいう。 

③「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる性的な内容の発言、

電話、手紙の送付、電子メールやＳＮＳ等による通信、インターネット上の書き込

み、身体的接触、つきまとい等をいう。このうち、児童生徒等に対する悪質なセク

シュアル・ハラスメントは、児童生徒性暴力防止法に定める児童生徒性暴力等に該

当する。 

   （注２）「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。 

①学校（児童生徒性暴力防止法第２条第１項に規定する学校をいう。）に在籍する幼

児、児童又は生徒 

②18歳未満の者（上記①に該当する者を除く。） 

 

３ ハラスメント関係 

（１）パワー・ハラスメント 

パワー・ハラスメント（注３）を行った（注４）ことにより、相手（幼児、児童及び生徒（以

下「児童等」という。）を除く。）に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた教職員は、停職、

減給又は戒告とする。この場合において、パワー・ハラスメントを行ったことについて

指導、注意等を受けたにもかかわらず、当該行為を繰り返した教職員は、停職又は減給

とし、特に悪質と認められるときは、免職とする。 

（２）職場における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 

ア 妊娠、出産又はそれらに起因する症状により、勤務することができないこと若しくはで

きなかったこと、又は能率が低下したことなどに関する言動により、当該教職員の勤務環

境を著しく害した教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、当該行為を

繰り返した教職員は、停職又は減給とし、特に悪質と認められるときは、免職とする。 

   イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該教職

員の勤務環境を著しく害した教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、

当該行為を繰り返した教職員は、停職又は減給とし、特に悪質と認められるときは、免職

とする。 

 

   （注３）「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、 

業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手に精神的若しくは身体的な 

苦痛を与え、相手の人格若しくは尊厳を害し、又は相手の勤務環境等を害することと 

なるようなものをいう。 

   （注４）教職員以外の者（児童等を除く。）に対するパワー･ハラスメントに類する言動を行 

った場合を含む。 

 

４ 体罰・不適切な指導関係 

（１）体罰により、児童等を死亡させ、又は重大な後遺症が残る傷害を負わせた教職員は、免職

とする。 

（２）体罰により、児童等に傷害を負わせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。 

（３）体罰を常習的に行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、特に悪
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質と認められるときは、免職とする。 

 （４）不適切な指導（注５）により、児童等に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた教職員は、

停職、減給又は戒告とする。この場合において、特に悪質と認められるときは、免職とする。 

 

   （注５）「不適切な指導」とは、児童等の人格や人権、能力等を否定するような言動や、児 

童等に著しい恐怖心や不安感を与える威圧的な行為、肉体的・精神的に執拗かつ過度 

な負荷を与える行為などのことをいい、暴言やパワー・ハラスメントに類する言動と 

いった不適切な言動も含む。 

 

５ 公金等取扱い関係 

（１）横領・窃取・詐取 

公金又は公物を横領し、窃取し、又は詐取した教職員は、免職とする。 

（２）紛失 

公金又は公物を紛失した教職員は、戒告とする。 

（３）盗難 

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った教職員は、戒告とする。 

（４）公物損壊 

故意に職場において公物を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。 

（５）諸給与の違法支給・不適正受給 

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した教職員又は故意に届出を怠り、若しくは

虚偽の申請をするなどして諸給与を不正に受給した教職員は、減給又は戒告とする。 

（６）公金又は公物の処理不適正 

公金又は公物の不適正な処理をした教職員は、減給又は戒告とする。 

 

６ 公務外非行関係 

（１）傷害（交通事故に係るものを除く。） 

人の身体を傷害した教職員は、停職又は減給とする。 

（２）暴行 

けんか等による暴行を加えた教職員は、減給又は戒告とする。 

（３）器物損壊 

故意に他人の物を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。 

（４）強盗・窃盗・横領 

ア 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した教職員は、免職とする。 

イ 他人の財物を窃取した教職員は、免職又は停職とする。 

ウ 自己の占有する他人の物を横領した教職員は、免職又は停職とする。 

エ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した教職員は、減給又は戒告とす

る。 

（５）酩酊による粗野な言動等 

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な又は乱暴

な言動をした教職員は、減給又は戒告とする。 
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（６）麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 

ア 麻薬・覚醒剤等を所持し、又は使用した教職員は、免職とする。 

イ 岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例（平成27年岡山県条例第17号）第14

条に規定する行為を行った教職員は、免職又は停職とする。 

（７）破廉恥な行為 

教職員の信用を傷つけ、県民の教育に対する信頼を損なわせるような破廉恥な言動を行

った教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、特に悪質と認められるとき

は、免職とする。 

 

７ 飲酒運転・交通事故関係 

（１）飲酒運転 

ア 酒酔い運転をした教職員は、免職とする。 

イ 酒気帯び運転をし、人を死亡させ、又は重大な傷害を負わせた教職員は、免職とする｡ 

ウ 酒気帯び運転をし、人に傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。 

エ 酒気帯び運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こした教職員は、免職又は停職とす

る。 

オ 酒気帯び運転をした教職員は、免職又は停職とする。 

カ 飲酒運転をしていることを知りながら同乗した教職員は、免職、停職又は減給とする。 

キ 飲酒運転をすることを知りながら飲酒を勧め、又は車両を提供した教職員は、免職、停  

職又は減給とする。 

（２）交通事故 

ア 重大な過失により交通事故を起こし、人を死亡させ、又は重大な傷害を負わせた教職員

は、免職、停職又は減給とする。この場合において、道路交通法（昭和35年法律第105号）

第72条第１項に規定する措置を行わなかった教職員は、免職又は停職とする。 

イ 重大な過失により交通事故を起こし、人に傷害を負わせた教職員は、停職、減給又は戒

告とする。この場合において、道路交通法第72条第１項に規定する措置を行わなかった教

職員は、停職又は減給とする。 

（３）交通法規違反 

無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした教職員は、停職、減給又は戒

告とする。 

 

８ 監督責任関係 

（１）指導監督不適正 

職務の遂行に関し、部下教職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として指導

監督に適正を欠いていた教職員は、減給又は戒告とする。 

（２）非行の隠蔽、黙認 

部下教職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した教職

員は、停職又は減給とする。 

 

附 則 
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この指針は、平成１６年１０月１３日から施行する。 

附 則 

この指針は、平成２０年５月２６日から施行する。 

附 則 

この指針は、平成２８年７月２５日から施行する。 

附 則 

この指針は、令和５年１０月２７日から施行する。 

  附 則 

この指針は、令和７年１月１５日から施行する。 
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懲 戒 処 分 の 公 表 基 準 

 

 

                              岡 山 県 教 育 委 員 会 

 

 

岡山県教育委員会が行う地方公務員法 (昭和 25 年法律第 261 号)の規定に基づく懲戒処分

の公表については、次に定めるところによる。 

 

１  基本方針 

   地方公務員法第 29条の規定に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分については、  

全て公表する。 

   また、懲戒処分事案に関係する管理監督者に対して、 岡山県教育委員会が行う、懲戒  

処分以外の行政上の措置 (文書訓告等) についても併せて公表する。 

 

２  公表する内容 

  「所属」、「職名」、「氏名」、「年齢｣、「処分の種類・程度」、「処分事由」及び「発令日」 

を公表することを原則とする。 

   ただし、次のような事案については、内容の一部を公表しないことがある。 

・被害者その他の関係者の生命、健康、生活又は財産を保護するなど人権に配慮する必 

要があると判断されるとき。 

・被害者等関係児童・生徒への教育的配慮が必要と判断されるとき。 

 

３  公表の方法 

   原則として教育記者クラブへの資料提供とし、事案の社会的影響等を考慮しながら、必 

要に応じて記者会見を行う。 

 

４  公表の時期 

   懲戒処分の発令後、速やかに公表する。 

 

５  施行 

   この基準は、 平成２０年５月２６日以降に行う懲戒処分について実施する。 
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教職員の育成・評価システムについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 育成・評価システムの目的 

・自己目標の達成状況を管理 

・面談における適切な指導助言 
・授業や日常の職務の観察 

→適切なフィードバック 

・学校経営目標を踏まえた上で、自らの

校内での役割を十分認識して自己目

標を設定 
・学校経営目標達成への取組 

・教職員の意欲や連帯感の醸成 

２ 育成・評価システムの構成（二本柱） 

教職員の資質能力の向上    学校組織の活性化 

自己申告による目標管理 

＜目的＞ 

  教職員が組織と個人の双方にとって価値

ある目標の実現に向けて努力し、職務の遂

行を自らが管理し、評価、改善していくことに

よって、教職員の自主的、意欲的な取組を進

めながら、その資質能力の向上と学校組織

の活性化を図ろうとするもの。 

自己目標シートを使用 
 

 

 

 

勤務評価 

教職員の全ての職務行動を対象 
 

能力・意欲 

それぞれの職務を遂行するために必要な

知識や技能、実行力、職務を粘り強くやり遂
げようとする姿勢や新しい課題に取り組もう

とする積極性、他の教員と連携を図ろうとす
る協力姿勢等を評価します。 

 

自己申告による目標管理の成果 
学校経営目標・計画等から設定した自己

目標について、職務としての困難度と達成状
況を踏まえて結果を評価します。 

 

自己申告による目標管理 勤 務 評 価 

自己申告による

目標管理の成果 
能 力 ・ 意 欲 

評価者による評価 

自己目標の実現に向けた取組 

自己評価 

「能力・意欲」の評価 

「自己申告による目標 

管理の成果」の評価 

昇給及び 

勤勉手当に 

活用 

人事評価制度 

【目標の具体化】 
達成状況の把握や自己

評価もしやすくなり、自らの
成長が実感でき、取り組む

意欲も増加します。 
【目標の重点化】 

絶えず意識をして取組を
進めていくことができるの

で、指導力の向上や、新た
な能力の定着といった効

果も見えやすくなります。 

自己目標 

教職員の育成・評価システム 
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評価は絶対評価とし、その段階は５段階で行います。 

Ｇ 職務を遂行する上で、通常必要な水準を大きく上回り、他者の模範となっている。 

Ａ 職務を遂行する上で、通常必要な水準を上回っている。 

Ｂ 職務を遂行する上で、通常必要な水準をほぼ満たしている。 

Ｃ 職務を遂行する上で、通常必要な水準を下回り、努力が必要である。 

Ｄ 職務を遂行する上で、通常必要な水準を大きく下回り、大いに努力が必要である。 

→評価基準を補足するイメージ（マニュアルＰ22） 

 

 

複数の評価者が、評価期間内に把握した事実に基づき、それぞれ評価を実施し、十分協議を行

った上で、評価基準に則して５段階評定を行います。「能力・意欲」については職種ごとに設定さ

れた職務分類や着眼点について、着眼点の例（マニュアルＰ４０～）を踏まえ評価を実施し、

「自己申告による目標管理」については、職務分類ごとに、職務としての困難度と達成状況から評

価を実施します。         

 

 

 教職員の取組 管理職の取組 

年度当初 

 

 

４月～５月 

 

 

 

 

 

 

年度中間期 

 

８月～１０月 

 

 

 

 

 

 

年度末 

 

 

2 月～３月 

 

 

自己目標の申告（４月中頃～） 

 

 

 

 

 

自己目標の実現に向けた取組 

職 務 全 体 の 取 組 

 

達成状況の自己申告（８～９月） 

 

 

 

 

 

自己目標の実現に向けた取組 

職 務 全 体 の 取 組 

 

最終自己評価（１月） 

 

 

 

 

 

 

                              

学校経営目標の提示（４月当初） 

勤務評価についての説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 評価基準 

４ 評価方法 

５ 年間スケジュール 

 

管理職への自己目標の説明、職務としての困難度を管理職と確認 

              

評価の着眼点や評価基準の確認 

自己目標に設定しない主な取組の確認 

経過の観察と指導・助言等

 

自己目標の達成状況や年度末への課題の確認 

             

着眼点ごとの成果や課題の確認、職務全体での取組について管理職からの指導助言 

自己目標に設定しない主な取組の確認 

経過の観察と指導・助言等 

 

自己目標の達成状況の説明、取組のまとめ 

              

教職員による取組の説明、管理職からの勤務評価結果のフィードバック 

勤務評価シートを渡してフィードバック 

当初面談 

中間面談 

最終面談 

勤務評価の実施 

評価基準日２月１日 

勤務評価の再評価 

勤  務  評  価 

自己申告による目標管理 

自己申告による目標管理 

勤  務  評  価 

自己申告による目標管理 

勤  務  評  価 
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自己目標シートの書き方について 

１．自己申告による目標管理の目的と自己目標の意義 

    自己申告による目標管理の目的は、教職員が組織と個人の双方にとって価値ある

目標の実現に向けて努力し、職務の遂行を自らが管理し、評価、改善していくことに

よって、教職員が自主的・意欲的な取組を進めながら、その資質能力の向上と学校

組織の活性化を図ろうとするものです。  

    自己申告による目標管理の自己目標は、学校経営目標・計画の達成や教職員とし

て求められる能力意欲の伸長を目指して設定する教職員一人一人の目標です。  

    

２．自己目標シートの書き方のポイント 

  ①「当初目標」について 

  （目標項目） 

校内における自らの役割を十分認識した上で、学校経営目標や、所属する学年や

分掌等の目標・計画から、具体的なテーマを設定します。 

   （達成された姿・達成状況） 

該当年度末にどのような状況になっていればよいのかを、具体的に示します。目標

が達成された姿・達成状況を想定して設定してください。目標によっては数値化する

ことでより効果的になる場合もあります。（※表現について、下の表を参考にしてくだ

さい。）   

  （現状） 

設定した目標に関連する現状を具体的に記述します。教科指導や担任をしている

児童生徒の実態、分掌での課題などを記述します。数値化されたデータがあればそ

れを記述することも有効です。 

②「具体的な手立て」について 

  （どのような方法で） 

当初目標を達成するための手段を具体的に示します。「何を、いつまでに、どう

するのか」が分かるよう具体的に記述します。  

 

『定着を図る』 

 

 

 「◇◇の取組を実施し、△△月までに児童（生徒）が◇◇を毎日行うことができる状態

にする」、「◇◇の定着を図るため、△△月までに◇◇の取組を週に◇◇回実施できるよ

うにする」というように、何を定着させ、どのような状態になればよいのかを、具体的に

表現する。 

 

『推進する』 

 

 「年内に◇◇に関する危機管理マニュアルの改訂を行い、△△月までに全教職員で実践

的な事例検討会を実施する」、「◇◇の責任分担を決めて、△△月までに◇◇のチェック

を毎日行う体制をつくり上げる」というように、推進する内容を具体的に表現する。 

『把握する』 

 

 「◇◇についての現状を調査・分析し、△△月までに◇◇の課題を整理し、対策を立案

できるようにする」というように、把握する内容を具体的に表現する。 

『企画する』 

 

「◇◇計画書を作成し、△△月までに校長の決裁を得て、下半期に実施できる状態にす

る」というように、企画する内容を具体的に表現する。 

『改善を図る』 

 

「◇◇の改善を行い、◇◇を年間◇◇件以内に減少させる」というように、何をどのよ

うな状態にするのかを具体的に表現する。 

 

自己申告による目標管理 
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＜自己目標シート記入例＞ 
 
 
 
 
 
【高等学校 教諭 公民科 第１学年担当】 

 
職務 

 

分類 
 当 初 目 標  具 体 的 な 手 立 て  達成状況及び自己評価 

 

 

 

 

 

 

教 

 

科 

 

等 

 

の 

 

指 

 

導 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

 
（目標項目） 

 現代社会の諸問題について、生徒
の興味・関心を高めながら、思考力・
表現力を養う。 
 

 

（達成された姿・達成状況） 

 生徒全員が毎日、新聞やニュース
を見聞するようになり、ニュースに
ついての意見や、他人の意見につい
て、考えを説明できるようにする。 
 

 

（現 状） 
 毎日、新聞やニュースを見聞する
生徒の割合は４５％（４月の調査か
ら）であり、ニュースについて自ら
の考えを表現できる生徒は少ない。 

 

１．毎日の授業で、生徒１名が新聞記事
やニュース等を紹介する活動（５分程
度）を取り入れる。 
 
・生徒全員が順次発表を行う。 
 
・発表者は記事を取り上げた理由と記事

に対する意見を述べる。 
 
・発表後、ニュースについての意見や、

発表者の意見に対する考えを書き、ペ
アや全体で考えを発表し合う時間を
確保することで生徒の状況を把握す
る。 

 
・毎月、ニュースの見聞についての調査

を行い、発表後の記述内容の変容とと
もに分析し、取組について改善を図っ
ていく。 

 
２．学習内容と関連の深い新聞記事を毎
週１回取り上げ、教材化し、授業の中で
活用する。 
  

 
（中間期の状況と年度末への課題） 
 

・毎日、新聞やニュースを見聞する生徒の
割合は８０％となり、４月の調査からは増
加している。 

・発表に対する自分の考えは全員が書くこ
とができるようになったが、内容に個人差
があるため、良い意見を共有するなどして
質を高めていく。また、考えを書く時間を
短くし、発表の時間を多く確保していくこ
とで、考えたことをすぐに言葉で説明でき
るようにしていく。 

 （年度末の達成状況と次年度への課題）

 自己評価  Ａ  Ｂ  Ｃ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．自己目標シートの効果的な活用 

   （例）自己目標の共有 

    自己目標については、学校全体で、あるいは学年や校務分掌等で「自己目標シー

ト」の写しを回覧するなどして情報を共有し、お互いの目標を理解した上で助言したり、

協力したりしながら目標の達成に向け取り組むことも有効です。 

 

※ 詳しい内容については、「教職員の育成・評価システム 実施マニュアル ３ 自己申

告による目標管理について」をご覧ください。マニュアルは、「Plant（全国教員研修

プラットフォーム）」に掲載しています。 

学校経営目標の「基礎的・基本的な学力を身につけ興味関心を

もって主体的に学ぶ生徒の育成」から目標を設定した例 

具体的な手立ては、 

「何を、いつまでに、どうするのか」

が分かるようにします。 

※具体的に記述しましょう。 

（目標項目） 

学校経営目標・計画を踏まえ、校内における自らの役割を十分理解した上で、記述します。 

（達成された姿・達成状況） 

自分の取組の説明がしやすいよう、達成後の児童生徒の姿や所属する組織の姿を記述します。 

（現状） 

設定した目標に関連する現状を記述します。 

 



「失礼いたします。」「ありがとうございました。」「お気を付けて。」

「校長室へご案内いたします。どうぞこちらへ。」
※来校者の右斜め前を歩いてご案内する
※内開き：自分がドアを開け、先に入室し内でドアを押さえ、来客を通す

外開き：自分がドアを開け、外でドアを押さえ、来客を通す

「はい、少々お待ちください（ませ）。」
「はい○○様でいらっしゃいますね。お待ちしておりました。」
「申し訳ございませんが、

◎◎は今席を外しておりますので、少々お待ちいただけますか。」
「申し訳ございません、◎◎は本日出張しておりますが、どういたしましょうか。」

「恐れ入りますが、どちら様でしょうか。」
「どのようなご用件でしょうか。」

「おはようございます。」「こんにちは。」「いつもお世話になっております。」

② 明るくあいさつをする

④ 応対する

⑤ ご案内する

① すばやく席を立ち、出迎える

③ お名前やご用件を伺う

4

来客対応

⑥ お帰りの際は、にこやかな笑顔でお見送りする

←「席次」に注意して案内する
来客や目上の⼈︓上座
＝出入口から遠い奥の席
もてなす側や目下の者︓下座
＝出入口から近い席
飲み物もこの順でお出しします

身だしなみ
□ 髪 …清潔に整っていますか、職場にふさわしい髪型・髪色ですか
□ 顔 …ひげのそり残しはありませんか

化粧は清潔な感じですか
□ 手 元…爪は切ってありますか
□ 服 装…業務にふさわしい、清潔感ある服装ですか
□ その他…アクセサリーは、仕事に差し支えないですか

ポケットに手を入れて歩いていませんか

まずは確認してみましょう

社会人のマナー
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① はい、 ○○学校（個人名）でございます

3・４コール
お待たせ
いたしました

５コール以上
大変お待たせ
いたしました

１．受話器を取る
受け手

掛け手

① □□学校の○○と申します

② □□の○○様でいらっしゃいますね
いつもお世話になっております

② こちらこそ、いつもお世話になっております
只今、◇◇様はいらっしゃいますでしょうか

③ △△の◇◇でございますね
かしこまりました
少々お待ちいただけますでしょうか

③ はい、お願いいたします

２．相手の確認
挨拶

３．用件の確認

３．用件の確認

③ △△の◇◇でございますね
大変申し訳ございません
あいにく◇◇は只今、授業中で席を外しております
○時には戻る予定でございます

③ 左様でございますか

④ 戻り次第、◇◇よりご連絡を差し上げましょうか

④ では、よろしくお願いいたします

⑤ 恐れ入りますが、
念のため○○様のご連絡先を伺えますでしょうか

⑤ 連絡先は○○○○○○○○○○でございます

⑥ ご連絡先は○○○○○○○○○○でございますね
◆◆が承りました
お電話ありがとうございました。失礼いたします

⑥ よろしくお願いいたします。失礼いたします

※ 相手が切るのを待って、静かに受話器を置く

● 電話を掛ける前には･･･
【準備物】

・メモ用紙・筆記用具
・相手の名刺や名簿（役職・フルネームの確認）
・用件に関する資料

【注意点】
・用件を書き出し、整理しておく
（話す順番も決めておくと良い）

ワンポイント！

● 電話を受ける時には･･･
【準備物】・メモ用紙・筆記用具・笑顔(^_^)
【注意点】

・受話器は利き手と反対の手で取る
（話を聞きながらメモを取るため）

・メモを取る習慣をつける
○良い声で出る ×速い・暗い・小さい声
○対面と同じ姿勢で受ける ×肘をつく

４．受話器を置く

１

取り次ぐ

連絡先を伺う

電話応対（名指し人に取り次ぐ 、名指し人不在で連絡先を伺う）

取り次ぐ際、
保留ボタンを押す
受話器を手で

覆わない
（相手に声が

聞こえる）

・掛けた方が先に
切るのが原則
ただし、相手が
目上の場合は相手
が切ったのを確認
してから受話器を
置く方が無難

・フックスイッチを
手で押してから
受話器を置く

<応対の流れ> 朝10時半頃まで
「おはよう

ございます」

「もしもし」は、
いずれの場合も

使わない
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受け手

３．用件の確認 ③ △△の◇◇でございますね
大変申し訳ございません
あいにく◇◇は本日不在にしております
次の出勤は●●でございますが、
いかがいたしましょうか

③ 左様でございますか
それでは恐れ入りますが、
伝言をお願いできますでしょうか

④ はい、かしこまりました
ご用件を確認いたします
「 」ということでございますね
◆◆が承りました。◇◇にその旨を申し伝えます

⑤ お電話ありがとうございました
失礼いたします

④ よろしくお願いいたします
失礼いたします

※ 相手が切るのを待って、静かに受話器を置く

① はい、○○学校（個人名）でございます１．受話器を取る

① □□学校の○○と申します

② □□の○○様でいらっしゃいますね
いつもお世話になっております

② こちらこそ、いつもお世話になっております
只今、◇◇様はいらっしゃいますでしょうか

２．相手の確認
挨拶

● クッション言葉を使おう！
・相手に対してネガティブな提案や断りをする

際に、後に続く言葉を和らげる効果がある
（例） 失礼ですが、申し訳ございませんが

お手数おかけいたしますが
差し支えなければ、もしよろしければ
ご足労おかけいたしますが
勝手を申しまして恐縮ですが

ワンポイント！

● 二重敬語に注意！！
・一つの動作に敬語は一つが基本
・丁寧さを意識するあまり、敬語に敬語を重ねて

しまう二重敬語は代表的なNG例

例 × 「お帰りになられる」
（お帰りになる＋られる）

○ 「お帰りになる」

× 「先生がお越しになられました」
○ 「先生がお越しになりました」

× 「先生がおっしゃられていました」
○ 「先生がおっしゃっていました」

× 「先生がご覧になられました」
○ 「先生がご覧になりました」

４．受話器を置く

● バイト敬語はやめましょう！
・アルバイト店員が多数を占めるサービス業界で

接客時に使用される特徴的な日本語表現
「～のほう」 ：×書類のほうお預かりします

○書類をお預かりします
「～になります」：×こちらが要覧になります

○こちらが要覧です

2

電話応対（名指し人が不在で伝言を預かる）

受け手

掛け手

<応対の流れ>

3・４コール
お待たせ
いたしました

５コール以上
大変お待たせ
いたしました

朝10時半頃まで
「おはよう

ございます」

「もしもし」は、
いずれの場合も

使わない

・掛けた方が先に
切るのが原則
ただし、相手が
目上の場合は相手
が切ったのを確認
してから受話器を
置く方が無難

・フックスイッチを
手で押してから
受話器を置く
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・ 自分の名刺を相手が読める向きで両手で持つ

・ 間にテーブルなどがある場合は、回り込んで相手の正面に立つ
・ 座ったままでの名刺交換は行わない

「頂戴いたします」「●●様でいらっしゃいますね」「よろしくお願いいたします」

「わたくし○○学校の○○と申します」「どうぞよろしくお願いいたします」

① 相手の正面に立つ

② 名刺入れの上に、自分の名刺を置く こちらを
相手に向ける

一人ずつ交換（基本手順）

③ 自己紹介して名刺を差し出す

④ 相手の名刺を受け取る

双方同時交換

③ お互いが名刺を差し出す

④ お互いに名刺を受け取る

②

上司 自分

上司 担当

①

②

②

③

自校

訪問先

(役職や年齢
が上の方)

Ａ Ｂ

Ｂ ＢＡ Ａ

名刺を複数名で交換する場合の順序 名刺を置く位置

●相手が複数：役職が上の人から先に
●複数対複数：役職が上の人同士から

●名刺入れに乗せ、テーブルの上に出しておく
●座席と同じ順に並べる

・ 立場が下の人や、訪問した側→目上の方に渡す
・ 相手の持つ名刺より高い位置にならない

・ 相手の名刺を受け取ったら、
両手で胸の高さに持つ 相手の名刺

● 名刺の準備
□ 名刺に折れや汚れはないか
□ 名刺の枚数は足りているか
□ 名刺入れはビジネスシーンにふさわしいか

（定期入れ、財布、手帳等で代用しない）
□ すぐ取り出せる場所に用意しているか

● 名刺の扱い方
□ 名刺は自分の分身、頂いた名刺は相手の分身

と思って丁寧に扱っているか
□ 名刺に書かれた文字(特に校名･氏名等)の上に

指が掛かっていないか
□ 名刺は胸の高さで扱っているか

3

名刺交換

③ 双方同時交換
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・お盆を脇に抱え、ドアの前でお客様に一礼
・ドアを閉める前にも再度お客様に会釈し、「失礼します」と退室

・サイドテーブルかテーブルの端（下座寄り）にお盆ごと置く
・茶わんの底をふきんでふいてから茶托に乗せる
・絵柄がお客様の正面になるよう、両手でお客様へお出しする
・置く位置の基本は、お客様の右側から、右斜め前に置く
・上座のお客様から、席次に従って出す

・茶わん・茶托を別々にのせる
・清潔なふきんも準備する
・コーヒーの場合は砂糖やミルクの数が足りてい

るか確認する

● お茶を出すタイミング
・お客様と担当者の挨拶が終わった頃に出す
・お客様にお待ちいただく場合は先にお持ちする

ワンポイント！

●（訪問先での）お茶のいただき方
・相手に勧められてからいただく
・喉が渇いていない場合でも、

全く口をつけないのは失礼にあたる

② 飲み物をお盆にのせる

④ 飲み物を出す

⑤ 挨拶、退室する

・茶わんやカップが欠けていないか、汚れていない
か確認する

・冬場は湯通しをして温めておく
・複数の場合には飲み物の濃さを均一にし、

カップの高さの７～８分目を目安に注ぐ

① お茶を入れる

・ノックをし「失礼いたします」と言って入室
・ドアを閉めたら、お客様に向かって一礼
・その際、息が飲み物にかからないよう、お盆を正面から少し左右に

ずらす

③ 入室、挨拶する

● お盆を置く場所がない場合
・左手でお盆を持ち、右手でお客様へ

「片手で失礼します」と断ってお出しする

● 狭くてお客様の後方に回れない場合
・「前から失礼します」と断ってお出しする

● お茶を置く場所が少し狭い場合
・「失礼いたします」と声をかけ、お茶を置く

スペースを先に作ってからお出しする

● 書類を机いっぱいに広げ置く場所がない場合
・校内の一番下座の方に「お茶をお持ちしたの

ですが、お出ししてもよろしいでしょうか」
と、小声で話し掛け、指示を仰ぐ

・コーヒーカップの持ち手は右側
・砂糖・ミルク・スプーンはソーサー

の 手前が基本
・人数が多い時は別容器に入れる

4

茶托

ふきん

【参考文献・Web】 ・「電話対応＆敬語・話し方のビジネスマナー」 尾形圭子 監修 （西東社）
・「『上質な基本を身に付ける』ビジネスマナーの教科書」 美月あきこ （ＴＡＣ出版）
・「ゼロから教えて 電話応対」大部美知子（かんき出版）
・「電話応対のマナー 120のシーン別正しい受け答え」大嶋利佳（秀和システム）
・ビジネスマナーと基礎知識 http://www.jp-guide.net/businessmanner/business/tea_dashikata.html

飲み物の出し方
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